
  

                             

 

 

 

 

Ⅳ 各行政機関が行う政策評価 
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≪内閣府≫ 

 

表１－１ 内閣府の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

内閣府本府政策評価基本計画（平成 20年２月 18日策定） 
平成20年12月25日改正 平成21年４月22日改正 平成21年７月23日改正 
平成22年３月８日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 20 年度から 22年度までの３年間 

② 事前評価の対 
象等 

○ 事業評価方式を基本とする。 
○ 予算要求を伴う新たな政策や新設される制度のうち、法第９条

第１号に該当すると考えられる政策が対象となる。政策の単位
は、「事務事業」レベルで捉えることが可能な政策が中心とな
る。 

○  規制の新設等による影響の評価を行う場合は、その方式及び対
象について、「規制の事前評価の実施に関するガイドライン（平
成 19 年８月 24 日 政策評価各府省連絡会議了承）」等を踏まえ、
決定する。 

③ 事後評価の対 
象等 

○ 総合評価方式、実績評価方式、事業評価方式のいずれかによる。 
○ 計画期間内に評価の対象とする政策は 21 政策 91 施策（平成

22 年３月８日改正） 
総合評価方式： 実績評価方式による評価の結果を受けて様々な

角度から掘り下げて分析することが必要と認めら
れる政策(狭義)等。 

実績評価方式： 内閣府本府の主要な行政目的に係る政策(狭義)
及び成果重視事業。 

事業評価方式： 事前評価を実施した政策のうち事後の検証が必
要と認められるもの。「事務事業」レベルでとら
えることが可能な政策が中心となる。 

④ 政策評価の結 
果の政策への反
映 

○ 政策所管課等、政策評価担当課等及び調整部局は、政策の企画
立案作業（予算要求（機構・定員要求を含む。）、法令等による
制度の新設・改廃、各種中長期計画の策定等）及びそれに基づく
政策の実施における重要な情報として、政策評価の結果を活用
し、当該政策に適時適切に反映させるものとする。 

○ 内閣府本府は、経済財政政策、科学技術政策等複数の行政機関
の所掌に関係する政策の総合的推進に関する事務を所掌してい
ることから、これらの政策の企画及び立案に当たっては、政策評
価の結果の適切な活用を図る。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望については、窓口を大
臣官房政策評価広報課とし、文書やインターネットのホームペー
ジ等により受け付ける。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度内閣府本府政策評価実施計画（平成 21年４月 22日策定） 
平成21年７月23日改正 平成22年３月８日改正 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：21 政策（成果重
視事業 1 施策を含む） 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表１－２ 内閣府における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 
 

事 
後 
評 
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第
２項第１号） 

 

実績評価方式：20件 
［225測定指標］ 

（成果重視事業１施策含

む） 

〔表１－３－ア〕 

 

｛実績評価方式：21件｝ 
〔表１－３－イ〕 

目標以上の成
果を達成でき
た 

64 ① 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進め
た（進める予定）   

【引き続き推進】 

７ 

 概算要求に反映 ７ 達成できた 96 
機構・定員要求に反映 ２ 

 機構要求に反映 ０ 

定員要求に反映 ２ 
達成に向けて
進展があった 

38 ② 評価結果を踏まえ、評価
対象政策の改善・見直しを
行った（することとした又
はする予定）   

【改善・見直し】 

13 

 概算要求に反映 13 

機構・定員要求に反映 ３ 
達成に向けて
一部進展があ
った 

18  機構要求に反映 １ 

定員要求に反映 ３ 

政策の重点化等 ４ 
達成に向けて
の進展はなか
った 

４ 政策の一部の廃止・休止・
中止 

２ 

わ か ら な い
（現時点で未
集計であるた
め） 

３ 

未開始 １ 

評価対象事業 
が発生しなか 
った 

１ 

≪総合評価方式：２件≫ 
〔表１－３－ウ〕 

― ― ①  評価結果を踏まえ、こ
れまでの取組を引き続き
進めた 

【引き続き推進】 

≪１≫  

 概算要求に反映 ≪１≫ 

②  評価結果を踏まえ、評
価対象政策の改善・見直
しを行った 

【改善・見直し】 

≪１≫  

 概算要求に反映 ≪１≫ 

機構・定員要求に反映 ≪１≫ 

 機構要求に反映 ≪０≫ 

定員要求に反映 ≪１≫ 

政策の重点化等 ≪１≫ 

政策の一部の廃止・休止・
中止 

≪１≫ 

未着手 

（法第７条第
２項第２号
イ） 

該当する政策なし ― 
 

― ― ― 

未了 

（法第７条第２
項第２号ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― ― ― 
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政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

その他の 
政策 
（法第７条第２
項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― ― ― 

 (注)１ ｛ ｝は、評価実施中のもの（外数）である。 
      ２ ≪ ≫は、平成20年度に評価結果が公表され、「平成20年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策

への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として新たに報告すべきものがあること
から掲載したものである。 

    ３ 実績評価方式については、「政策評価の結果の内訳別件数」欄は測定指標の数を、「政策評価の
結果の政策への反映状況の内訳別件数」欄は政策の数を、それぞれ計上しているので、両者の数
は一致しない。 
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表１－３ 内閣府における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 20年度内閣府本府政策評価実施計画」に基づき、20政策を

対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「平成 20年度政策評価書（事後

評価）」として公表。 

 

表１－３－ア 実績評価方式により事後評価した政策 

（注）１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表１－４－①参照。 

    ２  No.16「経済社会総合研究の推進」については、成果重視事業１施策を含む。 

 

（２）所掌するすべての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度内閣府本府政策評価実施計画」に基づき、21政策を

対象として評価を実施中（平成 22年８月公表予定）。 

 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 公文書等の保存及び利用の取組 改善・見直し 

２ 政府広報・広聴による政府施策の理解、協力の促進 改善・見直し 

３ 遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進 引き続き推進 

４ 経済財政政策の推進 改善・見直し 

５ 地域活性化の推進 改善・見直し 

６ 科学技術政策の推進 引き続き推進 

７ 防災政策の推進 引き続き推進 

８ 沖縄政策の推進 改善・見直し 

９ 共生社会実現のための施策の推進 改善・見直し 

10 栄典事務の適切な遂行 引き続き推進 

11 男女共同参画社会の形成の促進 改善・見直し 

12 国民生活政策の推進 引き続き推進 

13 食品の安全性の確保 改善・見直し 

14 原子力利用の安全確保 改善・見直し 

15 公益法人制度改革等の推進 改善・見直し 

16 経済社会総合研究の推進 引き続き推進 

17 迎賓施設の適切な運営 改善・見直し 

18 北方領土問題の解決の促進 改善・見直し 

19 国際平和協力業務等の推進 引き続き推進 

20 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡 改善・見直し 
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表１－３－イ 実績評価方式により事後評価を実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 公文書等の保存及び利用の取組 

２ 政府広報・広聴による政府施策の理解、協力の促進 

３ 遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進 

４ 経済財政政策の推進 

５ 地域活性化の推進 

６ 科学技術政策の推進 

７ 防災政策の推進 

８ 沖縄政策の推進 

９ 共生社会実現のための施策の推進 

10 栄典事務の適切な遂行 

11 男女共同参画社会の形成の促進 

12 国民生活政策の推進 

13 食品の安全性の確保 

14 原子力利用の安全確保 

15 公益法人制度改革等の推進 

16 経済社会総合研究の推進 

17 迎賓施設の適切な運営 

18 北方領土問題の解決の促進 

19 国際平和協力業務等の推進 

20 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡 

21 官民人材交流センターの適切な運営 

（注）No.16「経済社会総合研究の推進」については、成果重視事業１施策を含む。 

 

（３）以下の２政策は、総合評価方式を用いて、「平成 18年度内閣府本府政策評価実施計画」及

び「平成 19年度内閣府本府政策評価実施計画」に基づき評価を実施し、その結果を平成 20

年 12 月 25日に「平成 19年度内閣府本府政策評価書（事後評価）」として公表し、「平成 20

年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載した

ものであるが、今回、当該評価結果の政策への反映状況として 22年度予算要求に反映したこ

とから、新たに報告すべきものとして、以下のとおり掲載。 

 

表１－３－ウ 総合評価方式により平成 20年度に事後評価した政策 

 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 沖縄振興計画（沖縄の振興への取組） 改善・見直し 

２ 障害者施策の総合的推進（障害者基本計画） 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表１－４－②参照。 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの
政策体系（内閣府）

政策分野 政策 施策

１．公文書館関連政策 1. 公文書等の保存及び利用の取組 (1) 公文書館制度の推進

２．政府広報・広聴 1. 政府広報・広聴による政府施策の理
解、協力の促進

(1) 重要施策に関する広報

(2) 世論の調査

３．遺棄化学兵器廃棄処理 1. 遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進 (1) 化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の発掘・回収

４．経済財政政策 1. 経済財政政策の推進 (1) 地域力再生機構（仮称）の監督体制等の整備

(2) 政府調達に係る苦情処理を通じた市場アクセスの改善

(3) 対日直接投資の増進

(4) 物価関連施策の推進

(5) 再チャレンジ支援の推進

(6) 道州制特区の推進

(7) 民間資金等活用事業の推進（ＰＦＩ基本方針含む）

(8) 市場開放問題に係る苦情処理を通じた市場アクセスの改善

(9) 競争の導入による公共サービスの改革の推進（公共サービス改革
　基本方針含む）

(10) 国内の経済動向の分析

(11) 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の分析

(12) 海外の経済動向の分析

５．地域活性化政策 1. 地域活性化の推進 (1) 中心市街地活性化基本計画の認定

(2) 地方の元気再生事業の実施

(3) 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金の配分計画の策定

(4) 地域活性化・生活対策臨時交付金の配分計画の策定

(5) 構造改革特区計画の認定

(6) 地域再生計画の認定

(7) 特定地域再生事業会社の指定

(8) 地域再生基盤強化交付金の配分計画の策定

(9) 地域再生支援利子補給金の支給

６．科学技術政策 1. 科学技術政策の推進 (1) 原子力研究開発利用の推進（原子力政策大綱）

７．防災政策 1. 防災政策の推進 (1) 防災に関する普及・啓発

(2) 国際防災協力の推進

(3) 災害復旧・復興に関する施策の推進

(4) 防災行政の総合的推進（防災基本計画）

(5) 地震対策等の推進

８．沖縄政策 1. 沖縄政策の推進 (1) 駐留軍用地跡地利用の推進

(2) 沖縄の離島の活性化

(3) 沖縄振興計画の推進に関する調査

(4) 沖縄における産業振興

(5) 沖縄における社会資本等の整備

(6) 沖縄の特殊事情に伴う特別対策

(7) 沖縄の戦後処理対策

９．共生社会政策 1. 共生社会実現のための施策の推進 (1) 青年国際交流の推進

(2) 青少年健全育成に関する普及・啓発

(3) 食育の総合的推進（食育推進基本計画）

(4) 食育に関する普及・啓発

(5) 少子化社会対策の総合的推進（少子化社会対策大綱）

(6) 少子化社会対策に関する普及・啓発

(7) 高齢社会対策の総合的推進（高齢社会対策大綱）

(8) 高齢社会対策に関する普及・啓発

(9) バリアフリー化推進に関する普及・啓発

別表
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（注）　政策ごとの予算との対応については、内閣府ホームページ（http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h21/taiou_h21.pdf）参照

(10) 障害者施策の総合的推進（障害者基本計画）

(11) 障害者施策に関する普及・啓発

(12) 交通安全対策の総合的推進（交通安全基本計画）

(13) 交通安全対策に関する普及・啓発

(14) 犯罪被害者等施策の総合的推進（犯罪被害者等基本計画）

(15) 犯罪被害者等施策に関する普及・啓発

(16) 自殺対策の総合的推進（自殺総合対策大綱）

(17) 自殺対策に関する普及・啓発

10．栄典事務の遂行 1. 栄典事務の適切な遂行 (1) 栄典事務の適切な遂行

11．男女共同参画社会の形成の促進 1. 男女共同参画社会の形成の促進 (1) 男女共同参画に関する普及・啓発

(2) 国際交流・国際協力の促進

(3) 男女共同参画施策の総合的推進（男女共同参画基本計画）

(4) 女性に対する暴力の根絶に向けた取組

(5) 女性のチャレンジ支援

12．国民生活政策 1. 国民生活政策の推進 (1) 国民生活に関する調査分析

(2) 省資源・省エネルギー型生活の推進

(3) 公益通報者保護の推進

(4）社会的責任の取組促進に関する施策の推進

(5) 個人情報保護に関する施策の推進

(6) 市民活動の促進

(7) 消費者行政の推進（消費者基本計画を含む）

(8) 消費者契約法の施行

(9) 消費者の安全に係る施策の推進

13．食品安全政策 1. 食品の安全性の確保 (1) 食品安全基本法に規定する基本的事項のフォローアップ

(2) 食品健康影響評価技術研究の推進

(3) 食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションの推進

14．原子力安全確保政策 1. 原子力利用の安全確保 (1) 原子力利用の安全確保に係る施策の遂行

15．公益法人制度改革等 1. 公益法人制度改革等の推進 (1) 公益法人制度改革等の推進

16．経済社会総合研究 1. 経済社会総合研究の推進 (1) 経済社会活動の総合的研究

(2) 国民経済計算

(3) 人材育成、能力開発

(4) 経済財政政策関係業務システムの最適化（成果重視事業）

17．迎賓施設の運営 1. 迎賓施設の適切な運営 (1) 迎賓施設の適切な運用

(2) 迎賓施設の管理・運営の効率化

(3) 一般参観の適切な実施

18．北方領土問題の解決の促進 1. 北方領土問題の解決の促進 (1) 北方領土問題解決促進のための施策の推進

19．国際平和協力業務等 1. 国際平和協力業務等の推進 (1) 国際平和協力業務等の推進

20．科学に関する重要事項の審議等 1. 科学に関する重要事項の審議及び研究
の連絡

(1) 政府・社会等に対する提言等

(2) 各国アカデミーとの交流等の国際的な活動

(3) 科学の役割についての普及・啓発

(4) 科学者間ネットワークの構築
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≪宮内庁≫ 

 

表２－１ 宮内庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

宮内庁政策評価基本計画（平成19年３月12日策定） 
平成21年８月31日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 19 年度から 23年度までの５年間 

② 事前評価の対象等 ○ 事業評価方式を基準とする。 

③ 事後評価の対象等 ○ 対象としようとする政策 
① 新規に行う事務事業等のうち、当該事務事業等に基づく
行政上の一連の行為の実施により国民生活若しくは社会
経済に相当程度の影響を及ぼすもの又は当該事務事業等
が目指す効果を発揮することができることとなるまでに
多額の費用を要することが見込まれるもの 

② ①に掲げるもののほか、直接国民を対象とし、国民の利
便性の向上が期待される事務事業等のうち事後の検証が
必要と認められるもの 

○ 事業評価方式を基準とする。 

④ 政策評価の結果の
政策への反映 

○ 部局等は、予算要求、各種事業計画の策定等の企画立案作
業において、評価結果を適時適切に反映し、反映状況を６月
末を目途に秘書課及び主計課へ報告 

○ 主計課は、予算要求等の審査に際して、評価結果及び当該
政策への反映状況を重要な情報として活用 

○ 秘書課は、当該政策への反映状況を審査し、部局等及び主

計課に対し、必要に応じ意見を述べる。 

⑤ 国民の意見・要望
を受けるための窓口
の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見及び要望を受け付ける

ための窓口は、秘書課とし、インターネットのホームページ

等により受け付けるものとする。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度宮内庁政策評価実施計画（平成21年３月31日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 事業評価：１政策 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 

 
表２－２ 宮内庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象としようとし
た政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 

 

事 
後 
評 
価 

実施計画期間内の評
価対象政策 
（法第７条第２項第１号） 

｛事業評価方式：１件｝ 

〔表２－３－ア〕 

― ― ― ― 

未着手 
（法第７条第２項第２号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 
（法第７条第２項第２号ロ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

その他の政策 
（法第７条第２項第３号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

（注）｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 
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表２－３ 宮内庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、「平成 21 年度宮内庁政策評価実施計画」等に基づき、１政策を対

象として評価を実施中（平成 23年度に公表予定）。 

 

表２－３－ア 事業評価方式により事後評価を実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 宮内庁の広報活動の推進 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公正取引委員会 
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≪公正取引委員会≫ 

 

表３－１ 公正取引委員会の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

公正取引委員会における政策評価に関する基本計画（平成 20年３月 28日策定） 
平成 22 年３月 31日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 20 年４月１日から 23 年３月 31 日までの３年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 事前評価は、総合評価又は事業評価の方式で行う。 

○ 事前評価については、政策効果の把握の手法に関する研究・開

発を積極的に進め、その状況を踏まえつつ順次実施に向けて取り

組むものとする。 

○ 法施行令第３条第６号の規定に基づき、法律又は法律の委任に

基づく政令の制定又は改廃により、規制の新設又は改廃を行う際

には、事前評価を行うこととする。また、同号において事前評価

の実施を義務付けられている規制以外についても、事前評価の実

施に努めることとする。 

③ 事後評価の対
象等 

○ 事後評価は、事業評価、実績評価及び総合評価の方式により評

価することとし、評価方式については、毎年度策定する実施計画

において定めるものとする。 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策所管課等は、政策評価の結果を施策等の企画立案作業（予

算（定員等を含む。）要求、法令等による制度の新設・改廃とい

った作業）における重要な情報として適時的確に活用し、当該施

策等に適切に反映することとする。 

○ 政策所管課等は、各施策等についての政策評価結果を基に、官

房総務課及び各部局筆頭課と協議の上、国民の視点に立って政策

目標がより有効に達成されるよう各施策等の在り方について、必

要な見直し作業等を進め、見直し結果について公正取引委員会で

審議の上、決定するものとする。 

○ 政策評価と予算・決算の連携を強化するため、関連する閣議決

定等の趣旨を踏まえ、必要な取組を進めるものとする。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 基本計画、評価結果等については、官房総務課及び各地方事務

所等の窓口並びに公正取引委員会のホームページ上において、一

般からの意見・要望等を受け付け、公正取引委員会の政策評価等

に適切に反映させるものとする。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度公正取引委員会政策評価実施計画（平成 21年３月 31日策定） 
 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画期
間内に対象としようとする政策（法第７条第２項第１号
に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：４施策等 
○ 総合評価：４施策等（成果

重視事業１件を含む） 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロに該
当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分される
もの） 

該当する政策なし 
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表３－２ 公正取引委員会における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 
 

事 
後 
評 
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 

（法第７条第２
１  項第１号） 

 

実績評価方式：４件 
〔表３－３－ア〕 

 

≪実績評価方式：１件≫ 
〔表３－３－ウ〕 

これまでの取
組を引き続き
進める 

２ 
 

① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた
（進める予定）   

【引き続き推進】 

２ 
≪１≫ 

 概算要求に反映 ２ 
≪１≫ 

機構・定員要求に反映 ２ 

 機構要求に反映 １ 

定員要求に反映 ２ 
これまでの取
組の改善・見直
しを行う 

１ ② 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行っ
た（することとした又はする
予定）  【改善・見直し】 

１ 

 概算要求に反映 １ 

機構・定員要求に反映 １ 

 機構要求に反映 １ 

定員要求に反映 １ 

政策の重点化等 １ 
その他 １ ③ その他    【その他】 １ 

総合評価方式：４件 
（成果重視事業１件含む） 
〔表３－３－イ〕 

 
≪総合評価方式：６件≫ 
〔表３－３－エ〕 

これまでの取
組を引き続き
進める 
 

２ 
 

① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた 

      【引き続き推進】 

２ 
≪４≫ 

 概算要求に反映 ２ 
≪４≫ 

機構・定員要求に反映 ０ 

これまでの取
組の改善・見直
しを行う 

１ ② 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行っ
た    【改善・見直し】 

１ 
≪２≫ 

 概算要求に反映 １ 
≪２≫ 

機構・定員要求に反映 ０ 
≪１≫ 

 
機構要求に反映 ０ 

定員要求に反映 ０ 
≪１≫ 

政策の重点化等 ０ 
≪１≫ 

その他 １ ③ その他    【その他】 １ 

未着手 

（法第７条第２ 
 項第２号イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第２ 
 項第２号ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 
（法第７条第２ 
項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

(注)１ ≪ ≫は、平成16年度～19年度に評価結果が公表され、「平成19年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政
策への反映状況に関する報告」等に掲載したものであるが、今回、反映状況として新たに報告すべきものがあること
から掲載したものである。 

  ２ 「政策評価の結果の内訳別件数」及び「政策評価の結果の政策への反映状況の内訳別件数」欄において「その他」
としている政策は、消費者庁に移管されたもの。 
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表３－３ 公正取引委員会における評価対象政策の一覧 
 

１ 事前評価 

 

該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

（１） 所掌する政策のうち、政策評価の対象とするものについて、別表のとおり体系化した上で、

毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度公正取引委員会政策評価実施計画」に基づき、以下

の４施策等を対象として評価を実施し、その結果を「実績評価書」として平成 21年７月 22

日に公表。 

 

表３－３－ア 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

施策１ 迅速かつ実効性のある法運用 

１ 企業結合の審査（平成 20年度） 引き続き推進 

２ 独占禁止法違反行為に対する措置（平成 20年度） 改善・見直し 

施策２ ルールある競争社会の推進 

３ 下請法違反行為に対する措置（平成 20 年度） 引き続き推進 

４ 景品表示法違反行為に対する措置（平成 20年度） その他 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表３－４－①参照。 

   ２ 「評価結果の反映状況」欄において「その他」としている政策は、消費者庁に移管されたもの。 

 

（２） 所掌する政策のうち、政策評価の対象とするものについて、別表のとおり体系化した上で、

特定年度に評価を実施。 

総合評価方式を用いて、「平成 21年度公正取引委員会政策評価実施計画」に基づき、以下

の４施策等を対象として評価を実施し、その結果を「総合評価書」として平成 21年７月 22

日及び 22年３月 31日に公表。 

 

表３－３－イ 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

施策２ ルールある競争社会の推進 

１ 
不公正な取引方法の規制－知的財産の利用等に係る不公正な取引方法等
の規制の取組－ 

引き続き推進 

２ 消費者取引の適正化の推進－景品表示法の周知－ その他 

施策３ 競争環境の積極的な創造 

３ 
国際協力の推進－国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）第７回年次総会の主催
を通じた国際協力－ 

改善・見直し 

４ 
法令遵守意識の向上（成果重視事業）－企業及び発注機関における法令遵
守意識等の向上－ 

引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表３－４－②参照。 

２ 「評価結果の反映状況」欄において「その他」としている政策は、消費者庁に移管されたもの。 
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（３）以下の１施策等は、「平成 16年度公正取引委員会政策評価実施計画」に基づき、評価を実

施、その結果を平成 16年７月 28日に公表し、「平成 16年度政策評価等の実施状況及びこれ

らの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、当該評価結果

の政策への反映状況として 22年度予算に反映したことから、新たに報告すべきものとして、

以下のとおり掲載。 

 

表３－３－ウ 実績評価方式により平成 16年度に事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 
公正かつ自由な競争のルールの厳正な運用―平成 15 年度における独占禁
止法に基づく審判手続― 

引き続き推進 

(注) 評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表３－４－③参照。 

 
（４）以下の６施策等は、「平成 17年度公正取引委員会政策評価実施計画」、「平成 18年度公正取

引委員会政策評価実施計画」及び「平成 19年度公正取引委員会政策評価実施計画」に基づき、

評価を実施、その結果を平成 17年 11月 17日、18年７月 19日、19年７月 25日及び 20年３

月 28 日に公表し、「平成 17年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況

に関する報告」、「平成 18年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に

関する報告」及び「平成 19年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況

に関する報告」に掲載したものであるが、今回、当該評価結果の政策への反映状況として 22

年度予算要求に反映したことから、新たに報告すべきものとして、次のとおり掲載。 

 

表３－３－エ 総合評価方式により平成 17年度、18年度及び 19年度に事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 取引慣行等の実態把握・改善－ガソリン・家電製品の流通実態調査 改善・見直し 

２ 競争政策の普及啓発―改正独占禁止法の周知― 引き続き推進 

３ 
中小企業を取り巻く取引の公正化－大規模小売業告示及び同告示運用基
準の周知－ 

改善・見直し 

４ 
競争政策の企画・立案に係る理論的・実証的基礎の強化－共同研究の実施、
公開セミナー、シンポジウムの開催 

引き続き推進 

５ 事業活動に関する相談・指導 引き続き推進 

６ 
規制改革分野における競争環境の整備－「農業協同組合の活動に関する独
占禁止法上の指針」の作成・公表－ 

引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表３－４－④参照。 

   ２ №１は平成17年度、№２は18年度、№３～６は19年度に評価を実施。 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの
基本目標 政策

 

（注）　政策ごとの予算との対応については、公正取引委員会ホームページ（http://www.jftc.go.jp/info/seisakuyosan21.pdf）参照

政策体系(公正取引委員会)

施策

一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
と
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達

公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進

１　迅速かつ実効
性のある法運用

１　審判手続

２　企業結合の審査

３　独占禁止法違反行為に対する措置

２　ルールある競
争社会の推進

１　不公正な取引方法の規制

２　取引慣行等の実態把握・改善

３　事業活動に関する相談・指導

４　中小企業を取り巻く取引の公正化

５　下請法違反行為に対する措置

６　消費者取引の適正化の推進

７　景品表示法違反行為に対する措置

３　競争環境の積
極的な創造

１　競争政策の普及啓発

２　国際協力の推進

３　法令遵守意識の向上

４　競争政策に関する理論的・実証的基礎の強化

５　規制改革分野における競争環境の整備・適用除外制度の見直し

別表
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≪国家公安委員会・警察庁≫ 

 

表４－１ 国家公安委員会・警察庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画（平成20年12月25日策定） 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 21 年１月１日から 24 年３月 31 日まで 

② 事前評価の対
象等 

○ 政策評価の方式は、原則として事業評価方式とし、必要に応じ総
合評価方式とすることができるものとする。 

○ 事前評価は、新規に開始しようとする政策のうち、国民の権利・
利益に重大な影響を及ぼす規制、多額の支出を伴う事業その他国民
生活や社会経済に与える影響が大きいものについて、重点的に実施
する。 

○ 評価を実施する場合は、評価の対象となる政策の必要性、予測さ

れる達成効果及び達成時期、当該政策を選定することの有効性、適

正性、事後的な評価方法等を明らかにした上で、政策の目的が国民

や社会のニーズに照らして妥当かどうか、費用に見合った効果が得

られるかどうかなどの観点から行う。 

③ 事後評価の対
象等 

○ 政策評価の方式は、実績評価方式、事業評価方式及び総合評価方
式とする。 
実績評価方式：所掌する政策の体系として、警察行政における主要

な目標として基本目標を設定し、当該基本目標を実現するための
個別の政策が目指す具体的目標として業績目標を選択した上で
実施する。 

事業評価方式：既に実施されている国民の権利及び利益に重大な影
響を及ぼす規制、多額の支出を伴う事業その他国民生活や社会経
済に与える影響が大きい政策を中心に、政策の目的、目標等の実
現状況を明らかにするため実施する。 

総合評価方式：次に掲げる政策について重点的に行う。 
・ 社会経済情勢の変化により見直し及び改善が必要とされるも

の 
・ 国民からの評価に対するニーズが高く、緊急に採り上げて実

施することが要請されるもの 
・ 社会経済や国民生活に与える影響が大きいもので開始から一

定期間が経過したもの 
・ 従来の政策を見直して、新たな政策展開を図ろうとするもの 
・ 評価を実施してから長期間が経過したもの 

○ 計画期間内に対象とする政策：15政策 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果は、予算要求、法令等による制度の新設及び改廃、

各種計画の策定等政策の企画立案作業にできる限り反映する。 

⑤ 国民の意見・
要望を受けるた
めの窓口の整備 

○ 政策評価に関する国民からの意見及び要望の受付窓口は、総務課
とする。また、警察庁ウェブサイトに国民からの意見及び要望を受
け付けるコーナーを設ける。 

○ 国民から寄せられた意見及び要望については、その内容に応じ

て、今後の政策の企画立案や評価に適切に活用するとともに、でき

る限り、国家公安委員会又は総務課、政策評価担当課若しくは政策

所管課から回答する。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度政策評価の実施に関する計画（平成 20年 12月 25日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のう
ち、実施計画の計画期間内に対
象としようとする政策（法第７
条第２項第１号に区分されるも
の）及び評価の方式 

○ 実績評価： 

① 平成20年を評価期間とする８の基本目標と28

の業績目標について評価書を作成。 

② 平成21年１月から22年３月までの間を評価期

間とする８の基本目標と30の業績目標について

評価を実施（平成22年度に評価書を作成）。 



58 
 

○ 事業評価：評価書を作成する予定なし（２つの

規制について平成22年度に、１の事業及び11の規

制について平成23年度に評価書を作成）。 

○ 総合評価：１つの行政課題について評価書を作

成（１つの行政課題について平成23年に評価書を

作成）。 

② 未着手・未了（法第７条第２
項第２号イ及びロに該当するも
の） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２
項第３号に区分されるもの） 

該当する政策なし 

(注) このほか、８の基本目標と30の業績目標について定めた「平成21年度実績評価計画書」（平成20年12

月）を策定している。 
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表４－２ 国家公安委員会・警察庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 

事
後
評
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第２項
第１号） 

 

実績評価方式：28件 

〔表４－３－ア〕 

 

｛８の基本目標と

30 の業績目標｝ 

〔表４－３－イ〕 

 

 

達成 ９ ① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた
（進める予定） 

【引き続き推進】         

24 

おおむね達成 15  概算要求に反映 24 

機構・定員要求に反映 20 

 機構要求に反映 ６ 

定員要求に反映 20 

② 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行っ
た（することとした又はする
予定） 

【改善・見直し】 

４ 

達成が十分とは言

い難い 
４ 

 概算要求に反映 ４ 

機構・定員要求に反映 ２ 

 機構要求に反映 ０ 

定員要求に反映 ２ 

政策の重点化等 ４ 

総合評価方式：１つ

の行政課題 

〔表４－３－ウ〕 

≪総合評価方式：１

つの行政課題≫ 

〔表４－３－エ〕 

｛総合評価方式：１

つの行政課題｝ 

〔表４－３－オ〕 

これまでの取組

を引き続き進め

る 

１ ① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた
（進める予定） 

【引き続き推進】 

１ 

≪１≫ 

 概算要求に反映 ０ 

≪１≫ 

 機構・定員要求に反映 ０ 

これまでの取組

の改善・見直しを

行うことが妥当 

０ ② 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行っ
た（することとした又はする
予定） 

【改善・見直し】 

０ 

 概算要求に反映 ０ 

 機構・定員要求に反映 ０ 

｛事業評価方式：14

件｝ 

（規制） 〔表４－３－カ〕 

（事業） 〔表４－３－キ〕 

－ － － － 

未着手 

（法第７条第２項

第２号イ） 

該当する政策なし － － － － 

未了 

（法第７条第２項

第２号ロ） 

該当する政策なし － － － － 

その他の 
政策 
（法第７条第２項

第３号） 

該当する政策なし 

 

－ － － － 

(注)１ ｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 
２ ≪ ≫は、平成20年度に評価結果が公表され、「平成20年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策へ
の反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として新たに報告すべきものがあることか
ら掲載したものである。 



60 
 

表４－３ 国家公安委員会・警察庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 
 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 20年政策評価の実施に関する計画」等に基づき、８の基本目標

と 28の業績目標を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年７月 16日に「平成 20年実績

評価書」として公表。 

 

表４－３－ア 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

基本目標 1 市民生活の安全と平穏の確保 

１ 犯罪予防対策の推進による安全・安心なまちづくり 引き続き推進 

２ 地域警察官による街頭活動の強化 引き続き推進 

３ 少年非行の防止 引き続き推進 

４ 犯罪等からの少年の保護 引き続き推進 

５ 良好な生活環境の保持 引き続き推進 

６ 
経済犯罪、環境犯罪等の取締りの推進による良好な経済活動、自然環境等の
確保 

引き続き推進 

基本目標２ 犯罪捜査の的確な推進 

７ 重要犯罪に係る捜査の強化 引き続き推進 

８ 重要窃盗犯に係る捜査の強化 引き続き推進 

９ 政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化 引き続き推進 

10 振り込め詐欺・恐喝等匿名性の高い知能犯罪の捜査活動及び予防活動の強化 改善・見直し 

11 科学技術を活用した捜査の更なる推進 引き続き推進 

基本目標３ 組織犯罪対策の強化 

12 暴力団の存立基盤の弱体化 引き続き推進 

13 取締りの強化による薬物密輸・密売組織の弱体化 改善・見直し 

14 銃器犯罪の取締りの強化による暴力団等犯罪組織の弱体化 改善・見直し 

15 来日外国人犯罪対策の強化 引き続き推進 

16 犯罪収益対策の推進 引き続き推進 

基本目標４ 安全かつ快適な交通の確保 
～交通事故死者数 5,000 人以下という政府目標の実現に向けた、歩行中・自転車乗用中死者数の約２
割減、70 歳以上高齢運転者による交通死亡事故の約１割抑止への挑戦～ 

17 歩行者・自転車利用者の安全確保 引き続き推進 

18 高齢運転者による交通事故の防止 引き続き推進 

19 
飲酒運転対策を始めとする悪質・危険運転者対策の推進による交通秩序の確
立 

引き続き推進 

20 被害軽減対策の推進による交通事故死者数の減少 改善・見直し 

21 道路交通環境の整備 引き続き推進 

基本目標５ 国の公安の維持 

22 重大テロ事案等の予防鎮圧 引き続き推進 

23 大規模自然災害等の重大事案への的確な対処 引き続き推進 

24 警備犯罪取締りの的確な実施 引き続き推進 

25 
グローバルな情報収集・分析機能の強化による諜報・国際テロ等の未然防止
及びこれらの事案への的確な対処 

引き続き推進 
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基本目標６ 犯罪被害者等の支援の充実 

26 犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実 引き続き推進 

基本目標７ 情報セキュリティの確保 

27 サイバー空間の安全確保 引き続き推進 

基本目標８ ＩＴを活用した国民の利便性・サービスの向上 

28 警察行政の電子化の推進 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表４－４－①参照。 

 

（２）所掌するすべての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、８の基本目

標と 30 の業績目標について評価を実施中（平成 22年度中に公表予定）。 

 

表４－３－イ 実績評価方式により評価実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

基本目標 1 市民生活の安全と平穏の確保 

１ 犯罪予防対策の推進による安全・安心なまちづくり 

２ 地域警察官による街頭活動の強化 

３ 少年非行の防止 

４ 犯罪等からの少年の保護 

５ 良好な生活環境の保持 

６ 経済犯罪等の取締りの推進による良好な経済活動等の確保 

７ 環境事犯の取締りの推進による環境破壊等の防止 

基本目標２ 犯罪捜査の的確な推進 

８ 重要犯罪に係る捜査の強化 

９ 重要窃盗犯に係る捜査の強化 

10 政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化 

11 振り込め詐欺（恐喝）等匿名性の高い知能犯罪の捜査活動及び予防活動の強化 

12 科学技術を活用した捜査の更なる推進 

13 被疑者取調べ適正化のための監督の適切な実施 

基本目標３ 組織犯罪対策の強化 

14 暴力団の存立基盤の弱体化 

15 取締りの強化による薬物密輸・密売組織の弱体化 

16 銃器犯罪の取締りの強化による暴力団等犯罪組織の弱体化 

17 来日外国人犯罪対策の強化 

18 犯罪収益対策の推進 

基本目標４ 安全かつ快適な交通の確保 

19 歩行者・自転車利用者の安全確保 

20 高齢運転者による交通事故の防止 

21 飲酒運転対策を始めとする悪質・危険運転者対策の推進による交通秩序の確立 

22 被害軽減対策の推進による交通事故死者数の減少 

23 道路交通環境の整備 

基本目標５ 国の公安の維持 

24 重大テロ事案等の予防鎮圧 

25 大規模自然災害等の重大事案への的確な対処 

26 警備犯罪取締りの的確な実施 

27 
国内外における情報収集・分析機能の強化による諜報・国際テロ等の未然防止及びこれらの事案
への的確な対処 

基本目標６ 犯罪支援者等の支援の充実 

28 犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実 

基本目標７ 安心できるＩＴ社会の実現 

29 情報セキュリティの確保とネットワーク利用犯罪等サイバー犯罪の抑止 

基本目標８ ＩＴを活用した国民の利便性・サービスの向上 

30 警察行政の電子化の推進 
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（３）総合評価方式を用いて、「平成 21年度政策評価の実施に関する計画」等に基づき、１つの

行政課題を対象として評価を実施し、その結果を平成 22年３月 18日に「総合評価書 Ｇ８司

法・内務大臣会議等における国際的な枠組みを活用した治安対策の推進」として公表。 

 
表４－３－ウ 総合評価方式により事後評価した政策 
№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 
Ｇ８司法・内務大臣会議等における国際的な枠組みを活用した治安対策の推
進 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表４－４－②参照。 

 
（４）以下の１つの行政課題は、「平成 20年政策評価の実施に関する計画」に基づき事後評価を

行い、その結果を平成 20年度に「総合評価書」として公表し、「平成 20年度政策評価等の実

施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、

当該評価結果の政策への反映状況として 22年度予算要求に反映したことから、新たに報告す

べきものとして、次のとおり掲載。 

 
表４－３－エ 総合評価方式により平成 20年度に事後評価した政策 
№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 警察による国際協力の推進 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表４－４－③参照。 

 
（５）総合評価方式を用いて、「平成 21年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、１つの行

政課題を対象として評価を実施中（平成 23年度中に公表予定）。 

 
表４－３－オ 総合評価方式により評価実施中の政策 
№ 評 価 対 象 政 策 

１ 振り込め詐欺対策の推進 

 
（６）事業評価方式を用いて、「平成 21年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、13 の規制

及び１の事業を対象として評価を実施中（平成 22年度及び 23年度中に公表予定）。 

 
表４－３－カ 事業評価方式により評価実施中の政策（規制） 

№ 評 価 対 象 政 策 

警備業法施行令の一部を改正する政令（平成 17年政令第 244 号）により新設された規制 

１ 警備業者が書面交付に代えて情報通信の技術を利用する方法を用いる場合の手続 

２ 登録講習機関の登録の有効期間を３年とする 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 119 号）
により新設された規制 

３ 風俗営業の許可の欠格事由等の追加 

４ 風俗営業者等に対する接客従業者の在留資格等の確認の義務付け 

５ 性風俗関連特殊営業を営む者に対する届出受理書の備付け及び提示義務 

６ デリバリーヘルス営業に係る受付所及び待機所を届出対象に追加 

７ 受付所に対する店舗型ファッションヘルスと同様の営業禁止区域等の規制の適用 

８ 警察職員による立入りの対象施設にデリバリーヘルス営業に係る事務所、受付所及び待機所を追



63 
 

加 

９ 客引きをするための立ちふさがり及びつきまとい行為の禁止 

10 
性風俗関連特殊営業を営む者による人の住居へのビラ等の頒布、広告制限区域等における広告物
の表示等の直罰化及び無届業者の広告宣伝等の禁止 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成 17 年政令第
369号）により新設された規制 

11 接客業務受託営業の営業停止事由となる重大な不正行為の追加 

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 41号）により新設された規制 

12 
準空気銃（圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であって空気銃に該当しない
もののうち、人を傷害し得るものをいう。）の所持の禁止 

13 猟銃の所持許可の欠格事由の追加 

(注) No.１～２は平成22年度中に、No.３～13は23年度中に公表予定。 

 
表４－３－キ 事業評価方式により評価実施中の政策（事業） 
№ 評 価 対 象 政 策 

１ 被疑者取調べ適正化のための監督の適切な実施 

(注) 平成23年度中に公表予定。 

 
 



64

※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

 

政策体系(国家公安委員会・警察庁)

基本目標 業績目標

１　市民生活の安全と平穏の確保 １　犯罪予防対策の推進による安全・安心なまちづくり

２　地域警察官による街頭活動の強化

３　少年非行の防止

４　犯罪等からの少年の保護

５　良好な生活環境の保持

６　経済犯罪、環境犯罪等の取締りの推進による良好な経済活動、自然環境等の確保

２　犯罪捜査の的確な推進 １　重要犯罪に係る捜査の強化

４　被害軽減対策の推進による交通事故死者数の減少

２　重要窃盗犯に係る捜査の強化

３　政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化

４　振り込め詐欺・恐喝等匿名性の高い知能犯罪の捜査活動及び予防活動の強化

５　科学技術を活用した捜査の更なる推進

３　組織犯罪対策の強化 １　暴力団の存立基盤の弱体化

６　犯罪被害者等の支援の充実 １　犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実

２　取締りの強化による薬物密輸・密売組織の弱体化

３　銃器犯罪の取締りの強化による暴力団等犯罪組織の弱体化

４　来日外国人犯罪対策の強化

５　犯罪収益対策の推進

４　安全かつ快適な交通の確保
～交通事故死者数5,000人以下とい
う政府目標の実現に向けた、歩行
中・自転車乗用中死者数の約２割
減、70歳以上高齢運転者による交通
死亡事故の約１割抑止への挑戦～

１　歩行者・自転車利用者の安全確保

２　高齢運転者による交通事故の防止

３　飲酒運転対策を始めとする悪質・危険運転者対策の推進による交通秩序の確立

５　道路交通環境の整備

５　国の公安の維持 １　重大テロ事案等の予防鎮圧

２　大規模自然災害等の重大事案への的確な対処

３　警備犯罪取締りの的確な実施

４　グローバルな情報収集・分析機能の強化による諜報・国際テロ等の未然防止及びこれ
らの事案への的確な対処

７　情報セキュリティの確保 １　サイバー空間の安全確保

８　ITを活用した国民の利便性・サー
ビスの向上

１　警察行政の電子化の推進

（注）　政策ごとの予算との対応については、警察庁ホームページ（http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei22/seisaku.pdf）参照
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≪金融庁≫ 

 

表５－１ 金融庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

金融庁における政策評価に関する基本計画（平成 20年７月３日策定） 
 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 20 年７月１日から 24 年３月 31 日まで 

② 事前評価の対
象等 

○ 事前評価は、事業評価方式を基本とする。 

○  評価の対象は、次のとおり。 

① 法第９条及び法施行令第３条第１号から第５号に該当する

政策（要件に該当する個々の研究開発、公共事業、政府開発援

助） 

② 法第９条及び法施行令第３条第６号に該当する政策（規制を

新設し、若しくは廃止し、又は規則の内容の変更をすることを

目的とする政策） 

③ 新たな事業あるいは拡充を予定している事業のうち、社会的

影響又は予算規模の大きい事業（①を除く） 

④ ①に準ずるもので、社会的影響の大きい政策 

③ 事後評価の対
象等 

○ 事後評価は、実績評価方式、事業評価方式及び総合評価方式を

基本とする。 

○  評価方式別の評価の対象は、次のとおり。 

実績評価： 金融庁の任務を達成するために重要な政策 

事業評価： 法第７条第２項第２号に該当する政策（総合評価

方式を適用するものを除く。）及び事業評価方式に

より事前評価を実施した政策のうち途中又は事後の

時点での検証が必要と認められたもの 

総合評価： 政策の決定から一定期間を経過した政策 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価を実施した場合には、政策所管部局は、予算及び機

構・定員、法令審査等を担当する部局とも調整しつつ政策評価の

結果を踏まえ検討を行い、新規の政策の立案又は現行の政策の見

直しに活用することにより、政策評価の結果を政策へ適切に反映

させるものとする。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口は、
総務企画局政策課政策評価室とし、金融庁のホームページ等にお
いて意見を受け付ける。 

○ 寄せられた意見・要望については、政策評価の質を向上させる

ため、関係する部局等において適切に活用を図るものとする。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度金融庁政策評価実施計画（平成 21年３月 31日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施
計画の計画期間内に対象としようとす
る政策（法第７条第２項第１号に区分
されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：24施策 
○ 事業評価：過去に事前評価を実施し平

成 21 年度に効果が発現する予定の事業
（成果重視事業については、平成 21 年度
中の効果の発現予定の有無に関わらず事
後評価を実施） 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２
号イ及びロに該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３
号に区分されるもの） 

該当する政策なし 
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表５－２ 金融庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：１件 
(新規事業) 

〔表５－３－ア〕 

実施は妥当 １ ① 評価結果を踏まえ、評価対
象事業（施策）を実施するこ
ととした（実施することを予
定） 

１ 

 概算要求に反映 １ 

事業評価方式：25件 
(規制) 

〔表５－３－イ〕 

規制の新設又は改
廃は妥当 

25 
 

① 評価結果を踏まえて、法案
を国会に提出した 

６ 

② 評価結果を踏まえて、政令
等を制定及び改正した 

19 

 

事 
後 
評 
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第
２項第１号） 

 

実績評価方式：24件 
〔表５－３－ウ〕 

｛実績評価方式：24件｝ 
〔表５－３－エ〕 

施策の達成に向け
て成果が上がって
おり、今後もこれま
での取組を進めて
いく必要がある 

11 
 

① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた
（進める予定） 

【引き続き推進】 

11 
 

 概算要求に反映 ６ 

機構・定員要求に反映 ９ 

 機構要求に反映 ４ 

定員要求に反映 ８ 
施策の達成に向け
て一定の成果が上
がっているが、取組
の充実・改善や新た
な施策の検討等を
行う必要がある 

13 ② 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行っ
た（することとした又はする
予定）  【改善・見直し】 

13 

 概算要求に反映 ７ 

機構・定員要求に反映 ８ 

 機構要求に反映 ４ 

 定員要求に反映 ８ 

事業評価方式：４件 
（成果重視事業２件含む） 

〔表５－３－オ〕 

取組を引き続き推
進 

１ ① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進める
こととした【引き続き推進】 

１ 

実施は妥当 ２ ② 評価結果を踏まえ、今後も
同種の施策に反映させるこ
ととした 

３ 

実施は妥当であっ
たが、更なる強化等
の検討が必要 

１ 

未着手 

（法第７条第
２項第２号
イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第
２項第２号
ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 
（法第７条第
２項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

（注）｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 



67 

 

表５－３ 金融庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、平成 22年度概算要求に係る１新規・拡充事業を対象として評価を

実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「平成 21年度事業評価書」として公表。 

 

表５－３－ア 事業評価方式により事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 電子データ保全解析および証拠化機材の整備 

（注） 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表５－４－①参照。   

 

（２）規制の新設又は改廃に係る 25政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年４月

28 日、５月 18日、５月 29日、６月 19日、６月 30日、10月 16日、10月 29日、11月６日、

12 月７日、12月 28日、22年２月 12日及び３月８日に「規制の事前評価書」として公表。 

 

表５－３－イ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記規定の新設等 

２ 外国為替証拠金取引規制の見直し 

３ 継続企業の前提に関する注記規定の改正（四半期・中間） 

４ 外国為替証拠金取引規制の見直し 

５ 登録金融機関における総合口座貸越による証券取引を一定の要件の下で可能とすること 

６ 国際会計基準による連結財務諸表等の作成等 

７ 金融分野における裁判外紛争解決制度（金融ＡＤＲ制度）の創設 

８ 外国市場デリバティブ取引への分別管理義務の導入 

９ 有価証券店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の導入 

10 
金融商品取引所等（金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社）の議決権の保有制限に係る規
定の整備 

11 「有価証券の売出し」に係る開示規制の見直し 

12 組織再編成対象会社の範囲の見直し 

13 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置の創設 

14 「有価証券の売出し」に係る開示規制の見直し 

15 目論見書制度の見直し 

16 金融商品取引法上の開示規制の適用除外とされるみなし有価証券の追加 

17 前払式支払手段に係る制度整備 

18 資金移動に係る制度整備 

19 ソルベンシー・マージン比率の算出基準の見直し 

20 コーポレート・ガバナンスの強化に向けた開示の充実 

21 店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用義務付け 

22 国内清算機関の基盤強化 

23 店頭デリバティブ取引等に関する取引情報の保存・報告制度の創設 

24 証券会社の連結規制・監督の導入 

25 金融商品取引業者の主要株主に対する規制の強化 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表５－４－②参照。 
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２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 20年度金融庁政策評価実施計画」に基づき、以下の 24施策

を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「平成 20年度実績評価書」と

して公表。 

 

表５－３－ウ 実績評価方式により事後評価した政策 

 № 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

基本政策Ⅰ 金融機能の安定の確保 

 施策目標１ 金融機関が健全に経営されていること 

 １ 
金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果的・効率的なオフサイト・
モニタリングの実施 

引き続き推進 

 ２ 金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果的・効率的な検査の実施 改善・見直し 

 施策目標２ 金融システムの安定が確保されていること 

 ３ 
預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態勢整備及びシス
テミックリスクの未然防止 

引き続き推進 

 ４ 国際的な金融監督のルール策定等への貢献 引き続き推進 

 ５ 新興市場国の金融当局への技術支援 引き続き推進 

基本政策Ⅱ 預金者、保険契約者、投資者等の保護 

 
施策目標１ 金融サービスの利用者（預金者・保険契約者・投資者等）が安心してそのサービス

を利用できること 

 ６ 金融実態に即した利用者保護ルール等の整備・徹底 改善・見直し 

 ７ 利用者保護のための情報提供・相談等の枠組みの充実 改善・見直し 

 ８ 金融機関等の法令等遵守態勢の確立 引き続き推進 

 ９ 金融関連の犯罪に対する厳正かつ適切な対応 改善・見直し 

 施策目標２ 公正、透明な市場を確立し維持すること 

 10 取引の公正を確保し、投資者の信頼を保持するための市場監視 改善・見直し 

 11 
市場の公正性・透明性の確保に向けた市場関係者の自主的な取組みの促
進 

改善・見直し 

 12 市場の透明性確保に向けた会計制度の整備 改善・見直し 

 13 金融商品取引法に基づくディスクロージャーの充実 引き続き推進 

 14 公認会計士監査の充実・強化 改善・見直し 

基本目標Ⅲ 円滑な金融等 

 施策目標１ 活力のある市場を構築すること 

 15 多様な資金運用・調達機会の提供に向けた制度設計 改善・見直し 

 16 決済システム等の整備 引き続き推進 

 17 専門性の高い人材の育成等 改善・見直し 

 18 個人投資家の参加拡大 改善・見直し 

 
施策目標２ 金融サービス業の創意工夫・活力・競争を促し、広く金融サービスの利用者利便の

向上を図ること 

 19 金融サービス業の活力と競争の促進に向けた制度設計 引き続き推進 

 20 地域密着型金融の推進及び中小企業金融の円滑化 引き続き推進 

 
施策目標３ 金融の円滑を図るためのより良い規制環境（ベター・レギュレーション）を実現す

ること 

 21 金融行政の透明性・予測可能性の向上 引き続き推進 

（業務支援基盤整備に係る施策） 

 22 職員の育成・強化のための諸施策の実施 改善・見直し 

 23 行政事務の電子化等による利便性の高い効率的な金融行政の推進 引き続き推進 

 24 専門性の高い調査研究の実施 改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表５－４－③参照。 
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（２）所掌するすべての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度金融庁政策評価実施計画」に基づき、以下の 24 施策

を対象に評価を実施中（平成 22年８月公表予定）。 

 

表５－３－エ 実績評価方式により事後評価を実施中の政策 

 № 評 価 対 象 政 策 

基本政策Ⅰ 金融機能の安定の確保 

 施策目標１ 金融機関が健全に経営されていること 

 １ 金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果的・効率的なオフサイト・モニタリングの実施 

 ２ 金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果的・効率的な検査の実施 

 施策目標２ 金融システムの安定が確保されていること 

 ３ 
預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態勢整備及びシステミックリスクの未
然防止 

 ４ 国際的な金融監督のルール策定等への貢献 

 ５ 新興市場国の金融当局への技術支援 

基本政策Ⅱ 預金者、保険契約者、投資者等の保護 

 
施策目標１ 金融サービスの利用者（預金者・保険契約者・投資者等）が安心してそのサービス

を利用できること 

 ６ 金融実態に即した利用者保護ルール等の整備・徹底 

 ７ 利用者保護のための情報提供・相談等の枠組みの充実 

 ８ 金融機関等の法令等遵守態勢の確立 

 ９ 金融関連の犯罪に対する厳正かつ適切な対応 

 施策目標２ 公正、透明な市場を確立し維持すること 

 10 取引の公正を確保し、投資者の信頼を保持するための市場監視 

 11 市場の公正性・透明性の確保に向けた市場関係者の自主的な取組みの促進 

 12 市場の透明性確保に向けた会計制度の整備 

 13 金融商品取引法に基づくディスクロージャーの充実 

 14 公認会計士監査の充実・強化 

基本目標Ⅲ 円滑な金融等 

 施策目標１ 活力のある市場を構築すること 

 15 多様な資金運用・調達機会の提供に向けた制度設計 

 16 決済システム等の整備 

 17 専門性の高い人材の育成等 

 18 個人投資家の参加拡大 

 
施策目標２ 金融サービス業の創意工夫・活力・競争を促し、広く金融サービスの利用者利便の

向上を図ること 

 19 金融サービス業の活力と競争の促進に向けた制度設計 

 20 中小企業金融をはじめとした金融の円滑化及び地域密着型金融の推進 

 
施策目標３ 金融の円滑を図るためのより良い規制環境（ベター・レギュレーション）を実現す

ること 

 21 金融行政の透明性・予測可能性の向上 

（業務支援基盤整備に係る施策） 

 22 職員の育成・強化のための諸施策の実施 

 23 行政事務の電子化等による利便性の高い効率的な金融行政の推進 

 24 専門性の高い調査研究の実施 

 

（３）事業評価方式を用いて、「平成 21年度金融庁政策評価実施計画」に基づき、過去に事業評

価（事前評価）を実施し、平成 21年度に効果が発現する事業のうち、以下の２事業及び２つ

の成果重視事業を対象として評価を実施し、その結果を 21年８月 31日に「平成 21年度事業

評価書」として公表。 
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表５－３－オ 事業評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ オフサイト・モニタリングに係るコンピュータ・システムの機能強化 ― 

２ 貸金業統計システムの機能拡張 ― 

３ 金融庁業務支援統合システムの開発（成果重視事業） 引き続き推進 

４ 公認会計士試験に係るコンピュータ・システムの構築（成果重視事業） ― 

（注）１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表５－４－④参照。 

    ２ №１、２及び４は、事業終了後の評価を実施したものである。 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

（注）　政策ごとの予算との対応については、金融庁ホームページ（http://www.fsa.go.jp/common/budget/yosan/seisaku21.pdf）参照

２　情報 (1) 行政事務の効率
  化のための情報化

①　行政事務の電子化等による利便性の高い効率的な金融行政の推
  進

(2) 金融行政の専門
  性向上のための情
  報収集・分析

①　専門性の高い調査研究の実施

分野 課題 施策

１　人的資源 (1) 専門性の高い職
  員の育成・強化

①　職員の育成・強化のための諸施策の実施

２　金融サービス業
　の創意工夫・活力
　・競争を促し、広
　く金融サービスの
　利用者利便の向上
　を図ること

(1) 金融サービス業の活力と競争の促進に向けた制度設計

(2) 地域密着型金融の推進及び中小企業金融の円滑化

３　金融の円滑を図
　るためのより良い
　規制環境（ベター
　・レギュレーショ
　ン）を実現するこ
　と

(1) 金融行政の透明性・予測可能性の向上

（業務支援基盤整備に係る施策）

Ⅲ　円滑な金融等
１　活力のある市場
　を構築すること

(1) 多様な資金運用・調達機会の提供に向けた制度設計

(2) 決済システム等の整備

(3) 専門性の高い人材の育成等

(4) 個人投資家の参加拡大

２　公正、透明な市
　場を確立し維持す
　ること

(1) 取引の公正を確保し、投資者の信頼を保持するための市場監視

(2) 市場の公正性・透明性の確保に向けた市場関係者の自主的な取
  組みの促進

(3) 市場の透明性確保に向けた会計制度の整備

(4) 金融商品取引法に基づくディスクロージャーの充実

(5) 公認会計士監査の充実・強化

２　金融システムの
　安定が確保されて
　いること

(1) 預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態勢整備及
  びシステミックリスクの未然防止

(2) 国際的な金融監督のルール策定等への貢献

(3) 新興市場国の金融当局への技術支援

Ⅱ  預金者、保険
　契約者、投資者
  等の保護

１　金融サービスの
　利用者（預金者・
　保険契約者・投資
　者等）が安心して
　そのサービスを利
　用できること

(1) 金融実態に即した利用者保護ルール等の整備・徹底

(2) 利用者保護のための情報提供・相談等の枠組みの充実

(3) 金融機関等の法令等遵守態勢の確立

(4) 金融関連の犯罪に対する厳正かつ適切な対応

政策体系(金融庁)

基本政策 施策目標 施策

Ⅰ　金融機能の安
　定の確保

１　金融機関が健全
　に経営されている
　こと

(1) 金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果的・効率的なオフ
  サイト・モニタリングの実施

(2) 金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果的・効率的な検査
  の実施

別表



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者庁 
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≪消費者庁≫ 

 

表６－１ 消費者庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

消費者庁政策評価基本計画（平成22年３月31日策定） 
 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 21 年９月１日から 25 年３月 31 日まで 

② 事前評価の対象
等 

○ 事業評価方式を基本とする。 
○ 予算要求を伴う新たな政策や新設される制度のうち、法第９

条第１号に該当すると考えられる政策が対象となる。政策の
単位は、「事務事業」レベルで捉えることが可能な政策が中
心となる。 

○  規制の新設等による影響の評価を行う場合は、その方式及び

対象について、「規制の事前評価の実施に関するガイドライン

（平成 19年８月 24日政策評価各府省連絡会議了承）」等を踏

まえ、決定する。 

③ 事後評価の対象
等 

○ 総合評価方式、実績評価方式、事業評価方式のいずれかによ
る。 

○ 評価方式別の評価対象は、以下のとおり。 
総合評価方式：実績評価方式による評価の結果を受けて様々

な角度から掘り下げて分析することが必要
と認められる政策(狭義)等。 

実績評価方式：消費者庁の主要な行政目的に係る政策(狭義)
及び成果重視事業。 

事業評価方式：事前評価を実施した政策のうち事後の検証が
必要と認められるもの。「事務事業」レベル
でとらえることが可能な政策が中心となる。 

④ 政策評価の結果
の政策への反映 

○ 各課等は、政策の企画立案作業（予算要求（機構・定員要求
を含む。）、法令等による制度の新設・改廃、各種中長期計画
の策定等）及びそれに基づく政策の実施における重要な情報と
して、政策評価の結果を活用し、当該政策に適時適切に反映さ
せるものとする。 

⑤ 国民の意見・要望
を受けるための窓
口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望については、窓口を

総務課とし、文書やインターネットのホームページ等により受

け付ける。 

実施計画の
名称 

平成21年度消費者庁政策評価実施計画（平成22年３月31日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：10施策 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表６－２ 消費者庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象としようとし
た政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 

 

事 
後 
評 
価 

実施計画期間内の評
価対象政策 
（法第７条第２項第１号） 

{実績評価方式：10 件} 

〔表６－３－ア〕 

― ― ― ― 

未着手 
（法第７条第２項第２号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 
（法第７条第２項第２号ロ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

その他の政策 
（法第７条第２項第３号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

（注）｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 

 

 

表６－３ 消費者庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

（１） 所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度消費者庁政策評価実施計画」に基づき、10施策を

対象として、評価を実施中。 

 
表６－３－ア 実績評価方式により評価実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 消費者の利益の擁護及び増進のための政策の調整 

２ 消費者の利益の擁護及び増進のための政策の企画・立案・推進 

３ 個人情報保護に関する施策の推進 

４ 一元的な消費者情報の集約・分析 

５ 地方消費者行政の推進 

６ 消費者の安全確保のための施策の推進 

７ 消費者取引対策の推進 

８ 物価対策の推進 

９ 消費者表示対策の推進 

10 食品表示対策の推進 
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※この政策体系は、平成21年度に実施中の評価に係るもの

（注）　政策ごとの予算との対応については、消費者庁ホームページ

　　 （http://www.caa.go.jp/info/yosan/pdf/22seisakuyosan.pdf）参照

　一元的な消費者情報の集約・分析

　地方消費者行政の推進

政策体系(消費者庁)

政策分野 政策 施策

　消費者政策 　消費者政策の推進 　消費者の利益の擁護及び増進のための政策の調整

　食品表示対策の推進

　消費者の利益の擁護及び増進のための政策の企画・立案・推進

　個人情報保護に関する施策の推進

　消費者の安全確保のための施策の推進

　消費者取引対策の推進

　物価対策の推進

　消費者表示対策の推進

別表



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省 
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≪総務省≫ 

 

表７－１ 総務省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

総務省政策評価基本計画（平成19年11月26日策定） 

平成21年３月31日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 20 年度から 24年度までの５年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 基準とする評価方式は、事業評価方式とする。 
○ 事前評価の対象政策は、以下のいずれかに該当するものとする。 

① 新規又は相当程度の内容の見直しを伴う予算要求を予定して
いる事業のうち相当程度の社会的影響等があると認められる事
業 

② 既に予算措置がなされており当該事業を行うことで相当程度
の社会的影響等があると認められる公共事業又は研究開発課題 

③ 規制の新設又は改廃を目的とする政策 

③ 事後評価の対
象等 

○ 基準とする評価方式は、実績評価方式、事業評価方式及び総合評
価方式とする。 

○ 評価方式別の評価の対象は、次のとおりとする。 
実績評価：総務省の主要な政策 
事業評価：次のいずれかに該当する政策で実施計画で定めた政策 

① 事前評価を実施した事業であって、事後の検証が必
要と認められるもの 

② 一定期間継続している研究開発制度（①に該当する
ものを除く。） 

③ 一定期間継続している事業（①及び②に該当するも
のを除く。）であって相当程度の社会的影響等がある
と認められる事業 

総合評価：① 総務省の主要な政策 
② 分野横断的なテーマを設定して若しくは特定の評
価目的を設定して又は総務省の主要な政策の評価の
結果を受けて、掘り下げた分析が必要と認められる政
策 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策の所管部局等及び当該政策の査定を担当する大臣官房各課
は、政策評価の結果を政策の企画立案作業（予算要求、機構・定員
要求、法令等による制度の新設・改廃等をいう。）における重要な
情報として適時的確に活用し、当該政策に適切に反映する。 

⑤ 国民の意見・
要望を受けるた
めの窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付けるための窓口
は、大臣官房政策評価広報課とし、インターネットのホームページ
等を活用して積極的な周知を図る。また、寄せられた意見・要望に
ついては、関係する部局等において適切に活用する。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度総務省政策評価実施計画（平成 21年３月 31日策定） 
平成 21 年 10月 23日改正 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：20の主要な政策の

うち４政策（その他に成果重視事

業６件） 

○ 事業評価：９政策 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

○ 総合評価：20の主要な政策の
うち８政策 
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表７－２ 総務省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 政策評価の結果
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：14件 
(新規事業等）〔表７－３－ア〕 

必要性・有効性
等が認められる 

14 評価結果を踏まえ、概算要求
等に反映 

12 
 

事業評価方式：12件 
(規制)     〔表７－３－イ〕 

適切・妥当と考
えられる 

12 評価結果を踏まえ、法令等に
反映 

12 

 

事 
後 
評 
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 

（法第７条第２
項第１号） 

 

実績評価方式：４件 
  〔表７－３－ウ〕 

着実に取組効果
が現れているこ
とが認められる 

４ ① 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進め
た   【引き続き推進】 

２ 
 

 概算要求に反映 ２ 

機構・定員要求に反映 １ 

 機構要求に反映 １ 

定員要求に反映 １ 

② 評価結果を踏まえ、評価
対象政策の見直しを行った 

【改善・見直し】 

２ 

 概算要求に反映 ２ 

機構・定員要求に反映 ２ 

 
機構要求に反映 ０ 

定員要求に反映 ２ 

政策の重点化等 ２ 

事業評価方式：９件 
〔表７－３－エ〕 

一定の有効性・
効率性等が認め
られる 

９ ① 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進め
た   【引き続き推進】 

１ 

 概算要求に反映 １ 

② 既に事業が終了している
ため、概算要求等を行わな
いが、得られた成果を今後
の取組に活用する 

８ 

未着手 

（法第７条第２

項第２号イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第２

項第２号ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 

（法第７条第２

項第３号） 

総合評価方式：８件 
〔表７－３－オ〕 

 
≪総合評価方式：２件≫ 

〔表７－３－カ〕 

設定した指標等
について進展が
みられ、一定の
効果が認められ
るが、更なる推
進のため不断の
取組強化を要す
る 

８ 
 

① 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進め
た     【引き続き推進】 

４ 

 
 
 

概算要求に反映 ４ 

機構・定員要求に反映 ３ 

 機構要求に反映 ０ 

定員要求に反映 ３ 

② 評価結果を踏まえ、評価
対象政策の見直しを行った 

       【改善・見直し】 

４ 
≪２≫ 

 概算要求に反映 
４ 

≪２≫ 

機構・定員要求に反映 
４ 

≪１≫ 

 
機構要求に反映 ２ 

定員要求に反映 
４ 

≪１≫ 

政策の重点化等 １ 

政策の一部の廃止・休止・
中止 

１ 
≪１≫ 
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  （注）１  事業評価方式により実施した事前評価(新規事業等）14 件のうちの２件は、平成 21 年 10 月に「平成 21
年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣議決定）等を踏まえた概算要求が行われたことに伴い、「総
務省政策評価基本計画」に定める事前評価の対象に該当しない事業となった。 

      ２ ≪ ≫は、平成 20 年度に評価結果が公表され、「平成 20 年度政策評価等の実施状況及びこれらの結
果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として新たに報告す
べきものがあることから掲載したものである。 
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表７－３ 総務省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）平成 22 年度の概算要求時点における新規又はそれと同視できる程度の見直しを伴う拡充

事業のうち、①新規研究開発のうち、予定総事業費が５億円以上のもの、②公共事業（情報

通信格差是正事業）のうち、平成 21年度に実施する予定総事業費が５億円を超えるもの、

③その他の各予算要求事業のうち、予定総事業費が 10億円以上（未定の場合は、５年以上

継続が見込まれ、かつ初年度要求額が２億円以上）のもの計 14事業を対象として事前事業

評価を実施し、平成 21年８月 31日に「平成 21年度事前事業評価書」として公表。 

    

表７－３－ア 事業評価方式により事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  

１ 高速処理・省電力化を実現するネットワークノード構成技術の研究開発 

２ 環境負荷低減に資するホームネットワーク技術の研究開発 

３ 超高速光エッジノード技術の研究開発 

４ 光空間通信技術の研究開発 

５ 大規模仮想化サーバ環境における情報セキュリティ対策技術の研究開発 

６ クラウドサービスを支える高信頼・省電力ネットワーク制御技術の研究開発 

７ 高速・高品質な無線通信実現のためのＩＣチップレベルの低ノイズ化技術の研究開発 

８ 次世代移動通信システムにおけるスマート基地局に関する研究開発 

９ 超高速近距離無線伝送技術等の研究開発 

10 近距離無線伝送システムの高度利用に向けた周波数共用技術の調査検討 

11 地域イントラネット基盤施設整備事業（東京都） 

12 700ＭＨz 帯等を用いた移動通信技術に関する検討 

13 地域ＩＣＴ安全・安心利活用推進交付金 

14 電子行政ポータル等構築支援 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表７－４－①参照。 

２ №１～９は新規要求事業（研究開発）、№10、13及び14は新規要求事業、№11は継続事業（公共事業）、№
12は継続事業である。 

３ 平成21年10月に「平成22年度予算編成の方針について」（平成21年９月29日閣議決定）等を踏まえた概
算要求が行われたことに伴い、11月30日に以下の修正等が行われている。 
① №２は、政策の名称が「次世代ホームネットワーク技術の研究開発」から、№６も、政策の名称が「クラウ
ド時代の高信頼・省電力ネットワーク技術の研究開発」から、それぞれ変更されたものである。 

② №１～６については、政策の名称及び内容等の見直しがあったことに伴い、平成21年８月31日に公表され
た評価書等に一部変更が生じたため、当該評価書等の一部について修正が行われている。 

③ №13及び14は、平成 21 年 10 月に「平成21年度予算編成の方針について」（平成21年９月29日閣議
決定）等を踏まえた概算要求が行われたことに伴い、「総務省政策評価基本計画」に定める事前評価の対象に
該当しない事業となった。 

 

（２）規制の新設又は改廃に係る 12政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年５月

15 日、７月 13日、８月７日、９月３日、11月 20日、22年１月４日、２月１日、３月５日

及び３月 31日に「規制の事前評価書」として公表。 

   

表７－３－イ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  

１ 加圧防排煙設備に係る技術上の基準 

２ 個室ビデオ店等に係る消防用設備等の基準改正 
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３ 大規模地震に対応した避難誘導システムの義務付け 

４ 小型小売店舗等に係る誘導灯の技術上の基準 

５ 休止中の特定屋外タンク貯蔵所等に係る新基準適合期限の延長及び検査・点検義務の緩和等 

６ 電気通信主任技術者の配置要件の見直し 

７ 居住型福祉施設が一部に入居する共同住宅の消防用設備等の設置の基準 

８ 危険物物質の類の変更 

９ 地下貯蔵タンクの流出事故防止対策について 

10 電気通信市場の環境変化に対応した制度の整備 

11 電波をより自由にかつ安心して利用できる環境の整備 

12 デジタル化の進展に伴う通信・放送分野の規律の整理・合理化 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表７－４－②参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

そのうち、実績評価方式を用いて、「平成 21年度総務省政策評価実施計画」に基づき、以

下の４政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年７月７日に「平成 21年度政策

評価書（主要な政策に係る評価）」として公表。 

   

表７－３－ウ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  評価結果の反映状況 

１ 情報通信技術の研究開発・標準化の推進 改善・見直し 

２ ユビキタスネットワークの整備 引き続き推進 

３ ＩＣＴ分野における国際戦略の推進 引き続き推進 

４ 消防防災体制の充実強化 改善・見直し 
(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表７－４－③参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、「平成 21年度総務省政策評価実施計画」に基づき、以下の９政策

を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年７月 7日及び 22年１月 21日に「平成 21

年度事後事業評価書」として公表。 

 

表７－３－エ 事業評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  評価結果の反映状況 

１ 政府認証基盤最適化事業 引き続き推進 

２ 国際情報通信ハブ形成のための高度ＩＣＴ共同実験 ― 

３ 電気通信事業分野におけるサイバー攻撃対応演習 ― 

４ ユビキタスネットワーク技術の研究開発 ― 

５ 電子タグの高度利活用に関する研究開発 ― 

６ ユビキタスセンサーネットワーク技術に関する研究開発 ― 

７ アジア・ユビキタスプラットフォーム技術に関する研究開発 ― 

８ 偏波多重衛星通信技術の研究開発 ― 

９ 総合無線局監理システムの電子申請機能等の高度化 ― 

 (注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表７－４－④参照。 

２  上記は、総事業費が10億円以上の終了事業等で、事前評価を実施したもの等について評価を実施したもので
あり、№１以外の政策については、評価結果を踏まえた概算要求等が行われていない。 
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（３）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

そのうち、総合評価方式を用いて、「平成 21年度総務省政策評価実施計画」に基づき、以

下の８政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年７月７日に「平成 21年度政策

評価書（主要な政策に係る評価）」として公表。 

   

表７－３－オ 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  評価結果の反映状況 

１ 適正な行政管理の実施 引き続き推進 

２ 分権型社会にふさわしい地方行政体制整備等 改善・見直し 

３ 地方財源の確保と地方財政の健全化 引き続き推進 

４ 分権型社会を担う地方税制度の構築 引き続き推進 

５ 郵政行政の推進 改善・見直し 

６ 一般戦災死没者追悼等の事業の推進 引き続き推進 

７ 恩給行政の推進 改善・見直し 

８ 公的統計の体系的な整備・提供 改善・見直し 
(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表７－４－⑤参照。 

 

（４）以下の２政策は、「平成 20年度総務省政策評価実施計画」に基づき事後評価を行い、その

結果を平成 20年度に「平成 20年度政策評価書（平成 19年度に実施した総務省の主要な政

策に係る評価）」として公表し、「平成 20年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政

策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、当該評価結果の政策への反

映状況として 22年度予算要求に反映したことから、新たに報告すべきものとして、次のと

おり掲載。 

    

表７－３－カ 総合評価方式により平成 20年度に事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  評価結果の反映状況 

１ 国家公務員の人事管理の推進 改善・見直し 

２ 行政評価等による行政制度・運営の改善 改善・見直し 
(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表７－４－⑥参照。 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

（注）　政策ごとの予算との対応については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/menu_yosan/pdf/seisaku_yosan.pdf）参照

７　国民生活と安心・安全 17　一般戦災死没者追悼等の事業の推進

18　恩給行政の推進

19　公的統計の体系的な整備・提供

20　消防防災体制の充実強化

11　情報通信技術高度利活用の推進

12　ユビキタスネットワークの整備

13　情報通信技術利用環境の整備

14　電波利用料財源電波監視等の実施

15　ＩＣＴ分野における国際戦略の推進

６　郵政行政 16　郵政行政の推進

３　選挙制度等 ８　選挙制度等の適切な運用

４　電子政府・電子自治体 ９　電子政府・電子自治体の推進

５　情報通信（ＩＣＴ政策） 10　情報通信技術の研究開発・標準化の推進

３　行政評価等による行政制度・運営の改善

２　地方行財政 ４　分権型社会にふさわしい地方行政体制整備等

５　地域力創造

６　地方財源の確保と地方財政の健全化

７　分権型社会を担う地方税制度の構築

政策体系（総務省）

行政分野 主要な政策

１　行政改革・行政運営 １　国家公務員の人事管理の推進

２　適正な行政管理の実施

別表



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公害等調整委員会 
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≪公害等調整委員会≫ 

 

表８－１ 公害等調整委員会の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

公害等調整委員会政策評価基本計画（平成20年１月７日策定） 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 20 年度から 22年度までの３年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 政策の見直し及び改善並びに新たな政策を行う場合に必要に
応じて行うものとする。 

③ 事後評価の対
象等 

○ 本計画期間内おいて事後評価の対象とする政策は、公害等調整

委員会の任務を遂行するために実施する主要な政策とする。 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果については、関係部門の連携を図りつつ、今後

の政策の企画立案作業(予算の要求等を含む。)等に適切に反映さ

せるように努めるものとし、その反映状況については、総務大臣

に通知するとともに公表するものとする。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見又は要望を受け付けるため

の窓口は、事務局総務課企画法規係とする。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度公害等調整委員会事後評価実施計画（平成 21年３月 23日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画期間
内に対象としようとする政策（法第７条第２項第１号
に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：２政策 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロに該
当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分される
もの） 

該当する政策なし 

 

表８－２ 公害等調整委員会における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象

としようとした

政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 

の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 

反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 
 

事 
後 
評 
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条

第２項第１

号） 

実績評価方式：２件 
〔表８－３－ア〕 

｛実績評価方式：２
件｝ 

〔表８－３－イ〕 

目標が達成されて
おり、今後ともこ
れまでの取組を進
めていく 

１ 評価結果を踏まえ、評価対象政
策の改善・見直しを行った 

【改善・見直し】 

２ 

 
 

概算要求に反映 ２ 

目標が達成されて
おり、今後ともこ
れまでの取組を進
めていくが、新た
な事情に対する措
置が必要 

１ 機構・定員要求に反映 ０ 

政策の重点化等 １ 

政策の一部の廃止・休止・中
止 

０ 

未着手 
（法第７条

第２項第２

号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 
（法第７条

第２項第２

号ロ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

その他の 
政策 
（法第７条

該当する政策なし ― ― ― ― 
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政策評価の対象

としようとした

政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 

の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 

反映状況の内訳別件数 

第２項第３

号） 

（注）｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 
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表８－３ 公害等調整委員会における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 20 年度公害等調整委員会事後評価実施計画」に基づき、以

下の２政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 21 年８月 28 日に「行政機関が行う

政策の評価に関する法律に基づく評価書（平成 21年度事後評価書）」として公表。 

 

表８－３－ア 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

基本政策 公害等調整委員会の任務の遂行 

１ 公害紛争の処理 改善・見直し 

２ 土地利用の調整 改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表８－４－①参照。 

 

（２）所掌するすべての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度公害等調整委員会事後評価実施計画」に基づき、以

下の２政策を対象に評価を実施中（平成 22年８月公表予定）。 

 

表８－３－イ 実績評価方式により事後評価を実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

基本政策 公害等調整委員会の任務の遂行 

１ 公害紛争の処理 

２ 土地利用の調整 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

基本政策 政策 目標

（注）　政策ごとの予算との対応については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/menu_yosan/pdf/seisaku_yosan.pdf）参照

２　土地利用の調整 (1) 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は他産業との調整を図
  る。

(2) 公正かつ中立な立場から土地利用に関する行政庁の適正な処分の
  確保を図る。

政策体系(公害等調整委員会)

公害等調整委員会の
任務の遂行

１　公害紛争の処理 (1) 公正かつ中立な立場から公害紛争事件の適切な処理を図る。

(2) 多様化・複雑化する公害紛争に対応した公害紛争処理制度の運用
  を行う。

(3) 国及び都道府県を通じた公害紛争処理制度全体の円滑な運営及び
  公害苦情の適切な処理の促進を図る。

別表



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務省 
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≪法務省≫ 

 

表９－１ 法務省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

法務省政策評価に関する基本計画（平成20年３月28日策定） 

平成21年４月１日改正 平成21年12月28日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成20年度から22年度までの３年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 事前評価における評価の方式は、事業評価方式とする。 
○ 事前評価の実施対象は、以下のとおりとする。 
・ 法務省所管に係る新規採択事業で事業費10億円以上の施設の

整備（ただし、施設の維持、修繕、災害復旧、施設の部分整備、
宿舎整備、緊急整備に係るものを除く。） 

・ 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規
制（国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用）を新
設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をすることを目
的とする政策 

・ 新規の政策のうち、政策評価企画室又は政策所管部局におい
て、事前評価の対象とする必要があると認めるものであって、
事前評価の方法が開発されているもの 

③ 事後評価の対
象等 

○ 事後評価（事業評価方式により事前評価を行った政策につきそ
の事後検証として行う評価・検証を除く。）における評価の方式
は、当該政策の特性に応じ、実績評価方式又は総合評価方式のい
ずれかを基本とする。また、必要に応じ、他の評価方式を適宜加
味して評価を行うものとする。 

○ 事後評価（事業評価方式により事前評価を行った政策につきそ
の事後検証として行う評価・検証を除く。）は、原則として、政
策体系に掲げる「施策」であって法務省の当面の重要施策又は成
果重視事業を含む施策を中心として、１年から３年程度の周期で
評価対象に選定して行うものとする。 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価企画室は、政策評価の結果を速やかに取りまとめて政
策所管部局及び大臣官房秘書課組織係、同人事課、同会計課及び
同施設課（以下「予算等担当部署」という。）に通知し、政策所
管部局においては、当該評価結果を政策に適切に反映させるよう
検討し、予算等担当部署においては、政策評価と予算・決算の連
携を強化する観点から、当該評価結果を予算要求等に関する基礎
資料等として用いるなど、必要かつ相当な範囲で活用することに
より、政策評価の結果が、政策の企画立案作業等における重要な
情報として適時的確に活用され、これに適切に反映されるよう努
めるものとする。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望については、法務省の
ホームページにおいて受け付けるほか、投書及び電話等によるも
のについても、政策評価企画室において随時受け付けるものとす
る。また、寄せられた意見・要望については、同室から関係する
政策所管部局へ回付する。 

実施計画の
名称 

法務省事後評価の実施に関する計画（平成21年３月31日策定） 

平成21年12月28日改正 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：５施策 

３成果重視事業 
○ 総合評価：５施策 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表９－２ 法務省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象と
しようとした政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：４件 
〔表９－３－ア〕 

新規採択事業とし
ての要件を満たし
ている 

４ 評価結果を踏まえ、評価対象事
業（施策）を実施することとし
た（実施することを予定） 

４ 

 概算要求に反映 ４ 
 

事 
後 
評 
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２項
第１号） 

 

実績評価方式：６件 
〔表９－３－イ〕 

 
｛実績評価方式：８件｝ 
（成果重視事業３件含む） 

〔表９－３－ウ、エ〕 

① そのまま継続
が妥当 

４ 
 

① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進める
こととした【引き続き推進】 

４ 

 概算要求に反映 ４ 

機構・定員要求に反映 １ 

 機構要求に反映 １ 

 定員要求に反映 ０ 
② 見直し・改善
が必要 

２ ② 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行う
こととした【改善・見直し】 

２ 

 概算要求に反映 ２ 

機構・定員要求に反映 １ 

 機構要求に反映 １ 

 定員要求に反映 １ 

政策の一部の廃止・休止・中止 ２ 

総合評価方式：４件 
（成果重視事業１件含む） 

〔表９－３－オ〕 
 
｛総合評価方式：５件｝ 

〔表９－３－カ〕 

① そのまま継続
が妥当 

２ ① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進める
こととした【引き続き推進】 

２ 

 概算要求に反映 ２ 

機構・定員要求に反映 １ 

 機構要求に反映 ０ 

 定員要求に反映 １ 
② 見直し・改善
が必要 

２ ② 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行う
こととした【改善・見直し】 

２ 

 概算要求に反映 ２ 

機構・定員要求に反映 ２ 

 機構要求に反映 １ 

 定員要求に反映 ２ 

政策の一部の廃止・休止・中止 ０ 

事業評価方式：２件 
〔表９－３－キ〕 

所期の成果を得る
ことができた 

２ 
 

今後も同様の結果が得られる
よう努める 

２ 

未着手 

（法第７条第２項
第２号イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第２項
第２号ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 
（法第７条第２項
第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 
 

― 
 

― 
 

（注）｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 
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表９－３ 法務省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、以下の４事業等を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年

８月 10 日に「平成 21年度法務省事前評価実施結果報告書」として公表。 

 

表９－３－ア 新規採択事業等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔Ⅶ－14－(２)〕 

１ 施設の整備（松戸法務総合庁舎新営工事） 

２ 施設の整備（岡山法務総合庁舎新営工事） 

〔Ⅰ－３－(１)〕 

３ 法務に関する調査研究（無差別殺傷事犯の研究） 

４ 法務に関する調査研究（諸外国における位置情報確認制度の研究） 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表９－４－①参照。 

  ２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号は、関連する別表政策体系の番号を表す。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

実績評価方式を用いて、平成 20年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、

６施策を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 10日に「平成 20年度法務省事

後評価実施結果報告書」として公表。 

 

表９－３－イ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 法教育の推進 引き続き推進 

２ 検察権行使を支える事務の適正な運営 引き続き推進 

３ 矯正施設における適正な処遇の実施 改善・見直し 

４ 保護観察対象者等の改善更生 引き続き推進 

５ 出入国の公正な管理 改善・見直し 

６ 法務行政における国際協力の推進 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表９－４－②参照。 

 

（２）所掌するすべての政策について、体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

実績評価方式を用いて、平成 21年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、

５施策及び３つの成果重視事業を対象として評価を実施中。 

 

表９－３－ウ 実績評価方式により事後評価中の政策（施策） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 裁判外紛争解決手続の拡充・活性化 

２ 検察権行使を支える事務の適正な運営 
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３ 矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備 

４ 保護観察対象者等の改善更生 

５ 法務行政における国際協力の推進 

(注) 平成22年８月に公表予定。 

 

表９－３－エ 実績評価方式により事後評価中の政策（成果重視事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 登記情報システム再構築事業〔Ⅲ－９－(１)〕 

２ 地図管理業務・システムの最適化事業〔Ⅲ－９－(１)〕 

３ 出入国管理業務の業務・システムの最適化〔Ⅴ－12－(１)〕 

(注)１ 評価対象政策名の右の〔 〕内の番号は、関連する別表政策体系の番号を表す。 
  ２ №１は平成24年度、№２は23年度、№３は25年度に公表予定。 

 

（３）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

総合評価方式を用いて、平成 20年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、

３施策及び１つの成果重視事業を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 10日

に「平成 20年度法務省事後評価実施結果報告書」として公表。 

 

表９－３－オ 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 裁判員制度の啓発推進（成果重視事業） 改善・見直し 

２ 
破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るた
めの業務の実施 

引き続き推進 

３ 人権の擁護 引き続き推進 

４ 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理 改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表９－４－③参照。 

 

（４）所掌するすべての政策について、体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

総合評価方式を用いて、平成 21年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、

以下の５施策を対象として評価を実施中。 

 

表９－３－カ 総合評価方式により事後評価中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 社会経済情勢に対応した基本法制の整備 

２ 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施 

３ 人権の擁護 

４ 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理 

５ 出入国の公正な管理 

(注)  №１～４は平成22年８月、№５は24年度に公表予定。 

 

（５）事業評価方式を用いて、平成 20年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、

２つの法務に関する調査研究を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 10日に

「平成 20年度法務省事後評価実施結果報告書」として公表。 
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表９－３－キ 事業評価方式により事後評価した政策(終了後) 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔Ⅰ－３－(１)〕 
１ 法務に関する調査研究（再犯防止に関する総合的研究） 

２ 法務に関する調査研究（犯罪被害に関する総合的研究） 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表９－４－④参照。 

  ２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号は、関連する別表政策体系の番号を表す。 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

（注）　政策ごとの予算との対応については、法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/content/000001749.pdf）参照

政策体系（法務省）

基本政策 政策 施策

Ⅰ　基本法制の維持及び整
備

１　基本法制の維持及び整備 (1)　社会経済情勢に即応した基本法制の整備

２　司法制度改革の推進 (1)　総合法律支援の充実強化

(2)　裁判員制度の啓発推進

(3)　法曹養成制度の充実

(4)　裁判外紛争解決手続の拡充・活性化

(5)　法教育の推進

３　法務に関する調査研究 (1)　法務に関する調査研究

Ⅱ　法秩序の確立による安
全・安心な社会の維持

４　検察権の適正迅速な行使 (1)　適正迅速な検察権の行使

(2)　検察権行使を支える事務の適正な運営

５　矯正処遇の適正な実施 (1)　矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備

(2)　矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の
実施

(3)　矯正施設の適正な運営に必要な民間開放の推進

６　更生保護活動の適切な実施 (1)　保護観察対象者等の改善更生

(2)　犯罪予防活動の促進

(3)　医療観察対象者の社会復帰

７　破壊的団体等の規制に関す
る調査等を通じた公共の安全の
確保を図るための業務の実施

(1)　破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安
全の確保を図るための業務の実施

８　団体の規制処分の適正な審
査・決定

(1)　団体の規制処分の適正な審査・決定

Ⅲ　国民の権利擁護 ９　国民の財産や身分関係の保
護

(1)　登記事務の適正円滑な処理

(2)　国籍・戸籍・供託事務の適正円滑な処理

(3)　債権管理回収業の審査監督

10　人権の擁護 (1)　人権の擁護

Ⅳ　国の利害に関係のある
争訟の統一的かつ適正な処
理

11　国の利害に関係のある争訟
の統一的かつ適正な処理

(1)　国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理

Ⅴ　出入国の公正な管理 12　出入国の公正な管理 (1)　出入国の公正な管理

Ⅵ　法務行政における国際
化対応・国際協力

13　法務行政における国際化対
応・国際協力

(1)　法務行政の国際化への対応

(2)　法務行政における国際協力の推進

Ⅶ　法務行政全般の円滑か
つ効率的な運営

14　法務行政全般の円滑かつ
効率的な運営

(1)　法務行政に対する理解の促進

(2)　施設の整備

(3)　法務行政の情報化

(4)　職員の多様性及び能力の確保

別表
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≪外務省≫ 

 

表 10－１ 外務省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

外務省における政策評価の基本計画（平成20年３月５日策定） 
平成20年10月１日改正 平成21年９月改正 

基本計画の
主な規定内
容 

①  計画期間 ○ 平成20年度から24年度までの５年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 対象は、以下の政策とする。 
イ 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協力で
あって当該資金供与の額が10億円以上となることが見込まれ
るものの実施を目的とする政策 

ロ 個々の政府開発援助のうち、有償の資金供与による協力で
あって当該資金供与の額が150億円以上となることが見込ま
れるものの実施を目的とする政策 

ハ 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、
規制を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をす
ることを目的とする政策 

③ 事後評価の対
象等 

○ 実績評価方式の手法を踏まえつつ、外交政策の特性を勘案し、
総合評価方式の手法を取り入れた評価を行うものとする。また、
これらに加えて、必要と認められる政策については総合評価方式
等を用いた評価を行うこととする。 

○ 計画期間内において事後評価の対象となる政策は、法第７条に
規定されている要件に該当する政策を含め、実施計画に明記する
こととする。ただし、社会経済情勢の変化等による政策の見直
し・改善の必要、政策効果の発現状況等を勘案して、必要と考え
られる場合には適時に評価を行うものとする。 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 各政策所管局課は、政策評価と予算・決算の連携を踏まえつつ、
政策評価に基づき、その結果を政策の企画立案作業（予算要求（定
員等を含む。）等）に反映させる。  

○ 総合外交政策局総務課及び政策企画室は、各政策所管局課の評
価及びこれに対する総合的な審査の結果に基づき、次年度の総合
的又は基本的な外交政策の企画立案に反映させる。  

○ 大臣官房総務課、人事課及び会計課は、政策評価の結果を、予
算、定員・機構要求等に活用する。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口は、
大臣官房考査・政策評価官室とする。 

○ 外務省ホームページにおいても、外務省の政策評価に対する外
部からの意見・要望等を受け付けるコーナーを設ける。 

○ これら意見・要望等については、大臣官房考査・政策評価官室
にて、外務省としての評価制度の改善に活用するとともに、必要
に応じて関係課に通知し、各関係課が自己評価を行う上で参考材
料として活用する。 

実施計画の
名称 

平成 22 年度（平成 21 年度を対象とした）外務省政策評価実施計画（平成 21 年３月 24 日
策定）  

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計
画期間内に対象としようとする政策（法第７条
第２項第１号に区分されるもの）及び評価の方
式 

○ ７の基本目標に係る 24 の施
策、46の具体的施策 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及び
ロに該当するもの） 

○ 未着手：政府開発援助４案件 

○ 未了：政府開発援助17案件 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分
されるもの） 

該当する政策なし 
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表 10－２ 外務省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果の
内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 政府開発援助：59件 
〔表 10－３－ア、イ〕 

≪政府開発援助：22
件≫ 

〔表 10－３－ウ〕 

実施が妥当 59 
≪22≫ 

評価結果を踏まえ、評価対象事
業（施策）を実施することとし
た（実施することを予定） 

59 
≪22≫ 

  概算要求に反映（すること
を予定） 

23 
≪22≫ 

事
後
評
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２項
第１号） 

総合評価方式：24件 
〔表 10－３－エ〕 

 

｛総合評価方式：24
件｝ 

〔表 10－３－オ〕 
 
 

目標を達成し
た 

０ ① 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた 

４ 

【引き続き推進】 

目標の達成に
向けて相当な
進展があった 

10  概算要求に反映 ４ 

 機構・定員要求に反映 １ 

 機構要求に反映 １ 

 定員要求に反映 １ 

目標の達成に
向けて進展が
あった 

14 ② 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行っ
た 

【改善・見直し】 

20 

 概算要求に反映 20 

目標の達成に
向けて一定の
進展があった 

０ 機構・定員要求に反映 20 

 機構要求に反映 14 

 定員要求に反映 20 

目標の達成に
向けてほとん
ど進展が見ら
れなかった 

０ 
 

政策の重点化等 13 

政策の一部の廃止・休止・中
止 

２ 

③ 評価結果を踏まえ、当該政 
策を廃止・休止・中止した 

０ 

【廃止・休止・中止】  

未着手 

（法第７条第２項

第２号イ） 

政府開発援助：２件 
〔表 10－３－カ〕 

 

継続が妥当 ２ 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた 

 【引き続き推進】 

２ 

未了 

（法第７条第２項

第２号ロ） 

政府開発援助：15件 
〔表 10－３－キ〕 

 

継続が妥当 15 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた 

 【引き続き推進】 

15 

その他の 
政策 
（法第７条第２項

第３号） 

該当する政策なし － － － － 

(注） １ ｛ ｝は、評価実施中のもの（外数）である。 
２ ≪ ≫は、平成 20 年度に評価結果が公表され、「平成 20 年度政策評価等の実施状況及びこれ

らの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として
新たに報告すべきものがあることから掲載したものである。 
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表 10－３ 外務省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）法第９条に基づき、政府開発援助を対象として無償資金協力について評価を実施し、その

結果を平成 21年５月 28日、６月１日、６月４日、６月 18日、６月 24日、７月３日、７月

14 日、８月６日、８月 18 日、８月 31 日、10月 26 日、11月５日、11月 16 日、12月７日、

12 月 17日、22年２月１日、３月４日、３月 15日及び３月 30日に、「外務省における事前評

価書」として公表。 

 

表 10－３－ア 新規個別政府開発援助を対象として事前評価した政策（無償資金協力） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 「ウランバートル市高架橋建設計画」（モンゴル国） 

２ 「ムワンザ州及びマラ州給水計画」（タンザニア連合共和国） 

３ 「コチャバンバ市南東部上水道施設改善計画」（ボリビア多民族国） 

４ 「タンバクンダ州及びケドゥグ州保健施設整備計画」（セネガル共和国） 

５ 「バーブーダ島零細漁業施設整備計画」（アンティグア・バーブーダ国） 

６ 「ギゾ病院再建計画」（ソロモン諸島） 

７ 「ホニアラ市及びアウキ市給水設備改善計画」（ソロモン諸島） 

８ 「カミギン島防災復旧計画」（フィリピン共和国） 

９ 「第三次橋梁架け替え計画」（ブータン王国） 

10 「シンズリ道路建設計画（第三工区）」（ネパール連邦民主共和国） 

11 「ブーゲンビル海岸幹線道路橋梁整備計画」（パプアニューギニア独立国） 

12 「リーブルビル零細漁業支援センター建設計画」（ガボン共和国） 

13 「中央プラトー及び南部中央地方飲料水供給計画」（ブルキナファソ） 

14 「小学校建設計画」（中央アフリカ共和国） 

15 「カプサベット上水道拡張計画」（ケニア共和国） 

16 「国道８号線改修計画」（ガーナ共和国） 

17 「第三次マリ－セネガル南回廊道路橋梁建設計画」（マリ共和国） 

18 「オロミア州給水計画」（エチオピア連邦民主共和国） 

19 「国道一号線改修計画（第３期）」（カンボジア王国） 

20 「空港治安対策強化計画」（ヨルダン・ハシェミット王国） 

21 「第四次初等教育施設整備計画」（モンゴル国） 

22 「ンドラ市及びキトウェ市道路網整備計画」（ザンビア共和国） 

23 「ポトシ市リオ・サンファン系上水道施設整備計画」（ボリビア多民族国） 

24 「中学校建設計画」（モザンビーク共和国） 

25 「気象レーダーシステム整備計画」（フィリピン共和国） 

26 「国立障害者リハビリテーション・センター建設計画」（ペルー共和国） 

27 「キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画」（コンゴ民主共和国） 

28 「マサシ－マンガッカ間道路整備計画（３／３）」（タンザニア連合共和国） 

29 「ニアス島橋梁復旧計画」（インドネシア共和国） 

30 「ゴーブ伝統的水産基盤改善計画」（グレナダ国） 

31 「クリーン・エネルギーによる北部村落生産活動促進計画」（グアテマラ共和国） 

32 「ンガリエマ浄水場改修計画」（コンゴ民主共和国） 

33 「上水道エネルギー効率改善計画」（ヨルダン・ハシェミット王国） 

34 「ヨルダン渓谷コミュニティのための公共サービス活動支援計画」（パレスチナ自治区） 

35 「オーロラ記念病院改善計画」（フィリピン共和国） 

36 「ダンバクンダ州給水施設整備計画」（セネガル共和国） 

37 「第二次地方給水計画」（ルワンダ共和国） 

38 「ジャフナ教育病院中央機能改善計画」（スリランカ民主社会主義共和国） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表10－４－①参照。 
なお、平成22年度予算要求までに公表した№１～22については、予算要求に反映。 
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（２）法第９条に基づき、政府開発援助を対象として有償資金協力について評価を実施し、その

結果を平成 21年６月 18日、10 月 26日、11月５日、12月 17日、22年２月 23日、３月 15

日、３月 17日、３月 25日及び３月 30日に、「外務省における事前評価書」として公表。 

 

表 10－３－イ 新規個別政府開発援助を対象として事前評価した政策（有償資金協力） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 「物流インフラ開発計画」（フィリピン共和国） 

２ 「タイビン火力発電所及び送電線建設計画（第一期）」（ベトナム社会主義共和国） 

３ 「貧困地域小規模インフラ整備計画（第三期）」（ベトナム社会主義共和国） 

４ 「中小企業支援計画（第三期）」（ベトナム社会主義共和国） 

５ 「第八次貧困削減支援貸付（景気刺激支援含む）」（ベトナム社会主義共和国） 

６ 「第二次気候変動対策プログラム・ローン（景気刺激支援含む）」（インドネシア共和国） 

７ 「東西ハイウェイ整備計画」（グルジア） 

８ 「中西部上水道セクターローン」（イラク共和国） 

９ 「アル・アッカーズ火力発電所建設計画」（イラク共和国） 

10 「デラロック水力発電所建設計画」（イラク共和国） 

11 「ブカレスト国際空港アクセス鉄道建設計画」（ルーマニア） 

12 「ガルフ・エル・ゼイト風力発電計画」（エジプト・アラブ共和国） 

13 「ルムットバライ地熱発電計画」（インドネシア共和国） 

14 「ジャワ・スマトラ連系送電線計画（第一期）」（インドネシア共和国） 

15 「地方都市上水道整備計画」（モロッコ王国） 

16 「デリー高速輸送システム建設計画（フェーズ２）（第五期）」（インド） 

17 「コルカタ東西地下鉄建設計画（第二期）」（インド） 

18 「チェンナイ地下鉄建設計画（第二期）」（インド） 

19 「貨物専用鉄道建設計画（フェーズ１）（第二期）」（インド） 

20 「オルカリアⅠ ４・５号機地熱発電計画」（ケニア共和国） 

21 「全国基幹送電網拡充計画」（パキスタン・イスラム共和国） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表10－４－②参照。 

   なお、平成22年度予算要求までに公表した№１については、予算要求に反映。 

 

（３）以下の 22案件（無償資金協力８、有償資金協力 14）は、平成 20年４月から、政府開発援

助を対象として無償資金協力及び有償資金協力について評価を実施し、その結果をそれぞれ

「外務省における事前評価書」として公表し、「平成 20年度政策評価等の実施状況及びこれ

らの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、当該政策評価

結果の政策への反映状況として 22年度予算要求に反映したことから、新たに報告すべきもの

として、以下のとおり掲載。 

 

表 10－３－ウ 新規個別政府開発援助を対象として平成 20年度に事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

無償資金協力 

１ 「ポンペイ国際空港改善計画」（ミクロネシア連邦） 

２ 
「マラッカ海峡及びシンガポール海峡船舶航行安全システム向上計画（１／２）」（インドネシア共和
国） 

３ 「ドゥスティ－ニジノピャンジ間道路整備計画（２／２）」（タジキスタン共和国） 

４ 「ダッカ市廃棄物管理低炭素化転換計画」（バングラデシュ人民共和国） 

５ 「第二次ザンジバル市街地給水計画」（タンザニア連合共和国） 

６ 「緊急給水計画」（モザンビーク共和国） 

７ 「緊急給水計画」（セネガル共和国） 

８ 「第四次小学校建設計画」（カメルーン共和国） 

有償資金協力 
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９ 「環境開発計画」（フィリピン共和国） 

10 「チェンナイ地下鉄建設計画」（インド） 

11 「ハイデラバード外環道路建設計画（フェーズ２）」（インド） 

12 「中小零細企業・省エネ支援計画」（インド） 

13 「地方都市上下水道整備計画」（アゼルバイジャン共和国） 

14 「ハリプール新発電所建設計画（第二期）」（バングラデシュ人民共和国） 

15 「デリー高速輸送システム建設計画（フェーズ２）（第四期）」（インド） 

16 「グワハティ上水道整備計画」（インド） 

17 「ホゲナカル上水道整備計画・フッ素症対策計画（フェーズ２）」（インド） 

18 「バンコク大量輸送網整備計画（レッドライン）（Ｉ）」（タイ王国） 

19 「ハイフォン都市環境改善計画（第二期）」（ベトナム社会主義共和国） 

20 「第二期ハノイ水環境改善計画（第二期）」（ベトナム社会主義共和国） 

21 「国道・省道橋梁改修計画（第二期）」（ベトナム社会主義共和国） 

22 「ジャカルタ都市高速鉄道計画（第一期）」（インドネシア共和国） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表10－４－③参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

総合評価方式を用いて、「平成 21年度（平成 20年度を対象とした）外務省政策評価実施計

画」に基づき、外務省の７の基本目標に係る 24の施策を対象として評価を実施し、その結果

を平成 21年８月 20日に「平成 21年度外務省政策評価書」として公表。 

 

表 10－３－エ 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ アジア大洋州地域外交 改善・見直し 

２ 北米地域外交 改善・見直し 

３ 中南米地域外交 改善・見直し 

４ 欧州地域外交 改善・見直し 

５ 中東地域外交 改善・見直し 

６ アフリカ地域外交 改善・見直し 

７ 国際の平和と安定に対する取組 改善・見直し 

８ 軍備管理・軍縮・不拡散への取組 改善・見直し 

９ 原子力の平和的利用及び科学技術分野での国際協力 改善・見直し 

10 国際経済に関する取組 改善・見直し 

11 国際法の形成・発展に向けた取組 改善・見直し 

12 的確な情報収集及び分析、並びに情報及び分析の政策決定ラインへの提供 改善・見直し 

13 海外広報、文化交流 改善・見直し 

14 報道対策、国内広報、ＩＴ広報 改善・見直し 

15 領事サービスの充実 改善・見直し 

16 海外邦人の安全確保に向けた取組 改善・見直し 

17 外国人問題への対応強化 改善・見直し 

18 外交実施体制の整備・強化 改善・見直し 

19 外交通信基盤の整備・拡充及びＩＴを活用した業務改革 引き続き推進 

20 経済協力 改善・見直し 

21 地球規模の諸問題への取組 改善・見直し 

22 国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際貢献 引き続き推進 

23 国際機関を通じた経済及び社会分野に係る国際貢献 引き続き推進 

24 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表10－４－④参照。 
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（２）所掌するすべての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

総合評価方式を用いて、「平成 22年度（平成 21年度を対象とした）外務省政策評価実施計

画」に基づき、外務省の７の基本目標に係る 24の施策を対象として評価を実施中。 

 

表 10－３－オ 総合評価方式により評価実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ アジア大洋州地域外交 

２ 北米地域外交 

３ 中南米地域外交 

４ 欧州地域外交 

５ 中東地域外交 

６ アフリカ地域外交 

７ 国際の平和と安定に対する取組 

８ 軍備管理・軍縮・不拡散への取組 

９ 原子力の平和的利用及び科学技術分野での国際協力 

10 国際経済に関する取組 

11 国際法の形成・発展に向けた取組 

12 的確な情報収集及び分析、並びに情報及び分析の政策決定ラインへの提供 

13 海外広報、文化交流 

14 報道対策、国内広報、ＩＴ広報 

15 領事サービスの充実 

16 海外邦人の安全確保に向けた取組 

17 外国人問題への対応強化 

18 外交実施体制の整備・強化 

19 外交通信基盤の整備・拡充及びＩＴを活用した業務改革 

20 経済協力 

21 地球規模の諸問題への取組 

22 国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際貢献 

23 国際機関を通じた経済及び社会分野に係る国際貢献 

24 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献 

 

（３）「平成 21年度（平成 20年度を対象とした）外務省政策評価実施計画」に基づき、政府開発

援助に係る未着手（法第７条第２項第２号イ）の２案件を対象として評価を実施し、その結

果を平成 21年８月 20日及び 11月 30日に「平成 21年度外務省政策評価書」として公表。 

 

表 10－３－カ 未着手の事業（政府開発援助）を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 「タンジュンプリオク港緊急リハビリ計画」（インドネシア） 引き続き推進 

２ 「アンカラ給水計画」（トルコ） 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表10－４－⑤参照。 

２ 平成21年度（平成20年度を対象とした）外務省政策評価実施計画では、法第７条第２項第２号イとして１
案件を評価することとしていたが、計画策定後の実施状況やその他状況の変化により追加の評価を行った１案
件を加えた２案件を評価している。 

 

（４）「平成 21年度（平成 20年度を対象とした）外務省政策評価実施計画」に基づき、政府開発

援助に係る未了（法第７条第２項第２号ロ）の 15案件を対象として評価を実施し、その結果

を平成 21年８月 20日に「平成 21年度外務省政策評価書」として公表。 
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表 10－３－キ 未了の事業（政府開発援助）を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 「中部ルソン灌漑計画」（フィリピン） 引き続き推進 

２ 「アグノ川洪水制御計画（Ⅱ）」（フィリピン） 引き続き推進 

３ 「メトロイリガン産業拠点インフラ整備計画」（フィリピン） 引き続き推進 

４ 「下水処理施設整備計画」（モーリシャス） 引き続き推進 

５ 「農業改革地区総合農業開発計画」（タイ） 引き続き推進 

６ 「送配電網整備計画」（アルメニア） 引き続き推進 

７ 「山西省王曲火力発電所建設計画（２）」（中国） 引き続き推進 

８ 「陝西省韓城第２火力発電所建設計画（２）」（中国） 引き続き推進 

９ 「観光セクター開発計画」（ヨルダン） 引き続き推進 

10 「ラデス－ラグレット橋建設計画」（チュニジア） 引き続き推進 

11 「水資源管理計画」（チュニジア） 引き続き推進 

12 「サラワク大学建設計画」（マレーシア） 引き続き推進 

13 「東方政策」（マレーシア） 引き続き推進 

14 「ベリスダム建設計画」（マレーシア） 引き続き推進 

15 「ハノイ交通網整備計画」（ベトナム） 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表10－４－⑥参照。 

２ 平成21年度（平成20年度を対象とした）外務省政策評価実施計画では、法第７条第２項第２号ロとして17
案件を評価することとしていたが、事業が完了した２案件を除いた15案件について評価を実施している。 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

 

３　日・アフリカ間の相互交流及び我が国の対
  アフリカ政策に関する広報の推進

４　中央アジア・コーカサス諸国との関係の強
  化

５　中東地域外交：中東地域の平和と
  安定、経済的発展に貢献すること、
  及び中東における我が国の国際的な
  発言力を強化すること

１　中東地域安定化に向けた働きかけ

２  中東諸国との二国間関係の強化

１　アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）プロセス
  を通じたアフリカ開発の推進

２　多国間枠組みにおける対アフリカ協力の推
  進

１　北米諸国との政治分野での協力推進

２　北米諸国との経済分野での協力推進

３　米国との安全保障分野での協力推進

１　中南米地域・中米・カリブ諸国との協力及
  び交流強化

２　南米諸国との協力及び交流強化

４　欧州地域外交：統合の深化と拡大
  を続けるＥＵとの関係強化及び欧州
  各国、ロシア、中央アジア・コーカ
  サス諸国との二国間関係を強化する
  こと

１　欧州地域との総合的な関係強化

２　西欧及び中・東欧諸国との間での二国間及
  び国際場裡における協力の推進

３　ロシアとの平和条約締結交渉の推進及び幅
  広い分野における日露関係の進展

３　未来志向の日韓関係の推進

４　未来志向の日中関係の推進及び日モンゴル
  関係の強化等

５　タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、
  ミャンマーとの友好関係の強化

６　インドネシア、シンガポール、東ティモー
  ル、フィリピン、ブルネイ、マレーシアとの
  友好関係の強化

７　南西アジア諸国との友好関係の強化

８　大洋州地域諸国との友好関係の強化

政策体系（外務省）

基本目標 施策 具体的施策

１　東アジアにおける地域協力の強化

２　朝鮮半島の安定に向けた努力

２　北米地域外交：我が国外交の要で
  ある日米同盟関係の維持・強化及び
  日加関係を更に推進すること

１　アジア大洋州地域外交：アジア大
  洋州地域の安定と繁栄の確保を目指
  し、域内諸国・地域間における未来
  に向けた友好関係を構築すること

Ⅰ　地域別外交：各地域の
  安定と繁栄の確保を目指
  し、域内諸国・地域間に
  おける未来に向けた友好
  関係を構築し、望ましい
  国際環境を確保すること

３　中南米地域外交：中南米諸国との
  経済関係を始めとする多面的で裾野
  の広い交流の増進を通じた協力関係
  を構築すること

６ アフリカ地域外交：アフリカ開発の
 促進、アフリカ地域外交を通じた国際
 社会での我が国のリーダーシップ強
 化、及びアフリカとの二国間・多国間
 での協力関係を強化すること

別表
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６　的確な情報収集及び分析、並びに
  情報及び分析の政策決定ラインへの
  提供：情報収集及び情報分析能力の
  強化、並びに政策決定ラインへの適
  時の情報及び情報分析の提供を行う
  ことにより、外交政策の立案・実施
  に寄与すること

Ⅲ　広報、文化交流及び報
  道対策：海外における対
  日理解の促進と親日感の
  醸成を図るとともに、国
  内外における我が国外交
  政策への理解を増進し、
  もって日本外交を展開す
  る上での環境を整備する
  こと

１　海外広報、文化交流：海外向け広
  報の実施、国際文化交流事業を展開
  ・促進、及び世界各国の文化の発展
  に向けた国際貢献により、諸外国国
  民の対日理解の促進及び親日感の醸
  成を図り、日本外交を展開する上で
  の環境を整備すること

 1　海外広報

２　国際文化交流の促進

３　文化の分野における国際協力

２　報道対策、国内広報、ＩＴ広報：
　我が国の外交政策に関する国内外で
　の理解を増進すること

１　適切な報道機関対策・国内広報の実施

２　効果的なＩＴ広報の実施

３　効果的な外国報道機関対策の実施

１　多角的自由貿易体制の維持・強化と経済連
  携の推進

３　重層的な経済関係の強化

４　経済安全保障の強化

５　海外の日本企業支援と対日投資の促進

６　北海道洞爺湖サミットの開催

１　国際法規の形成への寄与と外交実務への活
  用

２　政治・安全保障分野における国際約束の締
  結・実施

３　経済及び社会分野における国際約束の締結
  ・実施

４　国際テロ対策協力及び国際組織犯罪への取
  組

５　国連を始めとする国際機関における我が国
  の地位向上、望ましい国連の実現

６　国際社会における人権・民主主義の保護・
  促進のための国際協力の推進

２　軍備管理・軍縮・不拡散への取
  組：大量破壊兵器、通常兵器やテロ
  の脅威への取組を通じ、我が国及び
  国際社会全体の平和と安全を確保す
  ること

３　原子力の平和的利用及び科学技術
  分野での国際協力：原子力の平和的
  利用を促進し、及び国際的な研究・
  開発を推進・強化し、及び科学技術
  分野の国際協力を推進すること

１　原子力の平和的利用のための国際協力の推
  進

２　科学技術に係る国際協力の推進

Ⅱ　分野別外交：国民の安
  全の確保と繁栄を促進
  し、望ましい国際環境を
  確保すること

１　国際の平和と安定に対する取組：
  国際貢献能力を向上し、国際貢献を
  積極的に推進すること

１　中長期的かつ総合的な外交政策の企画立案
  と対外発信

２　日本の安全保障に係る基本的な外交政策

３　国際平和協力の拡充、体制の整備

２　グローバル化の進展に対応する国際的な取
  組

４　国際経済に関する取組：我が国の
  経済外交における国益を保護・増進
  すること

５　国際法の形成・発展に向けた取
  組：新たな国際ルール作りに積極的
  に貢献すること
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Ⅶ　分担金・拠出金：国際
  機関等を通じて我が国の
  国際貢献を拡充すること

１　国際機関を通じた政務及び安全保
  障分野に係る国際貢献：我が国の国
  際貢献を積極的に推進し、国際社会
  の平和と安定を確保するために、政
  治、軍備管理、エネルギー関連等様
  々な分野の国際貢献に関し分担金・
  拠出金を通じて貢献すること

２　国際機関を通じた経済及び社会分
  野に係る国際貢献：我が国の経済・
  社会分野での国益を保護するために
  国際機関に対して分担金・拠出金を
  供与すること

１　経済協力：二国間協力の政府開発
  援助を通じた支援により国際社会の
  平和と安定に貢献し、これを通じて
  我が国の安全と繁栄を確保すること

２　地球規模の諸問題への取組：グロ
  ーバル化に即応したルール作りと地
  球規模の問題解決に向けたリーダー
  シップを発揮すること

１　人間の安全保障の推進と我が国の貢献

２　環境問題を含む地球規模問題への取組

Ⅳ　領事政策：国民の利便
  に資する領事業務を実施
  すること

１　領事サービスの充実：
（１）領事サービス・邦人支援策を向
    上・強化すること
（２）領事業務実施体制を整備するこ
    と
（３）国民の円滑な海外渡航の確保の
    ために、日本旅券に対する国際的
    信頼性を確保すること

２　海外邦人の安全確保に向けた取
  組：
（１）海外邦人の安全対策を強化する
    こと（広報・啓発）
（２）海外邦人の援護体制を強化する
    こと（基盤・体制）

３　外国人問題への対応強化：
（１）外国人問題への対応の強化によ
    り、人的交流の促進及び出入国管
    理等厳格化の要請に応えること
（２）在日外国人が抱える問題に積極
    的に取組むこと

１　外交実施体制の整備・強化：激動
  する国際社会の中で我が国の平和と
  繁栄を確保するための外交を実施す
  る上で必要な体制を整備・強化する
  こと

２  外交通信基盤の整備・拡充及びＩ
  Ｔを活用した業務改革：外交通信基
  盤の整備・拡充を図るとともに、業
  務・システムの最適化による行政運
  営の簡素化・効率化・合理化を推進
  すること

Ⅴ　外交実施体制の整備・
  強化：我が国の安全と繁
  栄を確保し、国際社会の
  一員としての責任を果た
  す、能動的かつ戦略的な
  外交実施体制を強化する
  こと

Ⅵ　経済協力：政府開発援
  助（二国間）または多国
  間の支援を通じ、国際社
  会の平和と安定に貢献
  し、これにより我が国の
  安全と繁栄を確保するこ
  と

（注）　政策ごとの予算との対応については、外務省ホームページ
     （http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/hyouka/yosan_taiou.html）参照

３　国際機関を通じた地球規模の諸問
  題に係る国際貢献：我が国がグロー
  バル化に即応したルール作りと地球
  規模の諸問題の解決に向けたリーダ
  ーシップを発揮するために、国際機
  関等に対して分担金・拠出金を供与
  すること
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≪財務省≫ 

 

表 11－１ 財務省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

政策評価に関する基本計画（平成20年３月31日策定） 
平成21年３月31日一部改訂 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 20 年度から 24年度までの５年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 法第９条の規定に基づき事前評価の実施が義務付けられた政

策を対象とする。また、法第９条の規定に基づき実施が義務付け

られた政策以外の政策についても、政策効果の把握の手法等に関

する研究・開発を進めるとともに、積極的かつ自主的に事前評価

を行うよう努めるものとする。 

○ 事前評価は、事業評価方式により行うことを基本とする。 

③ 事後評価の対
象等 

○ 財務省の主要な政策分野全てを対象とする。 

○ 事後評価は、実績評価方式により行うことを基本とするが、

様々な角度から掘り下げた評価が必要と認められる場合には、計

画的に総合評価方式による評価を行う。 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果については、政策の企画立案作業（予算要求、

機構・定員要求、法令等による制度の新設・改廃等の作業をいう。）

における重要な情報として適時的確に活用し、当該政策に適切に

反映させる。 

○ 財務省が財政当局となっている分野（予算・税・財政投融資）

においては、予算編成等の過程において、各府省の政策評価の結

果の適切な活用に努める。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望等の受付窓口は政策評

価室とし、面接、文書によるほか、財務省ホームページにおいて

も、財務省の政策評価に対する外部からの意見・要望等を受け付

けるコーナーを設け、常時受け付ける。 

○ 寄せられた意見・要望等については、政策評価室で一元的に管

理し、その内容に応じて、関係部局にフィードバックすることに

より今後の政策の企画立案作業や政策評価作業において適切に

活用する。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度政策評価の実施に関する計画（平成 21年３月 31日策定） 
平成 22年３月改訂 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：６総合目標 
       24政策目標 
○ 総合評価：１テーマ 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表 11－２ 財務省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象

としようとした

政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 

の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 

反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策
なし 

― ― ― ― 

事 
後 
評 
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２

項第１号） 

実績評価方式：

30件 

〔表11－３－ア〕 
 
｛実績評価方

式：30件｝ 
〔表 11－３－イ〕 

１ 目標の
達成度 

・Ａ（達成に向け
て相当の進展があ
った） 
・Ｂ（達成に向け
て進展があった） 
・Ｃ（達成に向け
て一部の進展にと
どまった） 

15 
 
 
13 
 
２ 
 

① 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進め
た   【引き続き推進】 

21 

 概算要求に反映 14 

機構・定員要求に反映 11 

 機構要求に反映 11 

定員要求に反映 ６ 

② 評価結果を踏まえ、評価
対象政策の改善・見直しを
行った（することとした又
はする予定） 

【改善・見直し】 

９ ２ 事務運
営のプ
ロセス 

・適切であった 
・有効であった 
・効率的であった 
・おおむね適切で
あった 
・おおむね有効で
あった 
・おおむね効率的
であった 

19 
18 
16 
11 
 
12 
 
14 

 概算要求に反映 ５ 

機構・定員要求に反映 ２ 

 機構要求に反映 ２ 

定員要求に反映 ０ 

３ 結果の
分析 

・的確に行われて
いる 
・おおむね的確に
行われている 

12 
 
18 

政策の一部の廃止・休止・
中止 

２ 

③ 評価結果を踏まえ、当該
政策を廃止、休止又は中止
した（廃止、休止又は中止
する予定）  

【廃止・休止・中止】 

０ 

４ 政策の
改善策
の提言 

・有益な提言がな
されている 
・提言がなされて
いる 

26 
 
４ 

  

５ 政策評
価の改
善策の
提言 

・有益な提言がな
されている 
・提言がなされて
いる 

９ 
 
１ 

総合評価方式： 
１テーマ 
〔表11－３－ウ〕 

そのまま継続が妥当 １ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

   【引き続き推進】 

１ 

未着手 
（法第７条第２

項第２号イ） 

該当する政策
なし 

― ― ― ― 

未了 
（法第７条第２

項第２号ロ） 

該当する政策
なし 

― ― ― ― 

そ の 他 の 
政策 
（法第７条第２

項第３号） 

該当する政策
なし 

― ― ― ― 

(注) ｛ ｝は、評価実施中のもの（外数）である。 
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表 11－３ 財務省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 20年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、30の目標

を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年６月 19日に、「平成 20年度政策評価書」

として公表。 

 

表 11－３－ア 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

総合目標 通貨に対する信認を確保しつつ、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現すると
ともに、世界経済の安定的発展に貢献すること 

１ 

我が国の厳しい財政状況を踏まえ、歳出・歳入一体改革に取り組み、2011年度
に国・地方の基礎的財政収支を確実に黒字化するとともに、財政状況の厳しい
国の基礎的財政収支についても、できる限り均衡を回復させることを目指す。さら
に、2010年代半ばにかけて、安定的な経済成長を維持しつつ、国・地方それぞ
れの債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安定的に引き下げることを目指す 

改善・見直し 

２ 
少子・高齢化や国際化などの経済社会の構造変化や財政状況に対応した、国
民の安心を支え、経済社会の活力を高め、国民・納税者の信頼を得ることができ
る税制を構築する 

改善・見直し 

３ 

「簡素で効率的な政府」を実現するため、2015年度末に国の資産規模の対ＧＤＰ
比を半減するとの目標を踏まえ、民間の知見を活用しつつ、国の資産・債務管理
の強化を図る。そのため、財政投融資について重点化・効率化等その適切な運
営を図るとともに、国有財産の売却・有効活用等に取り組む 

改善・見直し 

４ 

金融システムの状況を適切に踏まえながら、関係機関と連携を図りつつ、金融破
綻処理制度の適切な整備・運用を図るとともに、迅速・的確な金融危機管理を行
うことにより、金融システムの安定の確保を目指す。また、通貨の流通状況を適切
に把握し、適正な通貨を円滑に供給することにより、通貨制度の適切な運用を行
う 

引き続き推進 

５ 

我が国経済の健全な発展に資するよう、地球的規模の問題への対応を含む国
際的な協力等に積極的に取り組むことにより、世界経済の持続的発展、国際金
融システムの安定及びそれに向けた制度強化、アジアにおける地域協力の強
化、開発途上国の経済社会の発展、国際貿易の秩序ある発展を目指す 

引き続き推進 

６ 
総合目標１から５の目標を追求しつつ、財政・経済の構造改革に積極的に取り組
むとともに、民間需要主導の持続的な経済成長の実現に寄与することを目指し、
関係機関との連携を図りつつ、適切な財政・経済の運営を行う 

改善・見直し 

政策目標１ 健全な財政の確保 

７ 重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進 引き続き推進 

８ 必要な歳入の確保 引き続き推進 

９ 適正な予算執行の確保 引き続き推進 

10 決算の作成を通じた国の財政状況の的確な開示 引き続き推進 

11 地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転に関する事務の適切な遂行 引き続き推進 

12 公正で効率的かつ透明な財政・会計に係る制度の構築及びその適正な運営 引き続き推進 

政策目標２ 適正かつ公平な課税の実現 
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13 
税制の基本的な原則を踏まえつつ、国民の安心を支え、経済社会の活力を高
め、国民・納税者の信頼を得ることができる税制の構築 

改善・見直し 

政策目標３ 国の資産・債務の適正な管理 

14 
財政投融資の対象として必要な事業を実施する機関への資金供給の確保と重
点化・効率化及びディスクロージャーの徹底 

改善・見直し 

15 
国有財産の適正かつ効率的な管理及び処分と電子情報処理システムを活用し
た現状把握及び情報開示 

改善・見直し 

16 庁舎及び宿舎の有効活用の推進 改善・見直し 

17 国庫金の正確で効率的な管理 引き続き推進 

18 国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制 引き続き推進 

政策目標４ 通貨及び信用秩序に対する信頼の維持 

19 日本銀行券・貨幣の円滑な供給及び偽造・変造の防止 引き続き推進 

20 金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的確な金融危機管理 引き続き推進 

政策目標５ 貿易の秩序維持と健全な発展 

21 内外経済事情を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等 引き続き推進 

22 
多角的貿易体制の強化及び経済連携の推進並びに税関分野における手続等
の国際的調和の推進 

引き続き推進 

23 
関税等の適正な賦課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税関手続に
おける利用者の利便性の向上 

引き続き推進 

政策目標６ 国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国の経済社会の発展の促進 

24 
外国為替市場の安定並びに国際金融システムの安定に向けた制度強化及びそ
の適切な運用の確保 

引き続き推進 

25 
開発途上国における安定的な経済社会の発展に資するための資金協力・知的
支援を含む多様な協力の推進 

引き続き推進 

財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確保（政策目標７～11） 

26 政府関係金融機関等の適正かつ効率的な運営の確保 引き続き推進 

27 地震再保険事業の健全な運営 改善・見直し 

28 安定的で効率的な国家公務員共済制度等の構築及び管理 引き続き推進 

29 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保 引き続き推進 

30 たばこ・塩事業の健全な発展の促進と適切な運営の確保 引き続き推進 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表11－４－①参照。 

 

（２）所掌するすべての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、30の目標

を対象として評価を実施中（平成 22年６月公表予定）。 

 

表 11－３－イ 実績評価方式により評価実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

総合目標 通貨に対する信認を確保しつつ、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現すると
ともに、世界経済の安定的発展に貢献すること 

１ 

我が国の厳しい財政状況を踏まえ、経済成長や国民の安心、セーフティネットの強化という観点からも、
財政健全化に取り組み、財政に対する信認を確保する。このため、財政規律を維持しつつ、選択と集中
により歳出全体を必要性の高い分野に重点的に配分するなど、一般会計と特別会計を合わせた総予算
について、歳出・歳入両面にわたって徹底した見直しを行う 

２ 
厳しい財政状況を踏まえつつ、支え合う社会の実現に必要な財源を確保し、経済・社会の構造変化に
適応した、国民が信頼できる新たな税制を構築するため、税制抜本改革の実現に向けて取り組む 

３ 
経済金融情勢及び財政状況を踏まえつつ、市場との緊密な対話に基づいた適切な国債管理政策を遂
行するとともに、財政投融資を適切に運営するほか、国有財産の適正な管理及び有効活用等に取り組
む 

４ 

金融システムの状況を適切に踏まえながら、関係機関と連携を図りつつ、金融破綻処理制度の適切な
整備・運用を図るとともに、迅速・的確な金融危機管理を行うことにより、金融システムの安定の確保を目
指す。また、通貨の流通状況を適切に把握し、適正な通貨を円滑に供給することにより、通貨制度の適
切な運用を行う 
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５ 
我が国経済の健全な発展に資するよう、地球的規模の問題への対応を含む国際的な協力等に積極的
に取り組むことにより、世界経済の持続的発展、国際金融システムの安定及びそれに向けた制度強化、
アジアにおける地域協力の強化、開発途上国の経済社会の発展、国際貿易の秩序ある発展を目指す 

６ 
総合目標１から５の目標を追求しつつ、財政健全化と経済成長との両立を図る観点から、知恵を使って新たな
雇用・需要を生み出し、デフレ克服・安定的な経済成長の実現に寄与することを目指し、関係機関との連携を
図りつつ、適切な財政・経済の運営を行う 

政策目標１ 健全な財政の確保 

７ 重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進 

８ 必要な歳入の確保 

９ 予算執行の透明性の向上・適正な予算執行の確保 

10 決算の作成を通じた国の財政状況の的確な開示 

11 地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転に関する事務の適切な遂行 

12 公正で効率的かつ透明な財政・会計に係る制度の構築及びその適正な運営 

政策目標２ 適正かつ公平な課税の実現 

13 支え合う社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制の構築 

政策目標３ 国の資産・負債の適正な管理 

14 国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制 

15 
財政投融資の対象として必要な事業を実施する機関への資金供給の確保と重点化・効率化及びディス
クロージャーの徹底 

16 国有財産の適正な管理及び有効活用等と電子情報処理システムを活用した現状把握及び情報開示 

17 庁舎及び宿舎の効率性の向上 

18 国庫金の正確で効率的な管理 

政策目標４ 通貨及び信用秩序に対する信頼の維持 

19 日本銀行券・貨幣の円滑な供給及び偽造・変造の防止 

20 金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的確な金融危機管理 

政策目標５ 貿易の秩序維持と健全な発展 

21 内外経済事情を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等 

22 多角的貿易体制の強化及び経済連携の推進並びに税関分野における手続等の国際的調和の推進 

23 
関税等の適正な賦課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税関手続における利用者の利便性
の向上 

政策目標６ 国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国の経済社会の発展の促進 

24 外国為替市場の安定並びに国際金融システムの安定に向けた制度強化及びその適切な運用の確保 

25 
開発途上国における安定的な経済社会の発展に資するための資金協力・知的支援を含む多様な協力
の推進 

財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確保（政策目標７～11） 

26 政府関係金融機関等の適正かつ効率的な運営の確保 

27 地震再保険事業の健全な運営 

28 安定的で効率的な国家公務員共済制度等の構築及び管理 

29 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保 

30 たばこ・塩事業の健全な発展の促進と適切な運営の確保 

 

（３）総合評価方式を用いて、「平成 21年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、以下の１

テーマを対象として評価を実施し、その結果を平成 21年 10月 14日に「重要対象分野に関す

る評価書」として公表。 

 

表 11－３－ウ 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 地震保険 引き続き推進 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html）の表11－４－②参照。 
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国の資産・債務の適正な管理

1　財政投融資の対象として必要な事業を実施する機関への資金供給の確保と重点化・効率化及びディス
クロージャーの徹底

２　国有財産の適正かつ効率的な管理及び処分と電子情報処理システムを活用した現状把握及び情報開
示

３　庁舎及び宿舎の有効活用の推進

４　国庫金の正確で効率的な管理

５　国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制

５　地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転に関する事務の適切な遂行

６　公正で効率的かつ透明な財政・会計に係る制度の構築及びその適正な運営

政策目標２

　適正かつ公平な課税の実現

１　税制の基本的な原則を踏まえつつ、国民の安心を支え、経済社会の活力を高め、国民・納税者の信頼
を得ることができる税制の構築

政策目標３

政策目標１

健全な財政の確保

１　重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進

２　必要な歳入の確保

３　適正な予算執行の確保

４　決算の作成を通じた国の財政状況の的確な開示

１　我が国の厳しい財政状況を踏まえ、歳出・歳入一体改革に取り組み、2011年度に国・地方の基礎的財
政収支を確実に黒字化するとともに、財政状況の厳しい国の基礎的財政収支についても、できる限り均衡
を回復させることを目指す。さらに、2010年代半ばにかけて、安定的な経済成長を維持しつつ、国・地方そ
れぞれの債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安定的に引き下げることを目指す

２　少子・高齢化や国際化などの経済社会の構造変化や財政状況に対応した、国民の安心を支え、経済社
会の活力を高め、国民・納税者の信頼を得ることができる税制を構築する

３　「簡素で効率的な政府」を実現するため、2015年度末に国の資産規模の対ＧＤＰ比を半減するとの目標
を踏まえ、民間の知見を活用しつつ、国の資産・債務管理の強化を図る。そのため、財政投融資について
重点化・効率化等その適切な運営を図るとともに、国有財産の売却・有効活用等に取り組む

４　金融システムの状況を適切に踏まえながら、関係機関と連携を図りつつ、金融破綻処理制度の適切な
整備・運用を図るとともに、迅速・的確な金融危機管理を行うことにより、金融システムの安定の確保を目指
す。また、通貨の流通状況を適切に把握し、適正な通貨を円滑に供給することにより、通貨制度の適切な
運用を行う

５　我が国経済の健全な発展に資するよう、地球的規模の問題への対応を含む国際的な協力等に積極的
に取り組むことにより、世界経済の持続的発展、国際金融システムの安定及びそれに向けた制度強化、ア
ジアにおける地域協力の強化、開発途上国の経済社会の発展、国際貿易の秩序ある発展を目指す

６　総合目標１から５の目標を追求しつつ、財政・経済の構造改革に積極的に取り組むとともに、民間需要
主導の持続的な経済成長の実現に寄与することを目指し、関係機関との連携を図りつつ、適切な財政・経
済の運営を行う

政策体系（財務省）
※この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

使命

　納税者としての国民の視点に立ち、効率的かつ透明性の高い行政を行い、国の財務を総合的に管理運営することにより、健全で活力ある
経済及び安心で豊かな社会を実現するとともに、世界経済の安定的発展に貢献すること。

総合目標

　通貨に対する信認を確保しつつ、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現するとともに、世界経済の安定的発
展に貢献すること

別表
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（注）　政策ごとの予算との対応については、財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/jouhou/kaikei/seisaku/betu02_01.htm）参照

　たばこ・塩事業の健全な発展の促進と適切な運営の確保

２　開発途上国における安定的な経済社会の発展に資するための資金協力・知的支援を含む多様な協力
の推進

財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確保（政策目標７～１１）

　政府関係金融機関等の適正かつ効率的な運営の確保

　地震再保険事業の健全な運営

　安定的で効率的な国家公務員共済制度等の構築及び管理

　日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保

１　内外経済事情を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等

２　多角的貿易体制の強化及び経済連携の推進並びに税関分野における手続等の国際的調和の推進

３　関税等の適正な賦課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税関手続における利用者の利便性の
向上

政策目標６

国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国の経済社会の発展の促進

１　外国為替市場の安定並びに国際金融システムの安定に向けた制度強化及びその適切な運用の確保

政策目標４

通貨及び信用秩序に対する信頼の維持

１　日本銀行券・貨幣の円滑な供給及び偽造・変造の防止

２　金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的確な金融危機管理

政策目標５

貿易の秩序維持と健全な発展
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≪文部科学省≫ 

 

表 12－１ 文部科学省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

文部科学省政策評価基本計画（平成20年３月31日策定） 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 20 年度から 24年度までの５年間 

②  事前評価の対
象等 

○ 新規・拡充事業評価：毎年度、所管行政に係る新たな事業あ
るいは拡充を予定している事業のうち、法施行令（平成13年政
令第323号）第３条第１～５号に掲げられた政策及び社会的影響
が大きいと想定されるもの又は予算規模の大きいものを対象と
して、予算概算要求に先立って、事業ごとに事業評価を実施す
る。この場合、各事業評価の単位及び事業名を予算概算要求の
単位・事業名と一致させるよう留意する。 
なお、法施行令第３条第１号又は第２号に該当する政策の事前

評価については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び
「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等に基づ
き、本新規・拡充事業評価の一環として行う。 

○ 規制に関する評価：毎年度、所掌に係る政策のうち、法施行
令第３条第６号に掲げる政策を対象として、法令案の策定に先
立って、行政行為ごとに、事業評価を実施する。  
なお、法施行令第３条第６号によりその実施が義務付けられて

いる規制以外のものについても、基本方針に基づき積極的かつ自
主的に事前評価を行うよう努める。 

○ その他の事前評価：所管行政に係る税制及び財政投融資に関
する事前評価については、必要に応じ、基本計画に基づく文部
科学省の行う政策評価に関する実施計画に定めるところによ
り、事業評価を実施する。 

③  事後評価の対
象等 

○ 実績評価：「文部科学省の使命と政策目標」に掲げる所管行
政に係る政策について、原則として毎年度、政策目標、施策目
標及び達成目標の達成度合い又は達成に向けた進捗状況につい
て、政策及び施策ごとに実績評価を実施するとともに、目標達
成のために用いた政策手段（予算措置に基づく事務事業、規制、
税制、財政投融資、独立行政法人の業務運営等）の実績等につ
いても検証する。 

また、施策目標・達成目標の目標期間が終了した時点で目標期
間全体における取組や最終的な実績等を総括し、目標の達成度合
いについて実績評価を行う。 

○ 達成年度到来・継続事業評価： 
① 当該年度に達成年度が到来する事務事業等の評価 

過去に新規・拡充事業評価（事前評価）を実施し当該年度に
達成年度が到来する事業、過去に具体的な目標を設定していな
い事業であって社会的影響が大きいと想定されるもの又は予
算規模の大きいもの及びその他見直しを行う必要性が高い事
業等について、必要に応じ、実施計画の定めるところにより、
事業ごとに、事業評価を実施する。 

② 内閣の重要政策等を踏まえた評価 
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」における「成

果重視事業」並びに「公益法人に対する行政の関与の在り方の
改革実施計画」（平成14年３月29日閣議決定）及び「国からの
指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の
新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」（平
成18年８月15日閣議決定）において政策評価を実施することと
されている事項については、実施計画の定めるところにより事
業評価を実施する。 

○ 総合評価：所管行政に係る特定のテーマに関連する政策・施
策等について、政策の実施後に総合評価を実施する。 
総合評価のテーマは、政策評価に関する有識者会議の助言を踏

まえ決定する。 
○ その他の事後評価：上記のほか、事前評価を実施した政策の
事後評価については、必要に応じ、実施計画の定めるところに
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より実施する。 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果が、政策の企画立案作業における重要な情報
として活用され、適切に反映されるようにするため、政策評価
審議官が中心となって、政策の所管部局等における政策評価の
結果の取りまとめや評価結果の政策への反映を促進するととも
に、予算、法令等の取りまとめ部局との間の連携を確保する。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付けるための
窓口として、評価室がその任に当たることとし、インターネッ
トのホームページ等を活用して積極的な周知を図る。また、寄
せられた意見・要望については、関係する部局等において適切
に活用する。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度文部科学省政策評価実施計画（平成 21年３月 31日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政
策のうち、実施計画の計
画期間内に対象としよ
うとする政策（法第７条
第２項第１号に区分さ
れるもの）及び評価の方
式 

○ 実績評価：「文部科学省の使命と政策目標」の実現に 
向けて平成20年度に取り組んだ全ての施策を対象とする
（13政策目標－47施策目標）。 

○ 事業評価： 

① 以下の事業のうち、実績評価における政策手段の実

績の記述がない、もしくは実績を踏まえ更に事業評価

の必要があるもの 

ⅰ 過去に新規・拡充事業評価(事前評価)を実施し、

平成21年度に達成年度が到来する事業 

ⅱ 過去の事業評価において具体的な達成年度を設定

していない事業であって、社会的影響が大きいと想

定されるもの又は予算規模の大きいもの 

ⅲ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」に

おける「政策群」に位置づけられた個別の政策手段 

② 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」にお

ける「成果重視事業」 

③ その他見直しを行う必要性が高い事業 

○ 総合評価：「経済財政改革の基本方針2007」に基づき、

経済財政諮問会議より政策評価の重要対象分野等として

提示された政策を対象とする。なお、実績評価及び事業

評価で明らかになった個別の政策課題についても必要に

応じて評価対象とする。 

② 未着手・未了（法第７
条第２項第２号イ及び
ロに該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７
条第２項第３号に区分
されるもの） 

該当する政策なし 
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表 12－２ 文部科学省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式： 
92件 

＜８月公表＞ 
59件 
新規事業：34事業 
拡充事業：25事業 
〔表12－３－ア〕 

＜11月公表＞ 
33件 
新規事業：19事業 
拡充事業：14事業 
〔表12－３－イ〕 

評価の結果、22 年度
の新規・拡充事業と
して実施することが
必要とされた事業 

92 評価結果を踏まえ、概算要求
等に反映したもの 

33 

事業評価方式： 
４件 

(規制) 

〔表 12－３－ウ〕  

評価の結果、規制の
新設又は改廃が妥当
とされたもの 

４ 評価結果を踏まえ、規制の新
設又は改廃が行われたもの 

４ 

事

後

評

価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第２
項第１号） 

 

実績評価方式： 
13政策目標の下
に掲げる 47施策
目標 
〔表12－３－エ〕 

 

《施策目標の達成度合
い（又は進捗度合い）》 

 ① 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進め
た（進める予定） 

【引き続き推進】         

43 

 Ｓ（想定した以上に
達成（又は想定した
以上に順調に進捗）） 

５  概算要求に反映 43 
機構・定員要求に反映 22 

 
機構要求に反映 ５ 
定員要求に反映 22 

② 評価結果を踏まえ、評価
対象政策の改善・見直しを
行った（することとした又
はする予定） 

  【改善・見直し】 

４ 

Ａ（想定どおり達成
(又はおおむね順調
に進捗)） 

38 

Ｂ（一定の成果が上
がっているが、一部
については想定どお
り達成できなかった
(又は進捗にやや遅
れがみられる)） 

４  概算要求に反映 ４ 

機構・定員要求に反映 １ 

 
機構要求に反映 ０ 

定員要求に反映 １ 

政策の重点化等 １ 

政策の一部の廃止・休止・中止 ２ 

Ｃ（想定どおりには
達成できなかった
（又は想定したとお
りには進捗していな
い）） 

０ ③ 評価結果を踏まえ、当該
政策を廃止、休止又は中止
した（廃止、休止又は中止
する予定） 

【廃止・休止・中止】 

０ 

総合評価方式： 
１テーマ 

〔表12－３－オ〕 

－ １ 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた
（進める予定） 

【引き続き推進】 

１ 

未着手 

（法第７条第２
項第２号イ） 

該当する政策なし － － － － 

未了 

（法第７条第２
項第２号ロ） 

該当する政策なし － － － － 

その他の 
政策 
（法第７条第２
項第３号） 

該当する政策なし － － － － 

（注）  「事業評価方式：92件」については、「平成 22 年度予算編成の方針について」（平成 21年９
月 29 日閣議決定）を踏まえ行われた概算要求に伴う評価の結果（21 年 11月公表）のみが政策に
反映されている。このため、「評価実施件数」と「政策評価の結果の政策への反映状況の内訳別件
数」は一致しない。 
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表 12－３ 文部科学省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）平成 22 年度予算概算要求に向けて、以下の 59の新規・拡充事業を対象として評価を実施

し、その結果を 21年８月 31日に「文部科学省事業評価書－平成 22年度新規・拡充事業－」

として公表。 

 

表 12－３－ア 新規・拡充個別事業を対象として事前評価した政策（21 年８月公表） 

№ 評 価 対 象 政 策 

政策目標１ 生涯学習社会の実現 

１ 専修学校教育創造開発プラン（新規） 

２ 消費者教育推進事業（新規） 

３ 地域におけるキャリア教育・職業教育推進事業（新規） 

４ 放課後キャリア教育実践事業（新規） 
５ 学校支援地域本部事業（拡充） 
６ 地域協働による家庭教育支援活性化促進事業（新規） 
７ 学校におけるＩＣＴ活用事業の推進（拡充） 
８ 小中高等学校等における電子黒板等の整備事業（新規） 

政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 
９ 理科教育設備整備費等補助金（拡充） 
10 学校教育における消費者教育の推進（新規） 
11 英語教育改革総合プラン（拡充） 
12 退職教員等外部人材活用事業（拡充） 
13 高等学校におけるキャリア教育の推進（新規） 
14 免許状更新講習開設事業費等補助（拡充） 
15 スクール・ニューディール構想等の推進（拡充） 
16 高校奨学金事業等の充実・改善（新規） 
17 外国人児童生徒の総合的な学習支援事業（新規） 
18 幼稚園就園奨励費補助事業（拡充） 
19 教科用特定図書等普及推進事業（拡充） 
20 特別支援学校等と産業界が連携した実践的職業教育推進事業（新規） 

政策目標３ 義務教育の機会均等と水準の維持向上 
21 義務教育費国庫負担金（拡充） 

政策目標４ 個性が輝く高等教育の振興 

22 ＴＡを活用した学生実験実習の充実支援事業（新規） 
23 産学連携による分野別の評価活動支援事業（新規） 
24 アジア等における高度産業人材育成拠点支援事業（新規） 
25 先導的ＩＴスペシャリスト等育成推進プログラム（拡充） 
26 卒前の実習や薬剤師、看護師等高度チーム医療スタッフ養成事業（新規） 
27 医学部定員増に伴う学生実習設備等の整備事業（新規） 

政策目標５ 奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援の推進 
28 意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進（拡充） 

政策目標６ 私学の振興 
29 私学助成の充実（拡充） 

政策目標７ 科学技術・学術政策の総合的な推進 
30 職業教育の高度化プロジェクト（新規） 

31 実践型研究リーダー養成事業（新規） 

32 デジタル・ミュージアムの実現に向けた研究開発の推進（拡充） 
33 世界トップレベル研究拠点（ＷＰＩ）プログラム（拡充） 
34 科学技術外交の基盤をなす人材強化・環境整備推進事業（新規） 

政策目標９ 基礎研究の充実及び研究の推進のための環境整備 
35 科学研究費補助金（拡充） 

36 
政策や社会の養成に対応した人文・社会科学研究推進事業～異文化との対話を目指した「日本
研究」推進事業～（新規） 

37 若手研究者を活用した研究システムの改革支援事業（新規） 
38 産学官連携戦略展開事業（拡充） 
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39 産学人材交流促進事業（新規） 
40 ファクトリー・オン・キャンパス構築推進事業（新規） 
41 次世代スーパーコンピュータの開発・整備及びその利用促進（拡充） 
42 研究機器等利活用促進事業（新規） 

政策目標 10 科学技術の戦略的重点化 
43 脳科学研究戦略推進プログラム（拡充） 
44 再生医療の実現化プロジェクト（拡充） 
45 橋渡し研究支援推進プログラム（拡充） 
46 分子イメージング研究戦略推進プログラム（新規） 
47 新興・再興感染症研究拠点戦略型活用プログラム（新規） 
48 地震・津波観測監視システム（第Ⅱ期）（新規） 
49 気候変動適応研究推進イニシアチブ（新規） 
50 最先端超小型衛星群の開発・実証（新規） 
51 ＩＡＥＡ保障措置体制下における日本の保障措置制度の改善・強化（拡充） 
52 宇宙利用促進調整委託費（拡充） 

政策目標 11 スポーツの振興 
53 競技者・指導者等のスポーツキャリア形成支援事業（新規） 

政策目標 12 文化による豊かな社会の実現 

54 本物の舞台芸術体験事業（拡充） 

55 生活文化普及支援事業（新規） 
56 建造物防災施設等（重要文化財（建造物）「地域防災」モデル事業）（新規） 
57 建造物防災施設等（緊急防災施設耐震改修）（新規） 

政策目標 13 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進 
58 留学生交流の推進（拡充） 
59 グローバル化に対応した人材育成（新規） 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表12－４－①参照。 

２ 本表№30～52（23事業）は、研究開発事業である。 

 

また、その後に示された「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣

議決定）に基づく 22年度予算概算要求に当たり、以下の 33の新規・拡充事業を対象として

評価を実施し、その結果を平成 21年 11月 30日に「文部科学省事業評価書－平成 22年度新

規・拡充事業－」として同年 8月 31日の事業評価書を修正し、公表。 

 

表 12－３－イ 新規・拡充個別事業を対象として事前評価した政策（21 年 11月公表） 

№ 評 価 対 象 政 策 

政策目標１ 生涯学習社会の実現 
１ 専修学校教育創造開発プラン（新規） 
２ 地域におけるキャリア教育・職業教育推進事業（新規） 
３ 地域協働による家庭教育支援活性化促進事業（新規） 
４ 学校ＩＣＴ活用推進事業（拡充） 

政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 
５ 退職教員等人材活用事業（拡充） 
６ キャリア教育総合推進プラン（新規） 
７ 公立学校施設の耐震化等の推進（拡充） 
８ 高校奨学金事業等の充実・改善（新規） 
９ 幼稚園就園奨励費補助事業（拡充） 
10 教科用特定図書等普及推進事業（拡充） 

政策目標３ 義務教育の機会均等と水準の維持向上 
11 義務教育費国庫負担金（拡充） 

政策目標４ 個性が輝く高等教育の振興 
12 ＴＡを活用した学生実験実習の充実支援事業（新規） 
13 アジア等における高度産業人材育成拠点支援事業（新規） 

政策目標７ 科学技術・学術政策の総合的な推進 
14 実践型研究リーダー養成事業（新規） 
15 デジタル・ミュージアムの実現に向けた研究開発の推進（拡充） 
16 世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）（拡充） 
17 外国人研究者受入れ環境整備促進事業（仮称）（新規） 
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18 産学官民連携による地域イノベーションクラスター創成事業（仮称）（新規） 

政策目標９ 基礎研究の充実及び研究の推進のための環境整備 
19 科学研究費補助金（拡充） 
20 ポストドクター等の参画による研究支援体制の強化（新規） 
21 次世代スーパーコンピュータの開発・整備及びその利用促進（拡充） 

政策目標 10 科学技術の戦略的重点化 
22 脳科学研究戦略推進プログラム（拡充） 
23 再生医療の実現化プロジェクト（拡充） 
24 分子イメージング研究戦略推進プログラム（新規） 
25 感染症研究国際ネットワーク推進プログラム（新規） 
26 地震・津波観測監視システム（第Ⅱ期）（新規） 
27 気候変動適応研究推進イニシアチブ（新規） 
28 最先端超小型衛星群の開発・実証（新規） 
29 ＩＡＥＡ保障措置体制下における日本の保障措置制度の改善・強化（拡充） 
30 宇宙利用促進調整委託費（拡充） 

政策目標 11 スポーツの振興 
31 競技者・指導者等のスポーツキャリア形成支援事業（新規） 

政策目標 12 文化による豊かな社会の実現 
32 子どものための優れた舞台芸術体験事業（新規） 
33 建造物防災施設等（緊急防災施設耐震改修）（新規） 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表12－４－②参照。 

２ 本表№14～30（17事業）は、研究開発事業である。 

 

（２）規制の新設又は改廃に係る４政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 22年３月５

日に「放射性同位元素等による放射線障害の防止に係る規制の事前評価書」として公表。 

 

表 12－３－ウ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ クリアランス制度の導入 

２ 放射化物への規制の導入 

３ 廃止措置の強化 

４ 譲渡譲受制限の合理化 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表12－４－③参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度文部科学省政策評価実施計画」に基づき、13政策目

標の下に掲げる 47施策目標を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「文

部科学省実績評価書－平成 20年度実績－」として公表。 

 

表 12－３－エ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

政策目標１ 生涯学習社会の実現 

１ 教育改革に関する基本的な政策の推進等 引き続き推進 

２ 生涯を通じた学習機会の拡大 改善・見直し 

３ 地域の教育力の向上 改善・見直し 

４ 家庭の教育力の向上 改善・見直し 

５ ＩＣＴを活用した教育・学習の振興 引き続き推進 

政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 

６ 確かな学力の育成 引き続き推進 

７ 豊かな心の育成 引き続き推進 
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８ 児童生徒の問題行動等への適切な対応 引き続き推進 

９ 青少年の健全育成 引き続き推進 

10 健やかな体の育成及び学校安全の推進 引き続き推進 

11 地域住民に開かれた信頼される学校づくり 引き続き推進 

12 魅力ある優れた教員の養成・確保 引き続き推進 

13 安全・安心で豊かな学校施設の整備推進 引き続き推進 

14 教育機会の確保のための特別な支援づくり 引き続き推進 

15 幼児教育の振興 引き続き推進 

16 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進 引き続き推進 

政策目標３ 義務教育の機会均等と水準の維持向上 

17 義務教育に必要な教職員の確保 引き続き推進 

政策目標４ 個性が輝く高等教育の振興 

18 大学などにおける教育研究の質の向上 引き続き推進 

19 大学などにおける教育研究基盤の整備 引き続き推進 

政策目標５ 奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援の推進 

20 意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進 引き続き推進 

政策目標６ 私学の振興 

21 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興 引き続き推進 

政策目標７ 科学技術・学術政策の総合的な推進 

22 科学技術関係人材の育成及び科学技術に関する国民意識の醸成 引き続き推進 

23 科学技術が及ぼす倫理的・法的・社会的課題への責任ある取組の推進 引き続き推進 

24 地域における科学技術の振興 引き続き推進 

25 科学技術システム改革の先導 引き続き推進 

26 科学技術の国際活動の戦略的推進 引き続き推進 

政策目標８ 原子力の安全及び平和利用の確保 

27 
原子力安全対策、核物質の防護及び転用の防止、並びに環境放射能の把
握 

引き続き推進 

政策目標９ 基礎研究の充実及び研究の推進のための環境整備 

28 学術研究の振興 引き続き推進 

29 研究成果の創出と産学官連携などによる社会還元のための仕組みの強化 引き続き推進 

30 科学技術振興のための基盤の強化 引き続き推進 

政策目標10 科学技術の戦略的重点化 

31 ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進 引き続き推進 

32 情報通信分野の研究開発の重点的推進 引き続き推進 

33 環境・海洋分野の研究開発の重点的推進 引き続き推進 

34 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進 改善・見直し 

35 原子力分野の研究・開発・利用の推進 引き続き推進 

36 宇宙・航空分野の研究・開発・利用の推進 引き続き推進 

37 新興・融合領域の研究開発の推進 引き続き推進 

38 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進 引き続き推進 

政策目標11 スポーツの振興 

39 子どもの体力の向上 引き続き推進 

40 生涯スポーツ社会の実現 引き続き推進 

41 我が国の国際競技力の向上 引き続き推進 

政策目標12 文化による心豊かな社会の実現 

42 芸術文化の振興 引き続き推進 

43 文化財の保存及び活用の充実 引き続き推進 

44 日本文化の発信及び国際文化交流の推進 引き続き推進 

45 文化芸術振興のための基盤の充実 引き続き推進 

政策目標13 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進 

46 国際交流の推進 引き続き推進 

47 国際協力の推進 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表12－４－④参照。 

 

（２）総合評価方式を用いて、以下の１つのテーマについて厚生労働省と共同で評価を実施し、

その結果を平成 21年 11月 30日に「重要対象分野に関する評価書」として公表。 
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表 12－３－オ 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 医師確保対策 引き続き推進 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表12－４－⑤参照。 
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政策体系（文部科学省）
※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

文部科学省の使命
　教育、科学技術・学術、文化、スポーツの振興を未来への先行投資と位置づけ、これを通じ、「教育・文化立国」と「科学技術創造立国」を
実現する。

政策目標１  生涯学習社会の実現

施策目標１－１ 教育改革に関する基本的な政策の推進等

施策目標１－２ 生涯を通じた学習機会の拡大

施策目標１－３ 地域の教育力の向上

施策目標１－４ 家庭の教育力の向上

施策目標１－５ ＩＣＴを活用した教育・学習の振興

政策目標２  確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり

施策目標２－１ 確かな学力の育成

施策目標２－２ 豊かな心の育成

施策目標２－３ 児童生徒の問題行動等への適切な対応

施策目標２－４ 青少年の健全育成

施策目標２－５ 健やかな体の育成及び学校安全の推進

施策目標２－６ 地域住民に開かれた信頼される学校づくり

施策目標２－７ 魅力ある優れた教員の養成・確保

施策目標２－８ 安全・安心で豊かな学校施設の整備推進

施策目標２－９ 教育機会の確保のための特別な支援づくり

施策目標２－10 幼児教育の振興

施策目標２－11 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進

政策目標３  義務教育の機会均等と水準の維持向上

施策目標３－１ 義務教育に必要な教職員の確保

政策目標４  個性が輝く高等教育の振興

施策目標４－１ 大学などにおける教育研究の質の向上

施策目標４－２ 大学などにおける教育研究基盤の整備

政策目標５  奨学金制度による意欲･能力のある個人への支援の推進

施策目標５－１ 意欲･能力のある学生に対する奨学金事業の推進

政策目標６  私学の振興

施策目標６－１ 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興

政策目標７  科学技術･学術政策の総合的な推進

施策目標７－１ 科学技術関係人材の育成及び科学技術に関する国民意識の醸成

施策目標７－２ 科学技術が及ぼす倫理的・法的・社会的課題への責任ある取組の推進

施策目標７－３ 地域における科学技術の振興

施策目標７－４ 科学技術システム改革の先導

施策目標７－５ 科学技術の国際活動の戦略的推進

政策目標８  原子力の安全及び平和利用の確保

施策目標８－１ 原子力安全対策、核物質の防護及び転用の防止、並びに環境放射能の把握

別表
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（注）　政策ごとの予算との対応については、文部科学省ホームページ

　　 （http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/01/26/1287202_2_1.pdf）参照

政策目標９  基礎研究の充実及び研究の推進のための環境整備

施策目標９－１ 学術研究の振興

施策目標９－２ 研究成果の創出と産学官連携などによる社会還元のための仕組みの強化

施策目標９－３ 科学技術振興のための基盤の強化

政策目標10  科学技術の戦略的重点化

施策目標10－１ ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進

施策目標10－２ 情報通信分野の研究開発の重点的推進

施策目標10－３ 環境･海洋分野の研究開発の重点的推進

施策目標10－４ ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進

施策目標10－５ 原子力分野の研究・開発・利用の推進

施策目標10－６ 宇宙・航空分野の研究・開発・利用の推進

施策目標10－７ 新興・融合領域の研究開発の推進

施策目標10－８ 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進

政策目標11  スポーツの振興

施策目標11－１ 子どもの体力の向上

施策目標11－２ 生涯スポーツ社会の実現

施策目標11－３ 我が国の国際競技力の向上

政策目標12  文化による心豊かな社会の実現

施策目標12－１ 芸術文化の振興

施策目標12－２ 文化財の保存及び活用の充実

施策目標12－３ 日本文化の発信及び国際文化交流の推進

施策目標13－２ 国際協力の推進

施策目標12－４ 文化芸術振興のための基盤の充実

政策目標13  豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進

施策目標13－１ 国際交流の推進
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≪厚生労働省≫ 

 

表 13－１ 厚生労働省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第２期）（平成19年３月30日策定）  

平成19年９月28日改正   平成20年３月31日改正 平成21年３月31日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 19 年度から 23年度までの５年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 事前評価は、事業評価方式を基本とする。 
○ 事前評価の対象とする政策は、次のとおりとする。 

① 法第９条に規定する政策 
② 予算要求又は財政投融資資金要求を伴う新たな政策であっ

て、重点的な施策とするもの又は10億円以上の費用を要する
ことが見込まれるもの（政策の決定を伴わないもの、政策効
果の把握の手法等の段階的な調査、研究及び開発が必要なも
の及び補償的な費用であり、効率性、有効性などの政策評価
の観点になじまないものを除く。） 

③ 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づき事前評価
の対象とすることとされた研究開発 

③ 事後評価の対
象等 

○ 事後評価の対象とする政策は、次のとおりとする。 
（１）政策体系に基づき対象とする政策 

  評価予定表を基礎として原則以下の場合に実施することと
し、毎年度実施計画において具体的に定める。 
① 政策体系の施策目標について、政策の特性に応じて定期的

な見直しを行う場合 
② 重点評価課題として評価を行う場合 
ａ 施政方針演説等で示された内閣としての重要政策 
ｂ 政策群に位置付けられた政策 
ｃ 政策評価の重要対象分野等として提示された政策 
ｄ 厚生労働省の主要な制度の新設・改定等 

③ 政策体系の施策目標について、当該施策目標の指標のモニ
タリング結果や推移により必要が生じた場合 

（２）研究開発 
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づき事後評価

の対象とすることとされたもの 
（３）個々の公共事業 

「水道施設整備事業の評価の実施について」で定めるところ
により事後評価の対象とすることとしたもの 

（４）事前評価を実施した政策 
・ 事前評価の実施後、一定期間が経過したもの 
・ 事前評価の際に設定した評価指標のモニタリング結果や 
推移、政策効果の発現時期を参考にして必要が生じたもの 

（５）法第７条第２項第２号に規定する政策 
（６）骨太方針に基づき定める成果重視事業 
（７）その他その政策が国民生活又は社会経済に相当程度の影響 

を及ぼすと認められるもの 
○ 事後評価は、上記（１）①及び②の場合については実績評価又

は総合評価方式、（１）③、（５）及び（７）の場合については
事業評価、実績評価又は総合評価方式、（２）、（３）、（４）
及び（６）の場合については事業評価方式を基本とする。 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 担当部局等は、評価結果を、新たな政策の企画立案（予算、組
織・定員要求を含む）、既存の政策の見直し・改善に反映させる
ための情報として活用する。 

○ 査定課は、担当部局等から提出された評価書等を政策の採択等
の情報として活用する。 

○ 政策評価官室は、政策評価と予算・決算等の連携を強化するた
め、関連する閣議決定等の趣旨を踏まえ必要な取組を推進すると
ともに、担当部局及び査定課と緊密な連携を図る。 

○ 担当部局等は、毎年度一回、評価結果の政策への反映状況につ
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いて、政策評価官室に報告し、政策評価官室は、それらの反映状
況を取りまとめた後、速やかに公表する。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見等については、厚生労働省ホ
ームページ等において、広く受け付ける。政策評価官室は、外部
からの意見に対して、担当部局等と調整の上、回答を行うなど適
切な対応に努めるものとする。 

実施計画の
名称 

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成21年度）（平成21年３月31

日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策
のうち、実施計画の計画期
間内に対象としようとす
る政策（法第７条第２項第
１号に区分されるもの）及
び評価の方式 

○ 実績評価：38の施策目標（24の施策目標については、

重点評価課題として評価を実施。） 

※ 実績評価方式による事後評価を実施しない施策目標に

ついては、評価指標のモニタリングを実施し、その結果を

公表する。 

○ 総合評価：２の重点評価課題 
○ 事業評価：事前評価の実施後、一定期間が経過した

19 の事業及び６の成果重視事業（注） 

② 未着手・未了（法第７条
第２項第２号イ及びロに
該当するもの） 

○ 未着手：該当する政策なし 
○ 未了：個々の公共事業であって、評価実施要領で定

めるところにより事後評価の対象とすることとした
もの 

③ その他の政策（法第７条
第２項第３号に区分され
るもの） 

○ 以下に掲げる政策について、実績評価方式、総合評
価方式又は事業評価方式により実施。 
① 政策体系の施策目標に係る指標のモニタリング結
果や推移により評価の必要が生じた政策 

② 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づ
き、総合科学技術会議において事後評価の対象とす
ることとされた研究開発 

③ 個々の公共事業であって、評価実施要領で定める
ところにより事後評価の対象とすることとしたもの 

④ 事前評価の際に設定した評価指標のモニタリング
結果や推移、政策効果の発現時期を参考にして評価
の必要が生じたもの 

⑤ その他国民生活又は社会経済に相当程度の影響を
及ぼすと認められる政策のうち本計画の計画期間内
に見直しが必要となったもの 

（注）６の成果重視事業のうちの１事業の評価は、旧社会保険庁の実施庁評価による。 
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表 13－２ 厚生労働省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象

としようとした政

策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 

の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 

反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：

５件 

（新規事業等） 

〔表13－３－ア〕 

事業の政策効果が
有効であると認め
られたため予算要
求を行う 

５ 評価結果を踏まえ、評価対象事業（施
策）を実施することとした（実施す
ることを予定） 

５ 

 概算要求に反映 ５ 

機構・定員要求に反映 １ 

事業評価方式：

84件 

（個別公共事業） 

〔表13－３－イ〕 

新規採択が妥当で

ある 
84 評価結果を踏まえ、新規に実施する

こととした 
84 

事業評価方式：

28件 

（研究開発） 

〔表13－３－ウ〕 

新規採択が妥当で

ある 
28 評価結果を踏まえ、新規に実施する

こととした 
28 

 概算要求に反映 28 

事業評価方式：

11件 

（規制） 

〔表13－３－エ〕 

規制の新設又は改
廃が妥当である 

11 評価結果を踏まえ、法令改正により、
規制の新設又は改廃を行うこととし
た（行うことを予定） 

11 

事 
後 
評 
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 

（法第７条第２項
第１号） 

 

実績評価方式：

38件 

〔表13－３－オ〕 

 

見直しを行わず引
き続き実施 

16 ① 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた（進める予
定） 

     【引き続き推進】 

16 

 概算要求に反映 16 

機構・定員要求に反映 １ 

施策全体として予
算規模の縮小等の
見直しを検討 

３  機構要求に反映 １ 

定員要求に反映 １ 

② 評価結果を踏まえ、評価対象政
策の改善・見直しを行った（する
こととした又はする予定） 

【改善・見直し】 

22 

施策全体として予

算の新規要求、拡

充要求等の見直し

を検討 

19  概算要求に反映 22 

機構・定員要求に反映 ７ 

 機構要求に反映 ３ 

定員要求に反映 ７ 

政策の重点化等 ７ 

 政策の一部の廃止・休止・中止 １ 

事業評価方式：

19件 

（継続事業） 

〔表13－３－カ〕 

 

継続が妥当である 17 ① 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた（進める予
定） 

【引き続き推進】 

12 

 概算要求に反映 12 

② 評価結果を踏まえ、評価対象政
策の改善・見直しを行った（する
こととした又はする予定） 

【改善・見直し】 

５ 

 概算要求に反映 ５ 

とりやめが妥当で

ある 
１ ③ 評価結果を踏まえ、評価対象政

策を廃止・休止・中止（すること
とした又はする予定） 

【廃止・休止・中止】 

１ 

 実施した事業は妥

当 
１ ④ 評価結果を踏まえ、今後も同様

の施策に反映させる 
 

１ 
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政策評価の対象

としようとした政

策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 

の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 

反映状況の内訳別件数 

事業評価方式：

５件 

（成果重視事業） 

〔表13－３－キ〕 

目標の達成に向け
て取組を進める 

 

５ 評価結果を踏まえ、これまでの取組
を引き続き進めた（進める予定） 

【引き続き推進】 

５ 

 概算要求に反映 ５ 

総合評価方式：

１件 

〔表13－３－ク〕 

－ １ 評価結果を踏まえ、これまでの取組
を引き続き進めた（進める予定） 

【引き続き推進】 

１ 

未着手 

（法第７条第２項

第２号イ） 

該当する政策なし － － － － 

未了 

（法第７条第２項

第２号ロ） 

事業評価方式：
28件 
（個別公共事業

（再評価）） 

〔表13－３－ケ〕 

継続が妥当である 27 ① 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた（進める予
定） 

     【引き続き推進】 

27 

休止又は中止が妥
当である 

１ ② 評価結果を踏まえ、当該政策を
廃止・休止・中止した（廃止・休
止・中止する予定） 

【廃止・休止・中止】 

１ 

その他の 
政策 

（法第７条第２項

第３号） 

事業評価方式：

47件 

（個別公共事業

（再評価）） 

〔表13－３－ケ〕 

継続が妥当である 46 ① 評価結果を踏まえ、これまでの 
取組を引き続き進めた（進める予
定） 

【引き続き推進】 

46 

休止又は中止が妥
当である 

１ ② 評価結果を踏まえ、当該政策を
廃止・休止・中止した（廃止・休
止・中止する予定） 

【廃止・休止・中止】 

１ 

事業評価方式：

408件 

（個別研究開発課

題） 

〔表13－３－コ〕 

行政課題の解決に
貢献している 

408 今後同種の政策の企画立案や次期研
究開発課題の実施に際し反映する予
定である 

408 

（注）１ 個別公共事業（再評価）のうち、法令により政策評価が義務付けられているものについては、法
第７条第２項第２号ロに該当するものとして、「未了」欄に、また、厚生労働省が自主的に取り組
んでいるものについては、「その他の政策」欄に、それぞれ掲載している。 

   ２ 「厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成 21 年度）」では、２の重点対象課題
について総合評価を実施することとしているが、社会経済情勢等の変化により、１課題のみ実施し
ている。 
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表 13－３ 厚生労働省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第２期）」に基づき、平成 22年度予算概

算要求を伴う新たな政策（事業）のうち、５の政策を対象として評価を実施し、その結果を

21 年８月 28日及び 22年１月５日に「平成 21年度新規事業に関する事業評価書（事前）」と

して公表。 

 

表 13－３－ア 新規個別事業等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 周産期医療体制の基盤整備・強化 

２ 労働契約法等活用支援事業 

３ 治療と職業生活の両立等の支援のためのモデル事業（新規） 

４ 未就職卒業者正規雇用化特別奨励金（仮称）の創設 

５ 中小企業における最低賃金の引上げの円滑な実施のための環境整備事業 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－①参照。 

 

（２）新規採択を要求している公共事業の 84の実施地区を対象として事業評価（事前評価）を実

施し、その結果を平成 21年５月 13日に「個別公共事業の評価書」として公表。 

 

表 13－３－イ 個別公共事業を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 簡易水道等施設整備事業（16（１）地区） 

２ 水道水源開発等施設整備事業（68（８）地区） 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－②参照。 

２ 本表の地区数のうち、（ ）内は、平成20年度予算に係る事前評価の対象地区数であり内数。 

 

（３）平成 22年度予算概算要求を行う 28の研究開発を対象として評価を実施し、その結果を 21

年８月 28日に「厚生労働省の平成 22年度研究事業に関する評価」として公表。 

 

表 13－３－ウ 個別研究開発を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 厚生労働科学研究費補助金による研究事業（27事業） 

２ 基礎研究推進事業費（１事業） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－③参照。 

 

（４）以下の 11の規制を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年４月 16日、９月 30日、

10 月 16日、10月 26日、22年１月 20日、１月 28日及び３月 18日に「規制影響分析書」と

して公表。 
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表 13－３－エ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 新規承認医薬品に関する広告制限対象への追加 

２ ３歳未満の子を持つ労働者に対して勤務時間の短縮措置の義務付け等 

３ 新規承認医薬品に関する広告制限対象への追加 

４ 特例承認の対象となる医薬品の指定 

５ 石綿に係る労働者の健康障害防止対策のための規制強化 

６ 
医薬品に関する広告制限の対象の追加（腎細胞がん治療薬「エベロリムス」及びその製剤につい
て） 

７ 子ども手当の受給資格の認定の適正性を確保するための調査等 

８ 常時雇用する労働者以外の労働者派遣の原則禁止等の労働者派遣事業の規制の強化 

９ 
労働者派遣事業における派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合等の情報
提供義務の創設等 

10 労働者派遣事業における違法派遣に対する迅速・的確な対処措置の整備等 

11 派遣先の事業場に対する立入検査等 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－④参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第２期）」及び

「厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成 21年度）」に基づき、38の施策目

標について評価を実施し、その結果を平成 21年８月 28日に「平成 21年度実績評価書」とし

て公表。 

 

表 13－３－オ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 
日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備す
ること 

改善・見直し 

２ 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること 改善・見直し 

３ 医療情報化インフラの普及を推進すること 改善・見直し 

４ 感染症の発生・まん延の防止を図ること 改善・見直し 

５ 
有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できるようにするこ
と 

改善・見直し 

６ 
希少疾病ワクチン・抗毒素の国家備蓄を行うとともに、各種ワクチンの需要
に応じた安定供給を図ること 

改善・見直し 

７ 
新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図る
こと 

改善・見直し 

８ 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること 引き続き推進 

９ 
生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる死亡
者の減少を図ること 

引き続き推進 

10 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること 改善・見直し 

11 
規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進する
こと 

改善・見直し 

12 労働条件の確保・改善を図ること 改善・見直し 

13 
労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づ
くりを推進すること 

改善・見直し 

14 迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保護を図ること 引き続き推進 

15 
労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を推進する
こと 

改善・見直し 
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16 個別労働紛争の解決の促進を図ること 引き続き推進 

17 公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること 改善・見直し 

18 地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること 改善・見直し 

19 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること 改善・見直し 

20 
雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保
障等を図ること 

引き続き推進 

21 多様な職業能力開発の機会を確保すること 改善・見直し 

22 若年者等に対して職業キャリア支援を講ずること 改善・見直し 

23 
男女労働者が多様な個性や能力を発揮でき、かつ仕事と家庭の両立ができる
雇用環境及び多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること 

改善・見直し 

24 地域における子育て支援等施策の推進を図ること 引き続き推進 

25 児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供すること 改善・見直し 

26 
保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応できる保育サ
ービスを確保すること 

引き続き推進 

27 児童虐待や配偶者による暴力等への支援体制の充実を図ること 引き続き推進 

28 母子保健衛生対策の充実を図ること 引き続き推進 

29 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること 引き続き推進 

30 
地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を
図ること 

改善・見直し 

31 
社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進すること等により、
より質の高い福祉サービスを提供すること 

引き続き推進 

32 戦没者の遺骨の収集等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉すること 改善・見直し 

33 
障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地
域における支援体制を整備すること 

改善・見直し 

34 公的年金制度の持続可能性を確保すること 引き続き推進 

35 
高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社
会参加を推進すること 

引き続き推進 

36 
介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護サービ
ス基盤の整備を図ること 

引き続き推進 

37 国際機関の活動への参画・協力を推進すること 引き続き推進 

38 厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施を確保すること 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－⑤参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、平成 17年度に事業評価（事前評価）を実施した 18年度予算概算

要求に係る新規事業のうち、21 年度における継続事業 19事業を対象として評価を実施し、

その結果を 21年８月 28日に「平成 21年度継続事業に関する事業評価書（事後）」として公

表。 

 

表 13－３－カ 事業評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ がん診療連携拠点病院機能強化事業（がん医療水準の均てん化促進事業） 引き続き推進 

２ 医療施設の耐震化を促進するための補助事業 引き続き推進 

３ 女性医師支援センター事業（医師再就業支援事業） 引き続き推進 

４ 
潜在助産師復職研修事業 
（産科診療所における助産師確保のためのモデル事業） 

改善・見直し 

５ 看護職員の確保が困難な地域・医療機関の看護職員確保のためのモデル事業 引き続き推進 

６ がん医療水準均てん化の推進に向けた看護職員資質向上対策 改善・見直し 

７ 臨床研修費等補助金 改善・見直し 

８ がん対策情報センター 引き続き推進 

９ 生活保護受給者等就労支援事業 引き続き推進 

10 刑務所出所者等就労支援事業 引き続き推進 

11 ジョブカフェ等によるきめ細かな就職支援 引き続き推進 

12 若者の就業をめぐる悩みに対する専門的相談体制の整備 改善・見直し 
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13 ホームレス等就業支援事業（ホームレス就業支援事業） 引き続き推進 

14 
地域若者サポートステーション事業 
（地域における若者自立支援ネットワーク整備モデル事業） 

改善・見直し 

15 
技能継承等支援センター事業 
（2007年問題に直面する中小企業等への技能継承支援の展開） 

廃止・休止・中止 

16 母子保健医療対策等総合支援事業の充実 引き続き推進 

17 
介護予防市町村支援事業 
（介護予防に係る事業評価・市町村支援事業費） 

引き続き推進 

18 地域支援事業 引き続き推進 

19 継続的評価分析等に要する経費 － 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－⑥参照。 

２ №19は、事業終了後の評価を実施したものである。 

 

（３）事業評価方式を用いて、「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第２期）」及び

「厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成 21年度）」に基づき、５つの成 

果重視事業を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 28日に「平成 21年度成果

重視事業評価書」として公表。 

 

表 13－３－キ 事業評価方式により事後評価した政策（成果重視事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 厚生労働省ネットワーク（共通システム）最適化事業 引き続き推進 

２ 職業安定行政関係業務の業務・システム最適化事業 引き続き推進 

３ 労災保険給付業務の業務・システム最適化事業 引き続き推進 

４ 監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化事業 引き続き推進 

５ 労働保険適用徴収業務の業務・システム最適化事業 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－⑦参照。 

 

（４）総合評価方式を用いて、「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第２期）」及び

「厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成 21年度）」に基づき、１課題につ

いて評価を実施し、平成 21年 11月 30日に「平成 21年度総合評価書」として公表。 

 

表 13－３－ク 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 医師確保対策 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－⑧参照。 

 

（５）事業評価方式を用いて、事業採択後原則５年を経過した公共事業の 75実施地区を対象とし

て再評価を実施し、その結果を平成 21年５月 13日に「個別公共事業の評価書」として公表。 

 

表 13－３－ケ 事業評価方式により事後評価した政策（公共事業の再評価） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 簡易水道等施設整備事業（32（１）地区） 

引き続き推進 
（30地区） 
廃止・休止・中止 
（２地区） 
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２ 水道水源開発等施設整備事業（39（１）地区） 引き続き推進 

３ 水道水源開発施設整備事業（４地区） 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－⑨参照。 

２ 本表の地区数のうち、（ ）内は、平成20年度予算に係る再評価の対象地区数であり内数。 

 

（６）事業評価方式を用いて、平成 20年度に終了した 408 研究課題を対象として評価を実施し、

その結果を平成 21年８月 28日に「厚生労働科学研究費補助金の成果に関する評価」として

公表。 

 

表 13－３－コ 事業評価方式により事後評価した政策（終了後の個別研究開発課題） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 
Ⅰ行政政策研究分野 

行政政策研究（26課題） 

２ 厚生労働科学特別研究（22課題） 

３ 
Ⅱ厚生科学基盤研究分野 

先端的基盤開発研究（36課題） 

４ 臨床応用基盤研究（21 課題） 

５ 

Ⅲ疾病・障害対策研究分野 

長寿科学総合研究（25課題） 

６ 子ども家庭総合研究（７課題） 

７ 第３次対がん総合戦略研究（39課題） 

８ 循環器疾患等生活習慣病対策総合研究（20課題） 

９ 障害関連研究（17課題） 

10 エイズ・肝炎・新興再興感染症研究（37課題） 

11 免疫アレルギー疾患等予防治療研究（13課題） 

12 こころの健康科学研究（24課題） 

13 難治性疾患克復研究（７課題） 

14 

Ⅳ健康安全確保総合研究分野 

地域医療基盤開発推進研究（31課題） 

15 労働安全衛生総合研究（５課題） 

16 食品医薬品等リスク分析研究（62課題） 

17 健康安全・危機管理対策総合研究（16課題） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表13－４－⑩参照。 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

　

政策体系（厚生労働省）

厚生労働省の使命
　厚生労働省は、国民一人ひとりが、家庭、職場、地域等において、持てる力を発揮し、ともに支え合いながら、健やかに安心して生涯を送るこ
とができるよう、社会保障政策・労働政策を通じて、将来にわたる国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与することをその使命とする。

基本目標 施策目標（幹） 施策目標（枝）

Ⅰ　安心・信頼して
かかれる医療の確
保と国民の健康づ
くりを推進すること

１　地域において必要な医療を提
供できる体制を整備すること

１　日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整
備すること

２　必要な医療従事者を確保する
とともに、資質の向上を図ること

１　今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること

２　医療従事者の資質の向上を図ること

３　利用者の視点に立った、効率
的で安心かつ質の高い医療サー
ビスの提供を促進すること

１　医療情報化インフラの普及を推進すること

２　総合的な医療安全確保対策の推進を図ること

４　国が医療政策として担うべき
医療（政策医療）を推進すること

１　政策医療を向上・均てん化させること

５　感染症など健康を脅かす疾病
を予防・防止するとともに、感染者
等に必要な医療等を確保すること

１　感染症の発生・まん延の防止を図ること

２　治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実させるこ
と

３　適正な移植医療を推進すること

４　原子爆弾被爆者等を援護すること

６　品質・有効性・安全性の高い
医薬品・医療機器を国民が適切
に利用できるようにすること

１　有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できるようにす
ること

２　医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対策等を
推進すること

３　医薬品の適正使用を推進すること

７　安全で安心な血液製剤を安定
的に供給すること

１　健康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、使用適正化を推進
し、安全性の向上を図ること

８　保健衛生上必要不可欠なワク
チン等の安定供給を確保するとと
もに、緊急時等の供給体制につ
いても準備をすすめること

１　希少疾病ワクチン・抗毒素の国家備蓄を行うとともに、各種ワクチンの需
要に応じた安定供給を図ること

９　新医薬品・医療機器の開発を
促進するとともに、医薬品産業等
の振興を図ること

１　新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を
図ること

10　全国民に必要な医療を保障
できる安定的・効率的な医療保険
制度を構築すること

１　適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

２　生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費の適正
化を図ること

11　妊産婦・児童から高齢者に至
るまでの幅広い年齢層において、
地域・職場などの様々な場所で、
国民的な健康づくりを推進するこ
と

１　地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保険医
療体制の確保を図ること

２　生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる
死亡者の減少を図ること

３　安全・安心な職場づくりを推進すること（基本目標Ⅲ施策目標２を参照）

４　母子保健衛生対策の充実を図ること（基本目標Ⅵ施策目標５を参照）

５　高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び
社会参加を推進すること（基本目標Ⅸ施策目標３－１を参照）

12　健康危機管理を推進すること １　健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制を整備す
ること

別表
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Ⅱ　安心・快適な生
活環境づくりを衛生
的観点から推進す
ること

１　食品等の安全性を確保するこ
と

１　食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること

２　安全で質が高く災害に強い水
道を確保すること

１　安全で質が高く災害に強い水道を確保すること

３　麻薬・覚せい剤等の乱用を防
止すること

１　規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推
進すること

４　国民生活を取り巻く化学物質
による人の健康被害を防止するこ
と

１　化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること

５　生活衛生の向上・推進を図る
こと

１　生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興等により、生活衛生の向
上、増進を図ること

Ⅲ　労働者が安心
して快適に働くこと
ができる環境を整
備すること

１　労働条件の確保・改善を図る
こと

１　労働条件の確保・改善を図ること

２　安全・安心な職場づくりを推進
すること

１　労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職
場づくりを推進すること

３　労働災害に被災した労働者等
の公正な保護を行うとともに、そ
の社会復帰の促進等を図ること

１　迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保護を図ること

２　被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

４　勤労者生活の充実を図ること １　労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を促進
すること

２　豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること

５　パートタイム労働者の均衡待
遇の確保を推進するとともに、在
宅就業及び家内労働の適正な就
業環境を整備すること（基本目標
Ⅵ施策目標１－１を参照）

６　安定した労使関係等の形成を
促進すること

１　労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルー
ルの確立及び普及等を図るとともに集団的労使紛争の迅速かつ適切な解
決を図ること

７　個別労働紛争の解決の促進を
図ること

１　個別労働紛争の解決の促進を図ること

８　労働保険適用徴収業務の適
正かつ円滑な実施を図ること

１　労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること

Ⅳ　経済・社会の
変化に伴い多様な
働き方が求められ
る労働市場におい
て労働者の職業の
安定を図ること

１　労働力需給のミスマッチの解
消を図るために需給調整機能を
強化すること

１　公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること

２　雇用機会を創出するとともに
雇用の安定を図ること

１　地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること

３　労働者等の特性に応じた雇用
の安定・促進を図ること

１　高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること

４　求職活動中の生活の保障等を
行うこと

１　雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするため
の保障等を図ること

Ⅴ　労働者の職業
能力の開発及び向
上を図るとともに、
その能力を十分に
発揮できるような環
境整備をすること

１　多様な職業能力開発の機会を
確保すること

１　多様な職業能力開発の機会を確保すること

２　働く者の職業生涯を通じた持
続的な職業キャリア形成への支
援をすること

１　若年者等に対して職業キャリア支援を講ずること

２　福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること

３　「現場力」の強化と技能の継
承・振興を推進すること

１　技能継承・振興のための施策を推進すること
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Ⅵ　男女がともに
能力を発揮し、安
心して子どもを産
み育てることなどを
可能にする社会づ
くりを推進すること

１　男女労働者が多様な個性や
能力を発揮でき、かつ仕事と家庭
の両立ができる雇用環境及び多
様な就業ニーズに対応した就業
環境を整備すること

１　男女労働者が多様な個性や能力を発揮でき、かつ仕事と家庭の両立が
できる雇用環境及び多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること

２　利用者のニーズに対応した多
様な保育サービスなどの子育て
支援事業を提供し、子どもの健全
な育ちを支援する社会を実現する
こと

１　地域における子育て支援等施策の推進を図ること

２　児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供すること

３　保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応できる保
育サービスを確保すること

３　子育て家庭の生活の安定を図
ること

１　子育て家庭の生活の安定を図ること

４　児童虐待や配偶者による暴力
等の発生予防から保護・自立支
援までの切れ目のない支援体制
を整備すること

１　児童虐待や配偶者による暴力等への支援体制の充実を図ること

５　母子保健衛生対策の充実を図
ること

１　母子保健衛生対策の充実を図ること

６　総合的な母子家庭等の自立を
図ること

１　母子家庭の母等の自立のための総合的な支援を図ること

Ⅶ　利用者の視点
に立った質の高い
福祉サービスの提
供等を図ること

１　生活困窮者に対し適切に福祉
サービスを提供すること

１　生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること

２　地域社会のセーフティネット機
能を強化し、地域の要援護者の
福祉の向上を図ること

１　地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向
上を図ること

３　災害時の被災者等に対し適切
に福祉サービスを提供すること

１　災害に際し応急的な支援を実施すること

４　福祉サービスを支える人材養
成、利用者保護等の基盤整備を
図ること

１　社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進すること等に
より、より質の高い福祉サービスを提供すること

５　戦傷病者、戦没者遺族、中国
残留邦人等を援護するとともに、
旧陸海軍の残務を整理すること

１　戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の
援護を行うこと

２　戦没者の遺骨の収集等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉すること

３　中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を
支援すること

４　旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧陸海軍に
関する恩給請求書を適切に進達すること

Ⅷ　障害のある人
も障害のない人も
地域でともに生活
し、活動する社会
づくりを推進するこ
と

１　必要な保健福祉サービスが的
確に提供される体制を整備し、障
害者の地域における自立を支援
すること

１　障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場
や地域における支援体制を整備すること

２　障害者の雇用を促進すること（基本目標Ⅳ施策目標３－１を参照）

Ⅸ　高齢者ができ
る限り自立し、生き
がいを持ち、安心し
て暮らせる社会づく
りを推進すること

１　老後生活の経済的自立の基
礎となる所得保障の充実を図るこ
と

１　公的年金制度の持続可能性を確保すること

２　公的年金制度の上乗せの年金制度（企業年金等）の普及促進を図ること

２　高齢者の雇用就業を促進する
こと（基本目標Ⅳ施策目標３－１
を参照）

３　高齢者の健康づくり・生きがい
づくりを推進するとともに、介護保
険制度の適切な運営等を通じて、
介護を必要とする高齢者への支
援を図ること

１　高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び
社会参加を推進すること

２　介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護
サービス基盤の整備を図ること
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※　再掲：基本目標ⅩⅠ施策目標３－１～３－５は、研究開発のうち主なものを列挙したものである。

（注）　政策ごとの予算との対応については、厚生労働省ホームページ

　　 （http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/other/seisaku09/dl/seisaku09_02a.pdf）参照

Ⅹ　国際化時代に
ふさわしい厚生労
働行政を推進する
こと

１　国際社会への参画・貢献を行
うこと

１　国際機関の活動への参画・協力を推進すること

２　二国間等の国際協力を推進すること

２　国際化に対応した施策を推進
すること（再掲）

１　感染症発生・まん延の防止等を図ること（基本目標Ⅰ施策目標５－１、基
本目標Ⅰ施策目標８－１を参照）

２　食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること（基本目
標Ⅱ施策目標１－１を参照）

３　公的年金制度の持続可能性を確保すること（基本目標Ⅸ施策目標１－１
を参照）

４　外国人労働者対策を推進すること（基本目標Ⅳ施策目標３－１を参照）

ⅩⅠ　国民生活の
向上に関わる科学
技術の振興を図る
こと

１　国立試験研究機関の体制を整
備すること

１　国立試験研究機関における機関評価の適正かつ効果的な実施を確保す
ること

２　研究を支援する体制を整備す
ること

１　厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施を確保すること

３　厚生労働分野の研究開発を推
進すること（※再掲）

１　感染症の発生・まん延の防止を図るための研究開発を推進すること（基
本目標Ⅰ施策目標５－１を参照）

２　治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等の研究開発を
推進すること（基本目標Ⅰ施策目標５－２を参照）

３　バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬品、医療機
器等の研究開発を推進すること（基本目標Ⅰ施策目標９－１を参照）

４　生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図る研究開発を推進する
こと（基本目標Ⅰ施策目標11－２を参照）

５　食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための研究開
発を推進すること（基本目標Ⅱ施策目標１－１を参照）

ⅩⅡ　国民生活の
利便性の向上に関
わるIT化を推進す
ること

１　電子政府推進計画を推進する
こと

１　行政分野へのIT（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見
直しにより、国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図ること

２　医療・健康・介護・福祉分野の
情報化を推進すること（再掲）

１　医療情報化インフラの普及のための取組みを推進すること（基本目標Ⅰ
施策目標３－１を参照）

２　レセプトオンライン化のための取組みを推進すること（基本目標Ⅰ施策目
標10－１を参照）

３　介護・福祉分野における情報化の取組みを推進すること（基本目標Ⅸ施
策目標３－２を参照）

３　その他の政策分野における情
報化を促進すること（再掲）

１　仕事と生活の調和を図るための情報化の取組みを推進すること（基本目
標Ⅲ施策目標４－１を参照）

３　求人・求職情報への円滑なアクセスを図るための情報化の取組みを推進
すること（基本目標Ⅳ施策目標１－１を参照）

３　女性の再就職・再就業支援のための情報化の取組みを推進すること（基
本目標Ⅵ施策目標１－１を参照）
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≪農林水産省≫ 

 

表 14－１ 農林水産省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

農林水産省政策評価基本計画（平成18年３月28日決定） 
平成19年４月２日改正 平成19年10月１日改正 平成20年４月１日改正 平成20年８月１日改正 
平成21年３月31日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 18 年度から 22年度までの５年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 事業評価（公共事業） 
法令により評価を義務付けられた個々の公共事業として、施

設の維持管理に係る事業及び災害復旧事業等を除く農林水産公
共事業のうち、総事業費 10 億円以上の事業。 

なお、交付金に係る事業は対象としない。 
○ 事業評価（研究開発） 
・ 法令により評価を義務付けられた個々の研究開発として、
独立行政法人等に委託して実施するプロジェクト研究及び国
費の補助を受けて都道府県又は民間等の試験研究機関におい
て実施される研究開発のうち、総事業費 10億円以上の研究開
発課題。 

・ また、産学官の連携、競争的環境の整備等、効率的かつ効
果的に研究を推進するための研究制度。 

○ 事業評価（規制） 
  法施行令第３条第６号に規定する規制の新設又は改廃を目的
とする政策。 

③ 事後評価の対
象等 

○ 実績評価 
農政、林政及び水産行政に係る主要施策のすべて。 

○ 総合評価 
  実施計画において示すこととする。 
○ 事業評価（公共事業） 

・ 期中 
① 原則として、法令により評価を義務付けられた、未着手の

事業及び未了の事業で、施設の維持管理に係る事業及び災害
復旧事業等を除く農林水産公共事業。 

② また、対象となる事業が 10 年を超えて継続する場合、直
近に期中の評価を実施した年度から起算して５年ごとにも
行う。 

・ 完了後 
原則として、施設の維持管理に係る事業及び災害復旧事業等

を除く農林水産公共事業のうち、総事業費 10億円以上の事業。
ただし、補助事業は、事業実施主体の協力が得られる範囲内で
実施。 

○ 事業評価（研究開発） 
・ 期中 
① 原則として、法令により評価を義務付けられた、独立行政

法人等に委託して実施するプロジェクト研究及び国費の補
助を受けて都道府県又は民間等の試験研究機関において実
施される研究開発で、未着手の研究開発課題及び未了の研究
開発課題。 

② また、対象となる研究開発課題が 10年を超えて継続する
場合、直近に期中の評価を実施した年度から起算して５年ご
とにも行う。 

③ 研究制度についても研究開発課題と同様に行う。 
・ 終了時 
① 独立行政法人等に委託して実施するプロジェクト研究及

び国費の補助を受けて都道府県又は民間等の試験研究機関
において実施される研究開発のうち、総事業費 10億円以上
の研究開発課題。 

② 研究制度 
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④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 実績評価にあっては政策分野主管課が、総合評価にあっては評
価を行った部局が、公共事業の事業評価にあっては事業主管課
が、研究開発の事業評価にあっては農林水産技術会議事務局等
が、当該評価の結果とこれに基づく措置の内容を記述した政策評
価の結果の政策への反映状況を取りまとめ、政策評価結果反映状
況調書案を作成する。 

○ 大臣官房情報評価課は、調書案について審査する。大臣官房情
報評価課長は、必要に応じて調整部局（予算、法令、組織・定員、
税制及び金融に関する省全体の調整を担当する課をいう。）、各
局庁の政策分野主管課、事業主管課、農林水産技術会議事務局等
からヒアリングを行うものとする。 

○ 各調整部局、事業主管課、農林水産技術会議事務局等は、情報
評価課の審査を経たのち、評価結果の反映状況を、農林水産省と
しての決定手続を経て、公表する。 

○ なお、公共事業及び研究開発の事業評価の評価結果の政策への
反映に当たっては、評価対象となった個別の事業地区又は研究課
題に対する反映のみならず、公共事業又は研究開発に係る施策・
制度の改善、今後の公共事業や研究開発の在り方の検討等を含む
ものとする。 

○ また、政策評価を適切に政策に反映するよう、省議等において
重要な政策決定が行われる際にできる限り評価結果に基づいた
議論を行うとともに、概算要求等の際には政策評価担当組織と予
算等取りまとめ部局が合同ヒアリングを行うなど、政策評価担当
組織と予算等取りまとめ部局の連携を強化する。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口は、
情報評価課とし、文書によるほか、農林水産省ホームページにお
いても、政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓
口を開設し、常時受け付ける。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度農林水産省政策評価実施計画（平成 21年３月 31日決定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計
画期間内に対象としようとする政策（法第７条
第２項第１号に区分されるもの）及び評価の方
式 

○ 実績評価：17政策分野 
８成果重視事業 

○ 事業評価：52公共事業 
○ 総合評価：１課題 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及び
ロに該当するもの） 

○ 未着手：１公共事業実施地区 
○ 未了：54公共事業実施地区 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分
されるもの） 

該当する政策なし 
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表 14－２ 農林水産省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 
政策評価の対象と
しようとした政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：15公共
事業(85事業実施地区) 
＜22年度新規着工要求事

業：13地区＞ 

〔表14－３－ア〕 

＜22年度新規地区採択要

求事業：72地区＞ 

〔表14－３－イ～エ〕 

新規採択は妥当 85 評価結果を踏まえ、概算要
求又は新規採択を行う 
 

85 

 概算要求に反映 13 

事業評価方式：５研究
開発課題 

〔表14－３－オ〕 

新規実施は妥当 ５ 評価結果を踏まえ、概算要
求を行った 

５ 

 概算要求に反映 ５ 

事業評価方式：２研究
制度 

〔表14－３－カ〕 

新規実施は妥当 ２ 評価結果を踏まえ、概算要
求を行った 

２ 

 概算要求に反映 ２ 

事業評価方式：２件 
（規制）  〔表14－３－キ〕 

規制の新設・改
正は妥当 

２ 評価結果を踏まえ、政令案
について改正案のとおり改
正した 

２ 

事 
後 
評 
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２項
第１号） 

実績評価方式：17政策

分野 

[53目標] 
〔表14－３－ク〕 

 

達成ランクＡ 
(達成度合90％
以上、おおむね
有効） 

30 十分な要因分析を行った上
で評価結果を平成 22年度概
算要求等に反映した  

  【改善・見直し】 

17 

達成ランクＢ 
（達成度合50％
以上90％未満、
有効性の向上が
必要である） 

21 
 概算要求に反映 17 

機構・定員要求に反映 ５ 

 機構要求に反映 １ 
達成ランクＣ 
（達成度合50％
未満、有効性に
問題がある） 

２ 定員要求に反映 ５ 

政策の重点化等 17 

政策の一部の廃止・休止・中
止 

17 

実績評価方式：８成果
重視事業 

〔表14－３－ケ〕 

目標の達成に向
けて順調に進捗
等 

３ 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き推進す
る   【引き続き推進】 

８ 

今後、成果の検
証を実施等 

５    

概算要求に反映 ２ 

総合評価方式：１課題 
〔表14－３－コ〕 

一部課題が見ら
れるものの、概
ね順調 

１ 十分な要因分析を行った上
で評価結果を平成 22年度概
算要求等に反映した  

【改善・見直し】 

１ 

事業評価方式（期中）：
19公共事業（100事業実
施地区） 

〔表14－３－サ～タ〕 
 

 

 

継続が妥当 68 評価結果を踏まえ、引き続
き推進する 

【引き続き推進】 

68 

 概算要求に反映 52 

計画変更の上、
継続が妥当 

７ 評価結果を踏まえ、計画の
見直しを実施する 

【改善・見直し】 

７ 

 概算要求に反映 ４ 

休止・中止が妥
当 

２ 評価結果を踏まえ、休止・
中止する 

【廃止・休止・中止】 

２ 

実施方針を事業
実施主体が判断 
 

23 評価結果を踏まえ、実施方
針を事業実施主体が判断す
る           【その他】 
 

23 
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政策評価の対象と
しようとした政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事業評価方式（完了
後）：32公共事業（219
事業実施地区） 

〔表14－３－チ～ナ〕 

実施は妥当 
 

219 評価結果を踏まえ、今後の
改善方針を策定する 

219 

実施に問題があ
る 

０ 

未着手 

（法第７条第２項

第２号イ） 

事業評価方式（期中）：
１公共事業（１事業実
施地区） 

〔表14－３－セ〕 

継続が妥当 ０ 評価結果を踏まえ、引き続
き実施する    

【引き続き推進】 

０ 

計画変更の上、
継続が妥当 

０ 評価結果を踏まえ、計画の
見直しを実施する 

【改善・見直し】 

０ 

休止・中止が妥
当 

１ 評価結果を踏まえ、休止・
中止する   

【廃止・休止・中止】 

１ 

未了 

（法第７条第２項

第２号ロ） 

事業評価方式（期中）：
14公共事業（54事業実
施地区） 

〔表14－３－サ、セ、タ〕 
 

継続が妥当 37 評価結果を踏まえ、引き続
き実施する    

【引き続き推進】 

37 

 概算要求に反映 ６ 

計画変更の上、
継続が妥当 

３ 評価結果を踏まえ、計画の
見直しを実施する 

 【改善・見直し】 

３ 

 概算要求に反映 １ 

休止・中止が妥
当 

０ 評価結果を踏まえ、休止・
中止する   

【廃止・休止・中止】 

０ 

実施方針を事業
実施主体が判断 

14 
 

評価結果を踏まえ、実施方
針を事業実施主体が判断す
る  

【その他】 

14 

その他の 
政策 
（法第７条第２項

第３号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

（注）１ 実績評価方式については、「政策評価の結果の内訳別件数」欄は目標の数を、「政策評価の結果
の政策への反映状況の内訳別件数」欄は政策分野の数を、それぞれ計上しているので、両者の数
は一致しない。 

２ 公共事業の期中評価のうち、法令により政策評価が義務付けられているものについては、法第
７条第２項第２号イに該当するものとして、「未着手」欄に、法第７条第２項第２号ロに該当する
ものとして、「未了」欄に、また、農林水産省が自主的に取り組んでいるものについては、「実施
計画期間内の評価対象政策」欄に、それぞれ掲載している。 

３ 「平成 21 年度農林水産省政策評価実施計画」では、１つの研究制度について事業評価を実施す
ることとしているが、社会経済情勢等の変化により行わないこととした。 



141 

 

表 14－３ 農林水産省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、平成 22年度新規着工を要求している４事業（13 地区）を対象と

して評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「公共事業の事業評価書（国営土地改

良事業等の事前評価）」として公表。 

 

表 14－３－ア 新規着工を要求している事業を対象として事前評価した政策（国営土地改良事業

等） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 国営かんがい排水事業（９地区） 

２ 国営農地再編整備事業（１地区） 

３ 国営総合農地防災事業（２地区） 

４ 直轄地すべり対策事業（１地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－①参照。 

  

（２）事業評価方式を用いて、平成 22年度に新規地区採択を要求している５事業（31地区）を

対象として評価を実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事業評価書（農業

農村整備事業等補助事業の事前評価）」として公表。 

 

表 14－３－イ 新規地区採択を要求している事業を対象として事前評価した政策（農業農村整備事

業等補助事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ かんがい排水事業（７地区） 

２ 経営体育成基盤整備事業（９地区） 

３ 畑地帯総合整備事業（８地区） 

４ 農地防災事業（１地区） 

５ 地すべり対策事業（６地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－②参照。 

 

（３）事業評価方式を用いて、平成 22年度に新規地区採択を要求している４事業（38地区）を

対象として評価を実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事業評価書（林野

公共事業の事前評価）」として公表。 

 

表 14－３－ウ 新規地区採択を要求している事業を対象として事前評価した政策（林野公共事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 森林環境保全整備事業（直轄）（18地区） 

２ 水源林造成事業（独立行政法人事業）（４地区） 

３ 民有林補助治山事業（補助）（４地区） 

４ 森林環境保全整備事業（補助）（12地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－③参照。 
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（４）事業評価方式を用いて、平成 22年度に新規地区採択を要求している２事業（３地区）を対

象として評価を実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事前評価書」として

公表。 

 

表 14－３－エ 新規地区採択を要求している事業を対象として事前評価した政策（水産関係公共事

業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 特定漁港漁場整備事業（直轄）（１地区） 

２ 水産資源環境整備事業（補助）（２地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－④参照。 

 

（５）事業評価方式を用いて、平成 22年度において新規実施を予定している総事業費 10億円以

上のプロジェクト研究課題５課題を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31

日及び 11月６日に「研究開発の事業評価書（プロジェクト研究課題の事前評価）」として公

表。 

 

表 14－３－オ 新規実施を予定しているプロジェクト研究課題を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発 

２ 農林水産分野における地球温暖化対策のための緩和及び適応技術の開発 

３ 水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発 

４ ＲＴ・高度環境制御技術を活用した農業自動化・アシストシステムの開発 

５ アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑤参照。 

 

（６）事業評価方式を用いて、平成 22年度において新規実施を予定している総事業費 10億円以

上の２つの研究制度を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「研究開

発の事業評価書（研究制度の事前評価）」として公表。 

 

表 14－３－カ 新規実施を予定している研究制度を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ レギュラトリーサイエンス新技術開発事業 

２ 地域活性化のための技術開発支援事業 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑥参照。 

 

（７）規制の新設又は改廃に係る２政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年 10月

21 日及び 11月５日に「規制の事前評価書」として公表。 

 

表 14－３－キ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 農地転用規制の厳格化（第１種農地の集団性の基準の引下げ） 

２ 
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」の対象となる「米穀等」
及び「指定米穀等」の指定 
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(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑦参照。 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、平成 21年度の「農林水産省政策評価実施計画」に基づき、農政、

林政及び水産行政に係る主要施策のすべてを 17の政策分野に分類し、53目標を設定して評

価を実施し、その結果を平成 21年７月 10日に「農林水産省政策評価結果（平成 20年度に実

施した政策の評価結果）」として公表。 

 

表 14－３－ク 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 食品産業の競争力の強化 改善・見直し 

２ 主要食糧の需給の安定の確保 改善・見直し 

３ 食の安全及び消費者の信頼の確保 改善・見直し 

４ 望ましい食生活の実現に向けた食育の推進 改善・見直し 

５ 国産農畜産物の競争力の強化 改善・見直し 

６ 環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換 改善・見直し 

７ 意欲と能力のある担い手の育成・確保 改善・見直し 

８ 農業者への経営支援の条件整備 改善・見直し 

９ 農地、農業用水等の整備・保全 改善・見直し 

10 都市との共生・対流等による農村の振興 改善・見直し 

11 森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮 改善・見直し 

12 林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進 改善・見直し 

13 水産物の安定供給の確保 改善・見直し 

14 水産業の健全な発展 改善・見直し 

15 バイオマスの利活用の推進 改善・見直し 

16 食料・農業・農村に関する国際協力の推進 改善・見直し 

17 農林水産物・食品の輸出の促進 改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑧参照。 

 

   なお、政策分野ごとに行う「実績評価」を補完するものとして、政策分野に含まれる個々

の予算事業等（政策手段）を対象に「政策手段別評価」を実施している。平成 21 年度には、

５の政策手段を対象に評価を実施し、当該評価結果を踏まえ、22年度予算要求を行った。 

 

（２）実績評価方式を用いて、平成 21年度の「農林水産省政策評価実施計画」に基づき、以下の

８つの成果重視事業を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年７月 10日に「平成 20

年度に実施した成果重視事業に係る評価書」として公表。 

 

表 14－３－ケ 実績評価方式により事後評価した政策（成果重視事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 商物分離直接流通成果重視事業〔Ⅰ－①〕 引き続き推進 

２ 生産資材コスト低減成果重視事業〔Ⅲ－⑤〕 引き続き推進 

３ 低コスト植物工場成果重視事業〔Ⅲ－⑤〕 引き続き推進 

４ ＩＴ活用型営農成果重視事業〔Ⅲ－⑥〕 引き続き推進 

５ 成果重視事業バイオ燃料技術実証事業〔Ⅷ－⑮〕 引き続き推進 
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６ 成果重視事業ソフトセルロース活用技術確立事業〔Ⅷ－⑮〕 引き続き推進 

７ 総合食料局情報管理システムにおける最適化の実施 引き続き推進 

８ 国有林野情報管理システムの開発〔Ⅵ－⑪〕 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑨参照。 

   ２ 評価対象政策名の右の〔 〕内の番号は、関連する別表政策体系の番号を表す。 

 

（３）総合評価方式を用いて、平成 21年度の「農林水産省政策評価実施計画」に基づき、以下の

１課題を対象として評価し、その結果を平成 21年８月 31日に「総合評価書（農林水産分野

の研究開発）」として公表。 

 

表 14－３－コ 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 
農林水産分野の研究開発（農林水産研究の重点目標の進捗状況の検
証） 

改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑩参照。 

 

（４）事業評価方式を用いて、事業採択後 10 年を経過した時点で継続中の事業又は事業採択後

10 年を超えて継続しており、直近の再評価実施年度から５年が経過した事業の５事業（11地

区）を対象として期中の評価を実施し、その結果を平成 21 年８月 31 日に「公共事業の事業

評価［期中の評価］（国営土地改良事業等再評価）評価書」として公表。 

 

表 14－３－サ 国営土地改良事業等を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 国営かんがい排水事業（７地区） 
引き続き推進（６地区） 
改善・見直し（１地区） 

２ 国営総合農地防災事業（１地区） 引き続き推進 

３ 直轄地すべり対策事業（１地区） 引き続き推進 

４ 水資源機構かんがい排水事業（１地区） 引き続き推進 

５ 農用地総合整備事業（１地区） 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑪参照。 

 

（５）事業評価方式を用いて、事業採択後 10年を経過して未了であって直近に期中の評価を実施

した年度から起算して５年を経過した１事業（48地区）を対象として期中の評価を実施し、

その結果を平成 21年８月 31日に「公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評価）」と

して公表。 

 

表 14－３－シ 林野公共事業を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 水源林造成事業（独立行政法人事業）（48地区） 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑫参照。 

 

（６）事業評価方式を用いて、漁業情勢の急激な変化等により見直しの必要性が生じた２事業（４

地区）を対象として期中の評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「公共事業の事
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後評価書（水産関係公共事業の期中の評価）」として公表。 

 

 

表 14－３－ス 水産関係公共事業を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 地域水産物供給基盤整備事業（２地区） 改善・見直し 

２ 広域漁港整備事業（２地区） 改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑬参照。 

 

（７）事業評価方式を用いて、事業採択後５年を経過して未着手の事業、事業採択後 10年を経過

して未了の事業又は事業採択後 10年を経過して未了であって直近に期中の評価を実施した

年度から起算して５年を経過した事業の 11事業（79地区）を対象として期中の評価を実施

し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事業評価書（農業農村整備事業等補助事

業の期中の評価）」として公表。 

 

表 14－３－セ 農業農村整備事業等補助事業を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ かんがい排水事業（９地区） 引き続き推進 

２ 経営体育成基盤整備事業（22 地区） 
引き続き推進（20地区） 
改善・見直し（２地区） 

３ 畑地帯総合整備事業（10地区） 
引き続き推進（９地区） 
改善・見直し（１地区） 

４ 農道整備事業（９地区） 
廃止・休止・中止（１地区） 
その他（８地区） 

５ 田園整備事業（１地区） 引き続き推進 

６ 中山間総合整備事業（３地区） 引き続き推進 

７ 農地防災事業（８地区） 
廃止・休止・中止（１地区） 
その他（７地区） 

８ 農地保全事業（３地区） 
引き続き推進（２地区） 
その他（１地区） 

９ 農村環境保全対策事業（４地区） その他 

10 海岸保全施設整備事業（農地）（８地区） その他 

11 海岸環境整備事業（２地区） その他 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑭参照。 

 

（８）事業評価方式を用いて、事業採択後 10年を経過して未了であって直近に期中の評価を実施

した年度から起算して５年を経過した事業の１事業（３地区）を対象として期中の評価を実

施し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評

価）」として公表。 

 

表 14－３－ソ 林野公共事業を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 民有林補助治山事業（補助）（３地区） 
引き続き推進（２地区）
その他（１地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑮参照。 
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（９）事業評価方式を用いて、事業採択後 10年を経過して未了の事業、事業採択後 10年を経過

して未了であって直近の期中の評価を実施した年度から起算して５年を経過した事業又は漁

業情勢の急激な変化等により見直しの必要性が生じた事業の３事業（10地区）を対象として

期中の評価を実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事業評価書（水産関係

公共事業の期中の評価）」として公表。 

 

表 14－３－タ 水産関係公共事業を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 水産物供給基盤整備事業（補助）（３地区） 
改善・見直し（２地区） 
廃止・休止・中止（１地区） 

２ 漁村総合整備事業（補助）（６地区） その他 

３ 海岸保全施設整備事業（補助）（１地区） 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑯参照。 

 

（10）事業評価方式を用いて、事業完了後おおむね５年を経過した総事業費 10億円以上の４事業

（13地区）を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「公共事

業の事業評価書（国営土地改良事業等の完了後の評価）」として公表。 

 

表 14－３－チ 国営土地改良事業等を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 国営かんがい排水事業（６地区） 

２ 国営農用地再編整備事業（５地区） 

３ 直轄海岸保全施設整備事業（農地）（１地区） 

４ 農用地総合整備事業（１地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑰参照。 

 

（11）事業評価方式を用いて、事業完了後おおむね５年を経過した総事業費 10億円以上の２事業

（５地区）を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「公共事

業の事業評価書（林野公共事業の完了後の評価）」として公表。 

 

表 14－３－ツ 林野公共事業を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 国有林直轄治山事業（４地区） 

２ 直轄地すべり防止事業（１地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑱参照。 

 

（12）事業評価方式を用いて、事業完了後、原則としておおむね５年を経過した 17事業（145地

区）を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事

業評価書（農業農村整備事業等補助事業の完了後の評価）」として公表。 
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表 14－３－テ 農業農村整備事業等補助事業を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ かんがい排水事業（13 地区） 

２ ほ場整備事業（17地区） 

３ 土地改良総合整備事業（10地区） 

４ 畑地帯総合整備事業（11地区） 

５ 畑地帯開発整備事業（４地区） 

６ 農道整備事業（12地区） 

７ 農業集落排水事業（15 地区） 

８ 農村総合整備事業（10 地区） 

９ 農村振興総合整備事業（11地区） 

10 中山間総合整備事業（13地区） 

11 農地防災事業（７地区） 

12 農地保全事業（５地区） 

13 農村環境保全対策事業（１地区） 

14 海岸保全施設整備事業（農地）（２地区） 

15 海岸環境整備事業（農地）（２地区） 

16 草地畜産整備事業（５地区） 

17 畜産環境総合整備事業（７地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑲参照。 

 

（13）事業評価方式を用いて、事業完了後、原則としておおむね５年を経過した２事業（22地区）

を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事業評

価書（林野公共事業の完了後の評価）」として公表。 

 

表 14－３－ト 林野公共事業を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 民有林補助治山事業（補助）（18 地区） 

２ 森林居住環境整備事業（補助）（４地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－⑳参照。 

 

（14）事業評価方式を用いて、事業完了後、原則としておおむね５年を経過した７事業（34地区）

を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「公共事業の事業評

価書（水産関係公共事業の完了後の評価）」として公表。 

 

表 14－３－ナ 水産関係公共事業を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 漁港修築事業（補助）（10地区） 

２ 水産物供給基盤整備事業（補助）（２地区） 

３ 漁村総合整備事業（補助）（９地区） 

４ 漁港関連道整備事業（補助）（１地区） 

５ 沿岸漁場整備開発事業（補助）（１地区） 

６ 海岸保全施設整備事業（補助）（６地区） 

７ 海岸環境整備事業（補助）（５地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表14－４－○21参照。 
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政策分野

（注）　政策ごとの予算との対応については、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/h21_seisaku_2.pdf）参照

Ⅷ　バイオマスの利活用を推進し、
循環型社会の形成を加速化する。

⑮　バイオマスの利活用の推進

Ⅸ　世界の食料需給の安定に貢献
するとともに、我が国の農林水産物
等の輸出を促進する。

⑯　 食料・農業・農村に関する国際協力の推進

⑰　農林水産物・食品の輸出の促進

Ⅵ 　森林の多面的機能の発揮を図
るとともに、それに重要な役割を果た
す林業・木材産業の持続的かつ健全
な発展を図る。

⑪　森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

⑫　 林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進

Ⅶ　水産物の安定供給体制の整備
を図るとともに、それに重要な役割を
果たす水産業の健全な発展を図る。

⑬　水産物の安定供給の確保

⑭　水産業の健全な発展

⑤　国産農畜産物の競争力の強化

⑥　環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換

Ⅳ　効率的かつ安定的な農業経営
が農業生産の相当部分を担う望まし
い農業構造を確立する。

⑦　意欲と能力のある担い手の育成・確保

⑧　農業者への経営支援の条件整備

Ⅴ　農業・農村の整備・保全を推進
するとともに、農村の経済の活性化
や都市との交流等を促進し、農村の
振興を図る。

⑨　農地、農業用水等の整備・保全

⑩　都市との共生・対流等による農村の振興

政策体系（農林水産省）

※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの
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図
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。

Ⅰ　主要食糧の需給の安定を図ると
ともに、食品産業の健全な発展を図
り、食料の安定供給を確保する。

①　食品産業の競争力の強化

②　主要食糧の需給の安定の確保

Ⅱ　消費者が安全な食料を安心して
購入･消費できる体制を確立するとと
もに、望ましい食生活の実現を図る。

③　食の安全及び消費者の信頼の確保

④　望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

Ⅲ　我が国の特色を活かし、需要に
応じて新鮮で高品質な農産物を合理
的な価格で、安定的かつ持続的に供
給できる体制を確立する。
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≪経済産業省≫ 

 

表 15－１ 経済産業省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

経済産業省政策評価基本計画（平成14年３月29日策定） 

平成17年４月１日改正 平成18年３月31日改正 平成19年３月28日改正 平成19年８月31日改正 
平成19年９月26日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 18 年度から 22年度までの５年間 

② 事前評価の対象
等 

○ 原則として、基本計画別紙に掲げた34施策すべてを対象。 
○ 施策の主管課の長は、企画・立案をしようとする施策について、

達成すべきアウトカム目標（予測される効果）及び目標達成度
を計測する指標、施策あるいは含まれる事業のコスト等を明ら
かにする。 

○ 規制法令の主管課の長は、当該法令の制定又は改廃時に、①規
制の目的、内容及び必要性等、②規制によりもたらされる便益
や費用、③代替案との比較と規制の有効性等を評価し、明らか
にする。 

③ 事後評価の対象
等 

○ 原則として、基本計画別紙に掲げた34施策すべてを対象とし、
具体的な対象は、毎年度、実施計画において明らかにする。 

○ 事前評価を実施した施策の主管課の長は、施策が、想定した範
囲のコストで、十分に所期の効果を生んでいるか否かを判定する
とともに、その後の運用や制度設計へ反映すべき知見を得るた
め、原則として、３年から５年の間に一度事後評価を行う。 

○ 規制法令の主管課の長は、規制の目的に照らして、その達成状
況などを評価する実績評価を行う。 

④ 政策評価の結果
の政策への反映 

○ 政策評価の結果については、新たな政策の企画・立案のみなら
ず、予算編成や人事評価などに適切に反映する。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価広報課が全体の窓口として、外部からの意見・要望を
受け付ける。また、経済産業局にも同様の窓口を置く。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度経済産業省事後評価実施計画（平成21年３月31日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、
実施計画の計画期間内に対象とし
ようとする政策（法第７条第２項
第１号に区分されるもの）及び評
価の方式 

○ 事後評価の対象：９施策及びその他、施策

の進捗状況等から評価が必要と判断されたも

の。 
○ 事後評価の方法：評価対象となる施策を主

管する課等の長は、当該施策の特性などに応
じて学識経験者の知見を活用しつつ、評価を
行う。 

② 未着手・未了（法第７条第２項
第２号イ及びロに該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項
第３号に区分されるもの） 

該当する政策なし 
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表 15－２ 経済産業省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象と
しようとした政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果の政策への反映状況の内訳別
件数 

事前評価 事前評価：68件 

(新規施策） 

〈21年８月公表：34件〉 

  〔表 15－３－ア〕 

〈21年 12月公表：34件〉 

〔表 15－３－イ〕 

評価結果を踏まえ、評価対象事業（施策）

を実施することとした 

34 

 概算要求に反映 34 

機構・定員要求に反映 21 

 機構要求に反映 ４ 

定員要求に反映 21 

事前評価：７件（５政策） 

（規制）   〔表 15－３－ウ〕 

評価結果を踏まえ、規制の新設又は改廃

を行うこととした 

７ 

事
後
評
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２項

第１号） 

実績評価方式：９件 

〔表 15－３－エ〕 

 

≪実績評価方式：10件≫ 

〔表 15－３－オ〕 
 
 
 
 
 
 
 

評価結果を踏まえ、評価対象政策の改

善・見直しを行った（することとした又

はする予定） 

【改善・見直し】 

９ 

≪10≫ 

 概算要求に反映 １ 
≪10≫ 

機構・定員要求に反映 １ 
≪４≫ 

 機構要求に反映 １ 
≪１≫ 

定員要求に反映 １ 
≪４≫ 

政策の重点化等 １ 
≪10≫ 

政策の一部の廃止・休止・中止 ０ 
≪０≫ 

事業評価方式：11件 

（公共事業） 

〈21年８月公表：５件〉 

  〔表 15－３－カ〕 

〈21年 12月公表：５件〉 

〔表 15－３－キ〕 

〈22年３月公表：１件〉 

        〔表 15－３－ク〕 

① 評価結果を踏まえ、これまでの取組

を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

５ 

② 評価結果を踏まえ、当該施策を中止

した 

【廃止・休止・中止】 

１ 

未着手 

（法第７条第２項

第２号イ） 

該当する政策なし ― ― 

未了 

（法第７条第２項

第２号ロ） 

該当する政策なし ― ― 

その他の政策 
（法第７条第２項

第３号） 

該当する政策なし ― ― 

(注) １ 新規施策に係る「事前評価：68件」については、「平成22年度予算編成の方針について」（平成21年９月29日閣
議決定、以下「22年度予算編成方針」という。）を踏まえ行われた概算要求に伴う評価の結果（21年12月公表分）
のみが政策に反映されている。このため、「評価実施件数」と「政策評価の結果の政策への反映状況の内訳別件数」
は一致しない。 

   ２ 公共事業に係る「事業評価方式:11件」については、22年度予算編成方針を踏まえ行われた概算要求に伴う21年
12 月公表の評価結果と、22 年３月公表の評価結果が政策に反映されている。このため、「評価実施件数」と「政策
評価の結果の政策への反映状況の内訳別件数」は一致しない。 

   ３ ≪ ≫は、平成20年度に評価結果が公表され、「平成20年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への
反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として新たに報告すべきものがあることから掲
載したものである。 
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表 15－３ 経済産業省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１） 所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

「経済産業省政策評価基本計画」に基づき、平成 22年度予算概算要求等に当たり、以下の

34 の施策を対象として事前評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「平成 22年度

予算概算要求等に係る事前評価書」として公表。 

 

表 15－３－ア 新規施策等を対象として事前評価した政策〈21年８月公表〉 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 産業人材 

２ 技術革新の促進・環境整備 

３ 知的財産の適切な保護 

４ 工業標準・知的基盤の整備 

５ 経営イノベーション・事業化促進 

６ ＩＴの利活用の促進 

７ 流通・物流基盤整備 

８ 情報セキュリティ対策の推進 

９ 消費者行政（製品・取引）の推進 

10 経済産業統計の整備 

11 通商政策 

12 貿易投資促進 

13 経済協力の推進 

14 貿易管理 

15 ものづくり産業振興 

16 情報産業強化 

17 サービス産業強化 

18 コンテンツ産業強化 

19 化学物質管理 

20 中小企業事業環境の整備 

21 経営革新・創業促進 

22 経営安定・取引の適正化 

23 まちづくりの推進 

24 地域経済の活性化の推進 

25 石油・天然ガス・石炭の安定供給確保 

26 エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用 

27 省エネルギーの推進 

28 原子力の推進・電力基盤の高度化 

29 鉱物資源の安定供給確保 

30 温暖化対策 

31 資源循環推進 

32 環境経営・競争力の強化 

33 原子力安全 

34 産業保安 

(注) 各評価対象政策の評価の結果については、総務省ホームページ 
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表15－４－①参照。 

   

また、その後に示された「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣

議決定）に基づく平成 22年度概算要求に当たり、以下の 34の施策を対象として事前評価を

実施し、その結果を 21年 12月４日に「平成 22年度予算概算要求等に係る事前評価書」とし
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て公表。 

 

表 15－３－イ 新規施策等を対象として事前評価した政策〈21年 12月公表〉 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 産業人材 

２ 技術革新の促進・環境整備 

３ 知的財産の適切な保護 

４ 工業標準・知的基盤の整備 

５ 経営イノベーション・事業化促進 

６ ＩＴの利活用の促進 

７ 流通・物流基盤整備 

８ 情報セキュリティ対策の推進 

９ 消費者行政（製品・取引）の推進 

10 経済産業統計の整備 

11 通商政策 

12 貿易投資促進 

13 経済協力の推進 

14 貿易管理 

15 ものづくり産業振興 

16 情報産業強化 

17 サービス産業強化 

18 コンテンツ産業強化 

19 化学物質管理 

20 中小企業事業環境の整備 

21 経営革新・創業促進 

22 経営安定・取引の適正化 

23 まちづくりの推進 

24 地域経済の活性化の推進 

25 石油・天然ガス・石炭の安定供給確保 

26 エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用 

27 省エネルギーの推進 

28 原子力の推進・電力基盤の高度化 

29 鉱物資源の安定供給確保 

30 温暖化対策 

31 資源循環推進 

32 環境経営・競争力の強化 

33 原子力安全 

34 産業保安 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表15－４－②参照。 

 

（２）規制の新設又は改廃に係る５政策において７件の評価を行い、その結果を平成 21年５月

26 日、６月 16日、８月 14日、８月 31日及び 11月 11日に「事前評価書」として公表。 

 

表 15－３－ウ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 国際的な枠組みにおける合意の国内履行に係る新たな輸出規制 

２ 事故事例の実態についての分析を踏まえた電気用品の技術基準の改正（３件） 

３ 
非化石エネルギー源の利用又は化石エネルギー原料の有効な利用の目標を達成するための計画
の提出義務が課せられる事業者の範囲を定める規制 

４ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質等に係る所要の措置 

５ 国際的な枠組みにおける合意の国内履行に係る新たな輸出規制 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
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(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表15－４－③参照。 
    ２ 表中の（ ）は、評価対象とした規制の新設又は改廃に係る政策において、発生する効果と負担の関係を分析

するのに適した評価の単位を計上。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度経済産業省事後評価実施計画」に基づき、９の施策

を対象として事後評価を実施し、その結果を平成 21年６月 30日、22年３月 10日、３月 15

日、３月 16日、３月 19日、３月 24日、３月 25日及び３月 26日に「平成 21年度事後評価

書」として公表。 

 

表 15－３－エ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 産業人材 改善・見直し 

２ 工業標準・知的基盤の整備 改善・見直し 

３ 通商政策（重点目標に対する実績評価を含む） 改善・見直し 

４ 経済協力の推進 改善・見直し 

５ サービス産業強化 改善・見直し 

６ コンテンツ産業強化 改善・見直し 

７ 経営革新・創業促進 改善・見直し 

８ まちづくりの推進 改善・見直し 

９ 石油・天然ガス・石炭の安定供給確保 改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表15－４－④参照。 

 

（２）以下の 10施策は、「平成 20年度経済産業省事後評価実施計画」に基づき事後評価を行い、

その結果を平成 20年度に事後評価書として公表し、「平成 20年度政策評価等の実施状況及び

これらの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、当該評価

結果の政策への反映状況として 22年度予算要求に反映したことから、新たに報告すべきもの

として、次のとおり掲載。 

 

表 15－３－オ 実績評価方式により平成 20年度に事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 知的財産の適切な保護 改善・見直し 

２ 流通・物流基盤整備 改善・見直し 

３ 貿易投資促進 改善・見直し 

４ 貿易管理 改善・見直し 

５ ものづくり産業振興 改善・見直し 

６ 化学物質管理 改善・見直し 

７ 中小企業事業環境の整備 改善・見直し 

８ 鉱物資源の安定供給確保 改善・見直し 

９ 資源循環推進 改善・見直し 

10 産業保安 改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表15－４－⑤参照。 
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（３）「平成 21年度経済産業省事後評価実施計画」に基づき、工業用水道事業５事業について事

後評価を実施し、その結果を平成 21年８月 25日に「平成 21年度事後評価書（工業用水道事

業の整備）」として公表。 

 

表 15－３－カ 工業用水道事業を対象として事後評価した政策（再評価）〈21年８月公表〉 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 工業用水道事業（５事業） ― 

(注)  １  各評価対象政策の評価の結果については、総務省ホームページ 
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表15－４－⑥参照。 
２ 「評価結果の反映状況」欄の「－」については、表15－２の（注）２を参照。 

 

   また、その後に示された「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣

議決定）に基づく平成 22年度予算概算要求に当たり、工業用水道事業５事業を対象として評

価を実施し、その結果を 21年 12月２日に「平成 21年度事後評価書（工業用水道事業の整備）」

として公表。 

 

表 15－３－キ 工業用水道事業を対象として事後評価した政策（再評価）〈21年 12月公表〉 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 工業用水道事業（５事業） 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表15－４－⑦参照。 

 

（４）「平成 21年度経済産業省事後評価実施計画」に基づき、工業用水道事業１事業について事

後評価を実施し、その結果を平成 22年３月５日に「平成 21年度事後評価書（工業用水道事

業の整備）」として公表。 

 

表 15－３－ク 工業用水道事業を対象として事後評価した政策（再評価）〈22年３月公表〉 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 工業用水道事業（１事業） 廃止・休止・中止 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表15－４－⑧参照。 
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※　この政策体系は、21年度における評価に係るもの

（注）　政策ごとの予算との対応については、経済産業省ホームページ

　　( http://www.meti.go.jp/main/downloadfiles/22fy_yosangaku.pdf)参照

34 産業保安

28 原子力の推進・電力基盤の高度化

29 鉱物資源の安定供給確保

30 温暖化対策

31 資源循環推進

32 環境経営・競争力の強化

６．原子力安全・産業保安政策 33 原子力安全

23 まちづくりの推進

24 地域経済の活性化の推進

５．エネルギー・環境政策 25 石油・天然ガス・石炭の安定供給確保

26 エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用

27 省エネルギーの推進

18 コンテンツ産業強化

19 化学物質管理

４．中小企業・地域経済産業政策 20 中小企業事業環境の整備

21 経営革新・創業促進

22 経営安定・取引の適正化

13 経済協力の推進

14 貿易管理

３．ものづくり・情報・サービス産業政策 15 ものづくり産業振興

16 情報産業強化

17 サービス産業強化

08 情報セキュリティ対策の推進

09 消費者行政（製品・取引）の推進

10 経済産業統計の整備

２．対外経済政策 11 通商政策

12 貿易投資促進

02 技術革新の促進・環境整備

03 知的財産の適切な保護

04 工業標準・知的基盤の整備

05 経営イノベーション・事業化促進

06 ＩＴの利活用の促進

07 流通・物流基盤整備

政策体系（経済産業省）

使命（ミッション）：
競争力強化と市場創造、経済社会基盤整備を通じた、持続的な経済成長の確保と国際経済の安定的発展

政策 施策

１．経済産業政策 01 産業人材

別表



 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 
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≪国土交通省≫ 

 

表 16－１ 国土交通省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

国土交通省政策評価基本計画 （平成14年３月22日策定） 

平成15年３月27日改正 平成15年７月15日改正 平成15年10月10日改正 平成16年７月30日改正 
平成17年７月29日改正 平成18年８月４日改正 平成19年３月30日改正  平成19年８月10日改正 
平成19年10月１日改正  平成21年３月31日改正 平成22年３月29日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成21年度から25年度までの５年間 

② 事前評価
の対象等 

○ 政策アセスメント（事業評価方式） 
以下に該当する施策等のうち社会的影響の大きいものは必要に応じ

政策アセスメントの対象とする。ただし、規制の事前評価、個別公共
事業の新規事業採択時評価及び個別研究開発課題の事前評価の対象は
除く。 
ア 新たに導入を図ろうとする施策等（予算、税制、財政投融資（政

策金融を含む。）、法令等をいう。） 
イ 既存の施策等のうち、その改正、廃止、緩和、延長等を図ろうと

するもの 
○ 規制の事前評価（事業評価方式） 
  法律又は政令の制定又は改廃により、規制（国民の権利を制限し、

又はこれに義務を課する作用）を新設し、若しくは廃止し、又は規制
の内容の変更をすることを目的とする施策等を対象とする。 

○ 個別公共事業の新規事業採択時評価（事業評価方式） 
国土交通省が所管する以下の種類の公共事業のうち、維持・管理に

係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての事業を対象とする。 
ア 直轄事業 
イ 独立行政法人等施行事業（特殊法人又はこれに準ずる法人が行う
事業をいう。以下同じ。） 

ウ 補助事業等（国庫からの補助（間接補助を含む。）、出資又は貸
付に係る事業をいう。ただし、イに該当するものを除く。以下同じ。） 

○ 個別研究開発課題の事前評価（事業評価方式） 
研究開発機関等が重点的に推進する個別研究開発課題及び本省又は

外局から独立行政法人研究機関、民間等に対して補助又は委託を行う
個別研究開発課題を対象とする。 

③ 事後評価
の対象等 

○ 政策チェックアップ（実績評価方式） 

  国土交通省の主要な行政目的に係る政策に関して横断的かつ体系的

に整理したアウトカムの政策目標を政策チェックアップの対象とす

る。その上で、政策を実現するための具体的な施策に関して、施策目

標を明らかにし、政策チェックアップを施策の単位で実施する。 

○ 政策レビュー（総合評価方式） 
  以下の基準等に基づいて選定するテーマを政策レビューの対象とす
る。 
ア 国土交通省の政策課題として重要なもの 
イ 国民からの評価に対するニーズが特に高いもの 
ウ 他の政策評価の実施結果等を踏まえ、より掘り下げた総合的な評
価を実施する必要があると考えられるもの 

エ 社会経済情勢の変化等に対応して、政策の見直しが必要と考えら
れるもの 

○ 個別公共事業の再評価（事業評価方式） 
国土交通省が所管する以下の種類の公共事業のうち、維持・管理に

係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての事業を対象とする。 
ア 直轄事業 
イ 独立行政法人等施行事業 
ウ 補助事業等 

○ 個別公共事業の完了後の事後評価（事業評価方式） 
  国土交通省が所管する以下の種類の公共事業のうち、維持・管理に

係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての事業を対象とする。 
ア 直轄事業 
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 イ 独立行政法人等施行事業 
 ウ 補助事業等 
○ 個別研究開発課題の中間評価(事業評価方式) 

研究開発機関等が重点的に推進する個別研究開発課題及び本省又は
外局から独立行政法人研究機関、民間等に対して補助又は委託を行う
個別研究開発課題を対象とする。 

○ 個別研究開発課題の終了時評価（事業評価方式） 
    研究開発機関等が重点的に推進する個別研究開発課題及び本省又は

外局から独立行政法人研究機関、民間等に対して補助又は委託を行う
個別研究開発課題を対象とする。 

○ 「成果重視事業」の事後評価 
  「成果重視事業」については、政策チェックアップ又は個別研究開

発課題評価の手法により政策評価を実施する。 
政策チェックアップによる場合は、実施計画において、評価対象に

係る具体的な業績指標及び業績目標を設定する。個別研究開発課題評
価による場合は、毎年度の中間評価を実施する。 

○ 法律により事後評価の実施が義務付けられた計画等 
国土形成計画法（昭和25年法律第205号）第６条第１項の全国計画、

社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）第４条第３項第２号
の規定によりその概要が同法第２条第１項の社会資本整備重点計画に
定められた社会資本整備事業、及び住生活基本法（平成18年法律第61
号）第15条第１項の全国計画については、政策チェックアップ又は政
策レビューの手法により政策評価を実施する。 
政策チェックアップによる場合は、実施計画において、評価対象に

係る具体的な業績指標及び業績目標を設定する。政策レビューによる
場合は、実施計画において、評価対象をテーマとして設定する。 

④ 政策評価
の結果の政
策への反映 

○ 各局等は、評価結果を予算要求、法令等による制度の新設・改廃等
の企画立案作業における重要な情報として、適切に活用する。また、
基本的方針等の策定に当たっても、評価結果を有用な情報として活用
する。 

⑤ 国民の意
見・要望を 
受けるため
の窓口の整
備 

○ インターネットにより政策評価に関する情報を公表する場合は、電
子メールによる意見等の受付アドレスを記載するなど、政策評価に関
する国民からの意見等の提出の機会を確保するように努める。 

○ 提出された意見等については、国土交通省内における各局等への通
知、意見等の概要やそれへの対応状況・考え方等に関する第三者の意
見を聴取する場への報告等を行うとともに、可能な限り回答を行うな
ど適切な対応に努める。 

  また、政策評価に関する国民からの意見・要望を受け付けるため、
政策統括官（政策評価）及び各局等の政策評価担当窓口を公表する。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度国土交通省事後評価実施計画（平成 21年３月 31日策定） 
平成 21 年８月 31日改正 

実施計画の
主な規定内
容 

①  基本計画に掲げた政策のうち、
実施計画の計画期間内に対象と
しようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び
評価の方式 

○ 政策チェックアップ：13の政策目標に係る政

策 

○ 政策レビュー：15テーマ 

○ 個別公共事業の再評価（②に該当するもの以

外）：587事業 

○ 個別公共事業の完了後の事後評価：88事業 

○ 個別研究開発課題の中間評価：１課題 
○ 個別研究開発課題の終了後の事後評価：27 課
題                   

② ５年未着工・10 年継続中（法
第７条第２項第２号イ及びロに
該当するもの） 

○  ５年未着工：個別公共事業の12事業 
○ 10年継続中：個別公共事業の 297事業 

(注) 基本計画については、平成 21年３月 31日の改正において、毎年度、計画期間を変更する方式から
計画期間を固定する方式に見直す等、全面的な見直しが行われている。 
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表 16－２ 国土交通省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価
の対象と
しようと
した政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への
反映状況の内訳別件数 

事前評価 政策アセスメント（事業評価方式） 
：111 件 
〈22 年度予算概算要求時（21 年８月

公表）：49件〉  〔表 16－３－ア〕 

〈22年度予算概算要求時（21年 11月

公表）実施：40件〉 

  〔表 16－３－イ〕 

〈21年度予算概算要求時実施分修正 

等：22件〉    〔表 16－３－ウ〕 

新規施策の評価は
妥当 

111 
 

評価結果を踏まえ、新規施
策の導入に係る措置を講じ
た 
 
 

62 
 

 概算要求に反映 40 

機構・定員要求に反映 ９ 

 機構要求に反映 ４ 

定員要求に反映 ９ 

規制の事前評価（事業評価方式） 
:10件      〔表16－３－エ〕 

規制の新設、改変
（緩和を含む）を伴
う政策の評価は妥
当 

10 評価結果を踏まえ、規制の
新設、改変（緩和を含む）
を伴う政策の導入に係る措
置を講じた 

10 

個別公共事業の新規事業採択時評
価（事業評価方式）：145件 
〈22年度予算概算要求時（21年８月公
表）：18件〉    〔表16－３－オ〕 

〈22年度予算概算要求時（21年11月公
表）：１件〉    〔表16－３－カ〕 

〈21年度補正予算に係る事業：61件〉 
   〔表16－３－キ〕 

〈22年度予算に向けた事業（直轄事業
等）：10件〉    〔表16－３－ク〕 

〈22年度予算に向けた事業（補助事業
等）：55件〉    〔表16－３－ケ〕 

事業の採択は妥当 145 平成 22年度予算等に反映し
た 

140 

個別研究開発課題の事前評価（事業
評価方式）：73件 
〈22年度予算概算要求時（21年８月公

表）：36件〉   〔表16－３－コ〕 
〈22年度予算概算要求時（21年11月公

表）：２件〉   〔表16－３－サ〕 
〈21年度末公表：35件〉 

  〔表 16－３－シ〕 

課題の採択は妥当 73 平成 22年度予算等に反映し
た 

69 

事後評価 政策チェックアップ（実績評価方
式）：49件 
（46施策目標） 

［実施計画期間内の評価対象政策（法

第７条第２項第１号）］ 

〔表16－３－ス〕 

（成果重視事業：３件） 

〔表16－３－セ〕 

評価の結果、一部改
善・見直し・整理・
統合を図った上で、
引き続き実施する
ことが妥当 
 

49 ① 評価結果を踏まえ、こ
れまでの取組を引き続き
推進した 

【引き続き推進】 

26 
 

 概算要求に反映 23 

機構・定員要求に反映 ２ 

 機構要求に反映 １ 

定員要求に反映 ２ 

② 評価結果を踏まえ、評
価対象政策の改善・見直
しを行った 

【改善・見直し】 

21 

 概算要求に反映 21 

機構・定員要求に反映 ３ 

 機構要求に反映 ２ 

定員要求に反映 ３ 

政策の重点化等 ８ 

政策の一部の廃止・休止・中
止 

１ 

③ 事業の最終年度を迎え
たもの 

２ 
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政策評価
の対象と
しようと
した政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への
反映状況の内訳別件数 

政策レビュー（総合評価方式）：５
テーマ 
［実施計画期間内の評価対象政策（法

第７条第２項第１号）４件］ 

〔表16－３－ソ〕 
{政策レビュー（総合評価方式） 
:11テーマ｝   〔表16－３－タ〕 

テーマごとに対象
政策について目標
の達成状況等につ
いて分析を行い、そ
の要因や課題を明
らかにした 

５ 
 
 
 
 

評価結果を踏まえ、今後の
予算要求等に適切に反映す
る。 

【引き続き推進】 
 

５ 

 個別公共事業の再評価（事業評価
方式）：293件{33件} 
〈21年度道路関係予算配分・執行事業
分18件〉    〔表16－３－チ〕 

〈22年度予算概算要求時実施等：14件
{22件}〉  〔表16－３－ツ、テ〕 

〈21年度補正予算に係る事業：８件〉 
         〔表16－３－ト〕 
〈22年度予算に向けた事業（直轄事業

等）：184件〉  〔表16－３－ナ〕 
〈22年度予算に向けた事業等（補助事

業等）：69件{11件}〉 
〔表16－３－ニ、ヌ〕 

 
［実施計画期間内の評価対象政策
（法第７条第２項第１号）242件
{29件}] 

［未着手（法第７条第２項第２号イ）
３件{３件}] 

［未了（法第７条第２項第２号ロ）
48件{１件}] 

事業の継続が妥当 258 事業を継続 
     【引き続き推進】 

258 

事業を見直した上
での継続が妥当 

22 事業を見直した上で継続    
【改善・見直し】 

22 

事業の中止が妥当 13 
 

事業を中止 
【廃止・休止・中止】 

13 
 

 個別公共事業の完了後の事後評価
（事業評価方式）：94件 

〔表16－３－ネ〕 

再事後評価、改善措
置の必要なし 

92 再事後評価の実施、改善措
置の実施の必要性を判断し
た 

94 

再事後評価の必要
あり 

２ 

個別研究開発課題の中間評価（事
業評価方式）：１件 
［実施計画期間内の評価対象政策(法

第７条第２項第１号)］ 
〔表16－３－ノ〕 

研究開発課題の継
続は妥当 

１ 
 

平成 22年度予算に反映した 
【引き続き推進】 

１ 

個別研究開発課題の終了時評価
（事業評価方式）：30件 
［実施計画期間内の評価対象政策(法

第７条第２項第１号)］ 
〔表16－３－ハ〕 

研究開発課題の最
終的な成果を確認
し、必要に応じて課
題を明らかにした 

30 今後の研究開発課題の実施
に当たり適切に反映する 

30 

(注)１ { }は、評価を実施中のもの（外数）である。 

２ 国土交通省では、個別公共事業の評価について、維持・管理に係る事業、災害復旧事業等を除くすべ

ての国土交通省所管公共事業を対象として、新規事業採択時評価及び再評価を行っており、表中の法第

７条第２項第１号の件数は、政策評価の実施が義務付けられておらず国土交通省が自主的に取り組んで

いるものである。 

３ 政策アセスメントの平成 22 年度予算概算要求時の評価については、「平成 22 年度予算編成の方針に

ついて」（平成 21年９月 29日閣議決定）を踏まえ行われた概算要求に伴う評価の結果（21年 11月公表）

のみが政策に反映されている。このため、「評価実施件数」と「政策評価の結果の政策への反映状況の

内訳別件数」は一致しない。 

４ 個別公共事業の新規事業採択時評価及び個別研究開発課題の事前評価それぞれの 22年度予算概算要

求時の評価については、「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21 年９月 29 日閣議決定）を踏

まえ行われた概算要求に伴い、８月に公表した評価の対象政策の一部について、評価が実施され、また、

その一部については概算要求に盛り込まれなかったことにより、一部の評価結果が政策に反映されてい

る。このため、「評価実施件数」と「政策評価の結果の政策への反映状況の内訳別件数」は一致しない。 
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表 16－３ 国土交通省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）平成 22年度予算概算要求に当たり、予算概算要求、税制改正要望等に係るものを中心とす

る 49 の施策を対象として、政策アセスメント（事業評価方式）を実施し、その結果を 21年

８月 31 日に「平成 22年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」とし

て公表。 

 

表 16－３－ア  政策アセスメントを実施した施策〈22 年度予算概算要求時（21年８月公表）〉 
№ 評 価 対 象 施 策 

政策目標１ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進 

１ 民間賃貸住宅の契約の適正化・紛争処理の円滑化に係る支援制度の創設 

政策目標２ 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

２ 地域における継続的な海岸漂着ゴミ対策の推進 

３ 200海里海域の特性に応じた海洋マネジメントビジョンの策定 

４ 地域交通、物流の革新を促す新たな低炭素実用車両の開発促進 

５ 自動車運送事業者によるＣＯ２削減努力の評価手法、付加価値創出手法の開発 

６ 歴史的水辺環境改善下水道事業の創設 

７ 資源・エネルギー循環下水道事業の創設 

８ まちを元気づける水辺整備を推進するための「お濠再生プロジェクト」の創設 

政策目標３ 地球環境の保全 

９ エコモビリティ都市の推進 

政策目標４ 水害等災害による被害の軽減 

10 緊急地震速報等の高度化 

11 集中豪雨・局地的大雨対策の強化 

12 地球温暖化に関する観測・監視体制の強化 

13 下水道浸水被害軽減総合事業の強化 

14 都市機能保全型老朽管対策事業の創設 

15 砂防設備等の緊急改築制度の創設 

16 土砂災害に対する警戒避難体制の強化に関する制度の創設 

17 ゲリラ豪雨等に対しても安心して暮らせる「100㍉／ｈ安心プラン（仮称）」の策定 

18 
気候変動に伴う集中豪雨の激化に対応する河川整備及び流域対策の推進（流域治水対策河川事業
費補助の創設） 

19 沿岸域一帯の危機管理・減災対策の創設 

20 地球温暖化に伴う海面上昇等への緊急的な適応策としての高潮・高波対策等の推進 

21 広域侵食対策事業の創設 

政策目標５ 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

22 運輸の安全性向上のための官民における戦略的取組の推進 

政策目標６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

23 産業活性化のための港湾機能の強化 

24 物流施設の耐震強化 

25 観光魅力を活かした船旅の振興 

26 訪日外国人旅行者の受入環境整備事業 

政策目標７ 都市再生・地域再生等の推進 

27 停滞プロジェクト早期完了支援事業の創設 

28 交通結節点の利便性向上と周辺の一体的整備を重点支援する制度の創設 

29 歴史的風致維持向上施設整備事業の創設 

政策目標８ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 

30 生活支援機能の集積による駅機能高度化～コミュニティ・ステーション化～の推進 

31 バス交通における環境整備モデル事業の創設 

32 外海離島等の運航費軽減・需要喚起方策の調査 

33 海上交通の低炭素化・利便性向上等総合事業の創設 
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政策目標９ 市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護 

34 観光地の魅力創出インフラ整備の推進 

35 宅地建物取引業・賃貸不動産管理業等に係る新規制度の導入 

36 人口減少の進展等を踏まえた土地管理の適正化の推進 

37 不動産市場の活性化のための情報基盤の構築 

38 建設業と地域の相互発展促進事業の実施 

39 建設業の施工力の強化 

40 都市部官民境界基本調査の創設 

41 都市再生街づくり支援調査の創設 

42 山村境界基本調査の創設 

政策目標 10  国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

43 集落生活安定化へ向けた中間支援業務の普及促進モデル事業の創設 

44 広域地方計画推進交付金（仮称）の創設 

45 広域自立成長推進事業（仮称）の創設 

政策目標 11 ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進 

46 運輸技術に関する総合的技術戦略プロセス推進に資する技術戦略ロードマップの構築 

47 地域交通ＩＴ基盤確立プログラムの推進 

政策目標 12 国際協力、連携等の推進 

48 アジア諸国を中心とした交通分野における気候変動対策の国際的な推進強化 

49 官民連携による海外交通プロジェクトの推進 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－①参照。 

 

また、その後に示された「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣

議決定）に基づく平成 22年度予算概算要求に当たり、以下の 40の施策を対象として、政策

アセスメント（事業評価方式）を実施し、その結果を 21年 11月 26日に「平成 22年度予算

概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」として公表。 

 

表 16－３－イ  政策アセスメントを実施した施策〈22 年度予算概算要求時（21年 11月公表）〉 
№ 評 価 対 象 施 策 

政策目標１ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進 

１ 民間賃貸住宅の家賃債務保証業等の適正化・紛争処理の円滑化に係る支援制度の創設 

政策目標２ 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

２ 200海里海域の特性に応じた海洋マネジメントビジョンの策定 

３ 地域交通、物流の革新を促す新たな低炭素実用車両の開発促進 

４ 自動車運送事業者によるＣＯ２削減努力の評価手法、付加価値創出手法の開発 

５ 歴史的水辺環境改善下水道事業の創設 

政策目標４ 水害等災害による被害の軽減 

６ 緊急地震速報等の高度化 

７ 集中豪雨・局地的大雨対策の強化 

８ 地球温暖化に関する観測・監視体制の強化 

９ 下水道浸水被害軽減総合事業の強化 

10 都市機能保全型老朽管対策事業の創設 

11 砂防設備等の緊急改築制度の創設 

12 土砂災害に対する警戒避難体制の強化に関する制度の創設 

13 ゲリラ豪雨等に対しても安心して暮らせる「100㍉/ｈ安心プラン（仮称）」の策定 

14 
気候変動に伴う集中豪雨の激化に対応する河川整備及び流域対策の推進（流域治水対策河川事業
費補助の創設） 

15 地球温暖化に伴う海面上昇等への緊急的な適応策としての高潮・高波対策等の推進 

政策目標５ 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

16 運輸の安全性向上のための官民における戦略的取組の推進 

政策目標６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

17 戦略物資を取扱う港湾施設の機能強化 

18 物流施設の耐震強化 

19 遠隔離島における活動拠点の整備 
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20 訪日外国人旅行者の受入環境整備事業 

政策目標７ 都市再生・地域再生等の推進 

21 停滞プロジェクト早期完了支援事業の創設 

22 低炭素都市基盤創造事業の創設 

政策目標８ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 

23 生活支援機能の集積による駅機能高度化～コミュニティ・ステーション化～の推進 

24 外海離島等の運航費軽減等の実証調査 

25 海上交通の低炭素化・利便性向上等総合事業の創設 

政策目標９ 市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護 

26 観光地の魅力創出インフラ整備の推進 

27 宅地建物取引業・賃貸不動産管理業等に係る新規制度の導入 

28 人口減少の進展等を踏まえた土地管理の適正化の推進 

29 建設業新分野展開支援事業の実施 

30 建設業の施工力の強化 

31 都市部官民境界基本調査の創設 

32 都市再生街づくり支援調査の創設 

33 山村境界基本調査の創設 

政策目標 10  国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

34 集落生活安定化へ向けた中間支援業務の普及促進モデル事業の創設 

35 広域地方計画推進交付金（仮称）の創設 

36 広域自立成長推進事業（仮称）の創設 

政策目標 11 ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進 

37 運輸技術に関する総合的技術戦略プロセス推進に資する技術戦略ロードマップの構築 

38 地域交通ＩＴ基盤確立プログラムの推進 

政策目標 12 国際協力、連携等の推進 

39 アジア諸国を中心とした交通分野における気候変動対策の国際的な推進強化 

40 官民連携による海外交通プロジェクトの推進 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－②参照。 

         

（２）「平成 21年度予算概算要求等に係る事前評価書」（平成 20年８月 25日公表）に、必要な修

正及び追加を行い、21年８月 31日に「平成 20年度政策アセスメント結果（評価書）」とし

て公表。 

   

表 16－３－ウ 政策アセスメントを実施した施策〈21年度予算概算要求時実施分の追加修正等〉 
№ 評 価 対 象 施 策 

政策目標２ 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

１ 下水道未普及解消重点支援制度の創設 

２ 下水道施設を活用した新エネルギー対策の推進（新世代下水道支援事業制度の拡充） 

政策目標３ 地球環境の保全 

３ 低炭素型都市づくりの推進のための制度拡充 

４ 内航海運省エネ化促進調査事業 

５ 革新的な船舶の省エネルギー技術の研究開発の創設 

政策目標４ 水害等災害による被害の軽減 

６ 下水道浸水被害軽減総合事業の創設 

７ 下水道総合地震対策事業の創設 

８ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案 

９ 建築基準法施行令の一部を改正する政令案（２件） 

10 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案 

11 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案（７件） 

12 
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案（２
件） 

13 成田国際空港株式会社法の一部を改正する法律案（２件） 

(注) １ 当該公表は、「国土交通省政策評価実施要領～政策アセスメント・政策チェックアップ・政策レビューの実
施について～」（平成21年６月16日制定）Ⅱ３(３)に基づくものである。各評価対象政策の評価の結果及び
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その結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ   
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－③参照。 

２ №１～７は法令改正に関連するもの、№８～13は規制の事前評価に関連するものである。 
３ 表中の（ ）は、評価対象とした規制の新設又は改廃に係る政策において、発生する効果と負担の関係を分
析するのに適した評価の単位を計上。 

 

（３）規制の新設又は改廃（10件）に係る政策を対象として評価（事業評価方式）を実施し、そ

の結果を平成 21年６月 25日、平成 22年１月 27日、２月８日、２月 15日、２月 22日、３

月４日及び３月 24日に「規制の事前評価書」として公表。 

 

表 16－３－エ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 
都市再生特別措置法施行令及び都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部を改正する政
令案 

２ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案 

３ 
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等
に関する法律案 

４ 航空法の一部を改正する法律案（３件） 

５ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 

６ 
賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為
の規制等に関する法律案 

７ 国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案 

８ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案 

(注) １ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－④参照。 

２ 表中の（ ）は、評価対象とした規制の新設又は改廃に係る政策において、発生する効果と負担の関係を分
析するのに適した評価の単位を計上。 

 

（４）平成 22 年度予算概算要求に当たって、個別箇所で予算内示を予定している事業に係る 18

事業を対象として新規事業採択時評価（事業評価方式）を実施し、その結果を 21年８月 31

日に「平成 22年度予算概算要求に係る個別公共事業評価書」として公表。 

 

表 16－３－オ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈22 年度予算概算要求時（21 年
８月公表）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ ダム事業 
直轄事業等 １ 

補助事業 １ 

２ 海岸事業 直轄事業 １ 

３ 港湾整備事業 直轄事業 ３ 

４ 空港整備事業 直轄事業 １ 

５ 船舶建造事業 ６ 

６ 海上保安官署施設整備事業 ５ 

計 18 
(注) １ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑤参照。 
２ №１～４は公共事業関係費、№５及び６はその他施設費に係るものである。 

 

また、その後に示された「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣

議決定）に基づく平成 22年度予算概算要求に当たり、上記事業のうちの１事業を対象として

新規事業採択時評価（事業評価方式）を実施し、21年 11月 26日に「平成 22年度予算概算

要求に係る個別公共事業評価書（その２）」として公表。 
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表 16－３－カ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈22 年度予算概算要求時（21 年
11月公表）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 船舶建造事業 １ 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑥参照。 

 

（５）平成 21 年度補正予算に係る評価として、61事業を対象として新規事業採択時評価（事業

評価方式）を実施し、その結果を 21年８月 31日に「平成 21年度予算に係る個別公共事業の

評価書」として公表。 

 

表 16－３－キ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈21 年度補正予算に係る事業〉 
№ 事 業 区 分 件 数 

１ 砂防事業等 補助事業等 17 

２ 海岸事業 補助事業等 19 

３ 道路・街路事業 直轄事業等 ４ 

４ 港湾整備事業 
直轄事業 ８ 

補助事業等 ２ 

５ 空港整備事業 直轄事業 １ 

６ 都市・幹線鉄道整備事業 補助事業等 ２ 

７ 官庁営繕事業 ４ 

８ 船舶建造事業 ３ 

９ 海上保安官署施設整備事業 １ 

計 61 
(注) １ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑦参照。 
２ №１～６は公共事業関係費、№７～９はその他施設費に係るものである。 

 

（６）平成 22 年度予算に向けた評価として、直轄事業等について、個別箇所で予算決定された事

業を含め、10事業を対象として新規事業採択時評価（事業評価方式）を実施し、その結果を

平成 22 年２月１日に「個別公共事業の評価書－平成 21年度－」として公表。 

 

表 16－３－ク 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈22 年度予算に向けた事業（直 
轄事業等）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 港湾整備事業 直轄事業 １ 

２ 空港整備事業 直轄事業 １ 

３ 官庁営繕事業 ２ 

４ 船舶建造事業 ５ 

５ 海上保安官署施設整備事業 １ 

計 10 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑧参照。 

２ №１及び２は公共事業関係費、№３～５はその他施設費に係るものである。 

 

（７）平成 22 年度予算に向けた評価として、補助事業等について、55事業を対象として新規事

業採択時評価（事業評価方式）を実施し、その結果を 22年３月 26日に「個別公共事業の評

価書－平成 21年度－（その２）」として公表。 

 



166 

 

表 16－３－ケ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈22 年度予算に向けた事業（補
助事業等）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 河川事業 補助事業等 ２ 

２ 都市・幹線鉄道整備事業 補助事業 15 

３ 鉄道防災事業 補助事業 26 

４ 住宅市街地総合整備事業 ６ 

５ 都市公園事業 補助事業 １ 

６ 離島振興特別事業  １ 

７ 奄美群島振興開発事業 １ 

８ 小笠原諸島振興開発事業 ３ 

計 55 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑨参照。 

２ №１～５は公共事業関係費、№６～８はその他施設費に係るものである。 
 

（８）新規課題として開始しようとする 36の個別研究開発課題を対象として事前評価（事業評価

方式）を実施し、その結果を平成 21年８月 31日に「平成 22年度予算概算要求に係る個別研

究開発課題評価書」として公表。 

 

表 16－３－コ 事前評価を実施した個別研究開発課題〈22 年度予算概算要求時（21年８月公 
表）〉 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 

１ 社会資本の予防保全的管理のための点検・監視技術の開発 

２ 地震動情報の高度化に対応した建築物の耐震性能評価技術の開発 

３ 美しいまちづくりに向けた公共事業の景観創出の効果分析に関する研究 

４ 気候変動下での大規模水災害に対する施策群の設定･選択を支援する基盤技術の開発 

５ 道路ネットワークの連結信頼性を考慮した道路構造物の補修優先順位付けに関する研究 

６ 密集市街地における協調的建て替えルールの策定支援技術の開発 

７ 住宅種別に応じたエネルギー消費性能評価法の開発 

８ 建築実務の円滑化に資する構造計算プログラムの技術基準に関する研究 

９ 伝統的技術を適用した木造建築物の耐久性向上に関する研究 

10 アジア国際フェリー輸送の拡大に対応した輸送円滑化方策に関する研究 

11 物流の効率性と両立した国際輸送保安対策のあり方に関する研究 

12 ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究 

13 世界測地系における国内位置基準の監視の高度化に関する研究 

14 ＧＰＳによる地殻変動監視の信頼性向上のための大気擾乱の影響評価に関する研究 

15 地震災害緊急対応のための地理的特性から想定した被害情報の提供に関する研究 

16 変色水を用いた海域火山の観測研究 

17 都市における合理的な地下空間創造技術およびその耐震性能評価に関する研究 

18 太陽エネルギーを有効利用できる新規オゾン・光触媒水処理システムの開発 

19 地震による斜面崩壊予測とそれによる家屋・道路被害推計の統合システムの開発 

20 次世代無線技術の利用による低コストで安定性の高い道路情報通信システムの開発 

21 低炭素社会に向けた快適生活空間を創造するスギ間伐材を活用した耐火軸組構法技術の開発 

22 下水道システムの地震被害応急復旧戦略シミュレータの開発 

23 土木事業での木材活用による温暖化防止対策への貢献 

24 既存木造学校施設の耐震補強方法の開発 

25 雨天時における衛生学的安全性と水環境保全を目指した新しい都市排水処理技術の開発 

26 建設対象物形状の３次元座標数値化技術の開発 

27 土砂災害の２次被害を防止するための安価で迅速に設置できる監視装置の開発 

28 高品質盛土を保証する施工管理技術に関する研究 

29 地理空間情報の流通プラットフォーム技術開発による建設生産プロセスの効率化 

30 三次元サブミリメートル変位計測による遠隔観測型崖崩れ前兆検出システムの開発 

31 
建設ＩＣＴにおける Image Based Communications Tool（情報共有プラットフォーム）の研究開
発 
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32 腐食劣化の生じた実橋梁部材を活用した鋼トラス橋の耐荷性能評価手法に関する研究 

33 構造物現況形状データと設計データを用いた品質確保と施工支援に関する技術の開発 

34 構造物の表層強度分布測定装置および含浸強化剤の開発研究 

35 光ファイバセンシングによる広域社会基盤施設の高精度変状監視システムの開発 

36 メカニカル亀裂ストッパーを用いた鋼橋の緊急・応急補修技術の開発 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑩参照。 

 

また、その後に示された「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣

議決定）に基づく平成 22年度概算要求に当たり、上記個別研究開発課題のうちの２の個別研

究開発課題を対象として事前評価（事業評価方式）を実施し、21年 11月 26日に「平成 22

年度予算概算要求に係る個別研究開発課題評価書（その２）」として公表。 

 

表 16－３－サ 事前評価を実施した個別研究開発課題〈22 年度予算概算要求時（21年 11 月公 
表）〉 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 

１ アジア国際フェリー輸送の拡大に対応した輸送円滑化方策に関する研究 

２ 物流の効率性と両立した国際輸送保安対策のあり方に関する研究 
(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑪参照。 

 

また、平成 22年度概算要求に当たり内容が明らかになった課題を含めた 35の個別研究開

発課題を対象として事前評価（事業評価方式）を実施し、22年３月 29日に「個別研究開発

課題の評価書－平成 21年度－」として公表。 

 

表 16－３－シ 事前評価を実施した個別研究開発課題〈21 年度末実施〉 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 

１ 社会資本の予防保全的管理のための点検・監視技術の開発 

２ 地震動情報の高度化に対応した建築物の耐震性能評価技術の開発 

３ 美しいまちづくりに向けた公共事業の景観創出の効果分析に関する研究 

４ 気候変動下での大規模水災害に対する施策群の設定･選択を支援する基盤技術の開発 

５ 密集市街地における協調的建て替えルールの策定支援技術の開発 

６ 住宅種別に応じたエネルギー消費性能評価法の開発 

７ 建築実務の円滑化に資する構造計算プログラムの技術基準に関する研究 

８ アジア国際フェリー輸送の拡大に対応した輸送円滑化方策に関する研究 

９ 物流の効率性と両立した国際輸送保安対策のあり方に関する研究 

10 グリーンＩＴＳの研究開発 

11 ３次元データを用いた設計、施工、維持管理の高度化に関する研究 

12 ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究 

13 世界測地系における国内位置基準の監視の高度化に関する研究 

14 ＧＰＳによる地殻変動監視の信頼性向上のための大気擾乱の影響評価に関する研究 

15 地震災害緊急対応のための地理的特性から想定した被害情報の提供に関する研究 

16 都市における合理的な地下空間創造技術およびその耐震性能評価に関する研究 

17 太陽エネルギーを有効利用できる新規オゾン・光触媒水処理システムの開発 

18 地震による斜面崩壊予測とそれによる家屋・道路被害推計の統合システムの開発 

19 次世代無線技術の利用による低コストで安定性の高い道路情報通信システムの開発 

20 低炭素社会に向けた快適生活空間を創造するスギ間伐材を活用した耐火軸組構法技術の開発 

21 下水道システムの地震被害応急復旧戦略シミュレータの開発 

22 土木事業での木材活用による温暖化防止対策への貢献 

23 既存木造学校施設の耐震補強方法の開発 

24 雨天時における衛生学的安全性と水環境保全を目指した新しい都市排水処理技術の開発 

25 建設対象物形状の３次元座標数値化技術の開発 
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26 土砂災害の２次災害を防止するための安価で迅速に設置できる監視装置の開発 

27 高品質盛土を保証する施工管理技術に関する研究 

28 地理空間情報の流通プラットフォーム技術開発による建設生産プロセスの効率化 

29 三次元サブミリメートル変位計測による遠隔観測型崖崩れ前兆検出システムの開発 

30 
建設ＩＣＴにおける Image Based Communications Tool（情報共有プラットフォーム）の研究開
発 

31 腐食劣化の生じた実橋梁部材を活用した鋼トラス橋の耐荷性能評価手法に関する研究 

32 構造物現況形状データと設計データを用いた品質確保と施工支援に関する技術の開発 

33 構造物の表層強度分布測定装置および含浸強化剤の開発研究 

34 光ファイバセンシングによる広域社会基盤施設の高精度変状監視システムの開発 

35 メカニカル亀裂ストッパーを用いた鋼橋の緊急・応急補修技術の開発 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑫参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

46 の施策目標に係る政策を対象に政策チェックアップ（実績評価方式）を実施し、その結

果を平成 21年８月 31日に「平成 20年度政策チェックアップ評価書」として公表。 

    

表 16－３－ス 政策チェックアップを実施した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  評価結果の反映状況 

１ 
居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成
を図る 

改善・見直し 

２ 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する 改善・見直し 

３ 総合的なバリアフリー化を推進する 改善・見直し 

４ 
海洋・沿岸域環境や港湾空間の保全・再生・形成、海洋廃棄物処理、
海洋汚染防止を推進する 

引き続き推進 

５ 快適な道路環境等を創造する 改善・見直し 

６ 水資源の確保、水源地域活性化等を推進する 引き続き推進 

７ 良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する 改善・見直し 

８ 
良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正
な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する 

改善・見直し 

９ 地球温暖化防止等の環境の保全を行う 改善・見直し 

10 
自然災害による被害を軽減するため、気象情報等の提供及び観測・通
信体制を充実する 

改善・見直し 

11 住宅・市街地の防災性を向上する 改善・見直し 

12 水害・土砂災害の防止・減災を推進する 改善・見直し 

13 津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進する 改善・見直し 

14 
公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャック・航空機テロ
防止を推進する 

改善・見直し 

15 道路交通の安全性を確保・向上する 改善・見直し 

16 住宅・建築物の安全性の確保を図る 引き続き推進 

17 自動車事故の被害者の救済を図る 引き続き推進 

18 自動車の安全性を高める 引き続き推進 

19 船舶交通の安全と海上の治安を確保する 引き続き推進 

20 
海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、
安定的な国際海上輸送の確保を推進する 

改善・見直し 

21 観光立国を推進する 改善・見直し 

22 景観に優れた国土・観光地づくりを推進する 引き続き推進 

23 国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワークを形成する 引き続き推進 

24 整備新幹線の整備を推進する 引き続き推進 
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25 航空交通ネットワークを強化する 引き続き推進 

26 都市再生・地域再生を推進する 改善・見直し 

27 流通業務立地等の円滑化を図る 引き続き推進 

28 集約型都市構造を実現する 引き続き推進 

29 鉄道網を充実・活性化させる 引き続き推進 

30 地域公共交通の維持・活性化を推進する 改善・見直し 

31 都市・地域における総合交通戦略を推進する 引き続き推進 

32 道路交通の円滑化を推進する 引き続き推進 

33 社会資本整備・管理等を効果的に推進する 引き続き推進 

34 不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する 改善・見直し 

35 建設市場の整備を推進する 引き続き推進 

36 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る 引き続き推進 

37 地籍の整備等の国土調査を推進する 改善・見直し 

38 海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る 改善・見直し 

39 総合的な国土形成を推進する 引き続き推進 

40 
国土の位置・形状を定めるための調査及び地理空間情報の整備・活用
を推進する 

引き続き推進 

41 離島等の振興を図る 改善・見直し 

42 北海道総合開発を推進する 引き続き推進 

43 技術研究開発を推進する 引き続き推進 

44 情報化を推進する 引き続き推進 

45 国際協力、連携等を推進する 引き続き推進 

46 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑬参照。 

 

   また、以下の３事業（成果重視事業）を対象として政策チェックアップ（実績評価方式）を

実施し、その結果を平成 21 年８月 31 日に「平成 20 年度政策チェックアップ評価書」として

公表。 

   

表 16－３－セ 政策チェックアップを実施した政策（成果重視事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 
自動車分野のＣＯ２排出量評価プログラムの構築（ＣＯ２排出量予測の
誤差） 

― 

２ 
自動車事故の情報収集の強化と情報分析システムの構築事業（①自動
車事故報告規則に基づく自動車事故報告対象事故の報告件数の増加、
②自動車事故報告書作成時間の短縮） 

― 

３ 
宅地建物取引業免許等電子申請システム構築事業（①宅地建物取引業
の免許等電子申請率、②システムの満足度） 

引き続き推進 

(注) １  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑭参照。 

    ２ №１及び２は、事業の最終年度を迎えたものである。 

 

（２）５つのテーマを対象として政策レビュー（総合評価方式）を実施し、その結果を平成 21年

11 月 26日及び 22年３月 29日に「平成 21年度政策レビュー結果（評価書）」として公表。 

    

表 16－３－ソ 政策レビューを実施した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  評価結果の反映状況 

１ 住宅・建築物の耐震化の促進 引き続き推進 

２ 第５次国土調査事業十箇年計画 引き続き推進 

３ 総合的な水害対策 引き続き推進 

４ 住宅分野における市場重視施策 引き続き推進 
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５ 総合物流施策大綱（2005-2009） 引き続き推進 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑮参照。 

 

   また、以下の 11のテーマについては、政策レビュー（総合評価方式）を実施中であり、平

成 22 年度内に評価結果を取りまとめる予定。 

 

表 16－３－タ 政策レビューを実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 運輸安全マネジメント評価 

２ 道路交通の安全施策 

３ 観光立国の実現 

４ 申請・届出等手続きのオンライン利用の促進 

５ ＬＲＴ等の都市交通整備のまちづくりへの効果 

６ 都市再生の推進 

７ 住生活基本計画（全国計画） 

８ 住宅・建築物の耐震化の促進 

９ 鉄道の安全施策 

10 港湾の大規模地震対策 

11 緊急地震速報の利用の拡大 

 

（３）平成 21年度予算に係る評価として、道路関係予算を配分・執行する事業を対象に再評価（事

業評価方式）を実施し、14事業について「個別公共事業の評価書（その２）」として 21年７

月７日に、３事業について「個別公共事業の評価書（その３）」として 21年７月 14日に、１

事業について「個別公共事業の評価書（その４）」として 21年７月 28日にそれぞれその結果

を公表。 

 

表 16－３－チ 再評価を実施した個別公共事業〈21 年度予算（道路関係予算を配分・執行す
る事業）に係る評価〉 

№ 事 業 区 分 件 数 評価結果の反映状況 

１ 道路・街路事業（直轄事業等） 

14 改善・見直し 

３ 
改善・見直し（２件） 
廃止・休止・中止（１件） 

１ 改善・見直し 

計 18 ― 

 (注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑯参照。 

 

（４）平成 22年度予算概算要求に当たって、個別箇所で予算内示を予定している事業に係る９事

業を対象として再評価（事業評価方式）を実施し、その結果を 21年８月 31日に「平成 22年

度予算概算要求に係る個別公共事業評価書」として公表。 

 

表 16－３－ツ 再評価を実施した個別公共事業〈22年度予算概算要求時実施〉 

№ 事 業 区 分 件 数 評価結果の反映状況 

１ ダム事業 
直轄事業等 ８ 

引き続き推進（７件） 
廃止・休止・中止（１件） 

補助事業 
１ 

[評価手続中：17] 
引き続き推進 
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計 
９ 

[評価手続中：17] 
― 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑰参照。 

 

（５）平成 15、19及び 20年度国土交通省事後評価実施計画に基づき、評価手続中となっていた

個別公共事業５事業を対象として再評価（事業評価方式）を実施し、その結果を 21年８月

31 日に「平成 22年度予算概算要求に係る個別公共事業評価書」として公表。 

   
表 16－３－テ 評価手続中となっていた個別公共事業について再評価を実施したもの 
№ 事 業 区 分 件 数 評価結果の反映状況 

１ ダム事業 補助事業 

15 年度評価：２ 
[評価手続中：２] 

廃止・休止・中止 

19 年度評価：１ 引き続き推進 

20 年度評価：２ 
[評価手続中：３] 

廃止・休止・中止 

計 
         ５ 

[評価手続中：５] 
― 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑱参照。 

 

（６）平成 21年度補正予算に係る評価として、８事業を対象として再評価（事業評価方式）を実

施し、その結果を 21年８月 31日に「平成 21年度予算に係る個別公共事業の評価書」として

公表。 

 

表 16－３－ト 再評価を実施した個別公共事業〈21 年度補正予算に係る事業〉 
№ 事 業 区 分 件 数 評価結果の反映状況 

１ 道路・街路事業 直轄事業等 ８ 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－⑲参照。 

 

（７）平成 22 年度予算に向けた評価として、直轄事業等について、個別箇所で予算決定された事

業を含め、184事業を対象として再評価（事業評価方式）を実施し、その結果を 22年２月１

日に「個別公共事業の評価書－平成 21年度－」として公表。 

 

表 16－３－ナ 再評価を実施した個別公共事業〈22年度予算に向けた事業（直轄事業等）〉 
№ 事 業 区 分 件 数 評価結果の反映状況 

１ 河川事業 直轄事業 59 引き続き推進  

２ 砂防事業等 直轄事業 14 引き続き推進 

３ 海岸事業 直轄事業 ２ 引き続き推進 

４ 道路・街路事業 直轄事業等 87 
引き続き推進（85件） 
改善・見直し（２件） 

５ 港湾整備事業 直轄事業 13 引き続き推進 

６ 都市公園事業 直轄事業 １ 引き続き推進 

７ ダム事業 直轄事業等 ８ 
引き続き推進（７件） 
廃止・休止・中止（１件） 

計 184 ― 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－○20参照。 
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（８）平成 22 年度予算に向けた評価として、補助事業等について、63事業を対象として再評価

（事業評価方式）を実施し、その結果を 22年３月 26日に「個別公共事業の評価書－平成 21

年度－（その２）」として公表。 

 

表 16－３－ニ 再評価を実施した個別公共事業〈22年度予算に向けた事業（補助事業等）〉 
№ 事 業 区 分 件 数 評価結果の反映状況 

１ 河川事業 直轄事業 ４ 引き続き推進 

２ ダム事業 補助事業 
11 

[評価手続中：２] 
引き続き推進 

３ 道路・街路事業 補助事業等 15 
引き続き推進（13件） 
改善・見直し（２件） 

４ 港湾整備事業 補助事業等 11 
引き続き推進（10件） 
廃止・休止・中止（１件） 

５ 都市再生推進事業 ３ 引き続き推進 

６ 住宅市街地基盤整備事業 
19 

[評価手続中：３] 
引き続き推進（18件） 
改善・見直し（１件） 

計 
63 

[評価手続中：５] 
― 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－○21参照。 

 

（９）平成 15、18、19及び 20年度国土交通省事後評価実施計画に基づき、評価手続中となって

いた個別公共事業６事業を対象として再評価（事業評価方式）を実施し、その結果を 22 年３

月 26 日に「個別公共事業の評価書－平成 21年度－（その２）」として公表。 

 

表 16－３－ヌ 評価手続中となっていた個別公共事業について再評価を実施したもの 
№ 事 業 区 分 件 数 評価結果の反映状況 

１ ダム事業 

補助事業等 
15 年度評価：２ 

[評価手続中：２] 
廃止・休止・中止 

補助事業 
19 年度評価：１ 引き続き推進 

20 年度評価：２ 
[評価手続中：３] 

廃止・休止・中止 

２ 港湾整備事業 補助事業等 

18 年度評価：１ 廃止・休止・中止 

[評価手続中： 
20 年度評価１] 

― 

計 
         ６ 

[評価手続中：６] 
― 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－○22参照。 

 

（10）事業完了後の一定期間（５年以内）が経過した 94事業を対象として完了後の事後評価（事

業評価方式）を実施し、その結果を平成 22年３月 26日に「個別公共事業の評価書－平成 21

年度－（その２）」」として公表。 

 

表 16－３－ネ 完了後の事後評価を実施した個別公共事業    

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 河川事業 直轄事業 19 

２ ダム事業 直轄事業等 11 

３ 砂防事業等 
直轄事業 １ 

補助事業 ４ 
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４ 海岸事業 補助事業 １ 

５ 道路・街路事業 
直轄事業等 27 

補助事業等 ２ 

６ 港湾整備事業 直轄事業 15 

７ 空港整備事業 直轄事業等 １ 

８ 都市・幹線鉄道整備事業 ６ 

９ 航路標識整備事業 １ 

10 官庁営繕事業 ６ 

計 94 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－○23参照。 

２ №１～９は公共事業関係費、№10はその他施設費に係るものである。 

 

（11）研究期間が５年以上の個別研究開発課題１課題を対象として中間評価（事業評価方式）を

実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「個別研究開発課題の評価書－平成 21年度－」と

して公表。 

 

表 16－３－ノ 中間評価を実施した個別研究開発課題         

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 評価結果の反映状況 

１ 
マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定
の高度化に関する研究 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－○24参照。 

 

（12）研究期間が終了した個別研究開発課題 30課題を対象として終了時評価（事業評価方式）を

実施し、その結果を平成 22年３月 29日に「個別研究開発課題の評価書－平成 21年度－」と

して公表。 

 

表 16－３－ハ 終了時評価を実施した個別研究開発課題 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 

１ 高強度鋼等の革新的構造材料を用いた新構造建築物の性能評価手法の開発 

２ 磁気エネルギー回生スイッチによる照明の省エネ省資源 

３ 
高性能分離膜とガスエンジンによる下水汚泥バイオガスからの低コストエネルギー生産技術の開
発 

４ 大規模集客施設内部の非構造材の落下安全評価法の開発 

５ 集合住宅の劣化診断及び蘇生技術適用に資するナレッジベースの研究開発 

６ 流域エコロジカル・ネットワーク再生による健全な生態系の保全 

７ 革新的材料を用いた社会基盤施設の再構築 

８ 光触媒を用いた干潟および運河等におけるダイオキシン類を含む有害物質の除去に関する研究 

９ コンクリート構造物の無振動・無騒音解体技術の開発 

10 バイオセンサーによる室内空気質の毒性評価に関する研究 

11 途上国に適用可能な超省エネ型の新規下水処理システムの創成 

12 京都特有の自然素材を活用した低環境負荷・資源循環型木造住宅の開発 

13 革新的音響モニタリング技術を用いた次世代河川流量測定システムの開発 

14 住宅に対する建物被害調査・再建支援統合パッケージの開発 

15 首都圏震災時における帰宅困難者・ボランティアと地域住民・自治体との協働による減災研究 

16 膜張力測定装置の開発 

17 緊急・代替輸送支援システムの開発 

18 ナノテクノロジーを活用したアルミニウム合金の研究開発 

19 地域活動と協働する水循環健全化に関する研究 

20 地域被害推定と防災事業への活用に関する研究 

21 地方都市再生に向けたＬＲＴ活用方策に関する研究 
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22 下水道管渠の適正な管理手法に関する研究 

23 建築基準の性能規定化の一層の推進のための建築材料等の性能表示・認証システムに関する研究 

24 災害時要援護者向け緊急情報発信マルチプラットフォームの開発 

25 東アジア経済連携時代の国際物流ネットワークとインフラ整備政策に関する研究 

26 ＧＰＳ時系列データに含まれる季節的変動誤差の補正モデル構築に関する研究 

27 緊急防災情報としての震源断層即時推定手法の開発に関する研究 

28 ＳＡＲ衛星の位置情報の高精度化を通じた地盤変動抽出の高度化に関する研究 

29 高密度地形データを用いた斜面崩壊予測のための大縮尺地形分類手法の開発 

30 東海地震の予測精度向上及び東南海・南海地震の発生準備過程の研究 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表16－４－○25参照。 
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※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

28  クリーンエネルギー自動車の普及台数

23　湿地・干潟の再生の割合（港湾）

24　廃棄物を受け入れる海面処分場の残余確保年数

25  三大湾において底質改善が必要な区域のうち改善した割合

５　快適な道路環境等を創造する 26　建設機械から排出されるＮＯｘ・ＰＭの削減量(①ＰＭ、②ＮＯｘ）

27　市街地の幹線道路の無電柱化率

15　バリアフリー化された路外駐車場の割合

16　高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率
（①一定のバリアフリー化、②高度のバリアフリー化）

17　共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカー
で通行可能な住宅ストックの比率

18　不特定多数の者等が利用する一定の建築物（新築）のうち誘
導的なバリアフリー化の基準に適合する割合

19　ＩＣカードが導入されたバス車両数

４　海洋･沿岸域環境や港湾空
間の保全･再生･形成､海洋廃
棄物処理､海洋汚染防止を推
進する

20　我が国の沿岸に重大な被害を及ぼす海洋汚染等の件数

21  水辺の再生の割合（海岸）

22　油流出事故を起こした船舶の保険未加入隻数

９　公共施設等のバリアフリー化率（①特定道路におけるバリアフ
リー化率、②段差解消をした旅客施設の割合、③視覚障害者誘導
用ブロックを整備した旅客施設の割合、④不特定多数の者等が利
用する一定の建築物のバリアフリー化率）

10　低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割合及び福祉タク
シーの導入数（①低床バス車両、②ノンステップバス車両、③福祉
タクシー）

11　バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航空機の割合（①
鉄軌道車両、②旅客船、③航空機）

12  交通アドバイザー会議における意見への対応件数

13  ハード対策を支えるソフト対策としてのバリアフリー教室の参加
人員

14　園路及び広場、駐車場、便所がバリアフリー化された都市公園
の割合（①園路及び広場、②駐車場、③便所）

３　住宅の利活用期間（①滅失住宅の平均築後年数、②住宅の滅失率）

４　リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合

５　既存住宅の流通シェア

６　25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定してい
る管理組合の割合

７　新築住宅における住宅性能表示の実施率

２　良好な生活環境、
自然環境の形成、バ
リアフリー社会の実現

３　総合的なバリアフリー化を
推進する

８　主要な駅などを中心に連続したバリアフリー化を行う重点整備
地区の総面積

政策体系（国土交通省）

政策目標 施策目標 業績指標

○　暮らし・環境

１　少子・高齢化等に
対応した住生活の安
定の確保及び向上の
促進

１　居住の安定確保と暮らしや
すい居住環境・良質な住宅ス
トックの形成を図る

１　最低居住面積水準未満率

２　子育て世帯における誘導居住面積水準達成率（①全国、②大都市圏）

２　住宅の取得・賃貸・管理・修
繕が円滑に行われる住宅市場
を整備する

別表



 176

62　内海・内湾を対象としたきめ細かい高潮・高波の予測対象海域数

63　防災地理情報を提供するホームページへのアクセス件数

58  地区・街区レベルにおける包括的な都市環境対策に取り組ん
でいる都市数

○　安全

４　水害等災害による
被害の軽減

10　自然災害による被害を軽
減するため、気象情報等の提
供及び観測・通信体制を充実
する

59　一定水準の防災情報伝達が可能な事務所等の数

60　台風中心位置予報の精度

61　地震発生から地震津波情報発表までの時間

52　環境ポータルサイトへのアクセス件数

53　建設廃棄物の再資源化・縮減率及び建設発生土の有効利用
率（①アスファルト・コンクリート塊、②コンクリート塊、③建設発生木
材（再資源化等率）、④建設汚泥、⑤建設混合廃棄物、⑥建設発生
土）

54　住宅、建築物の省エネルギー化(①一定の省エネルギー対策を
講じた住宅ストックの比率、②新築住宅における次世代省エネ基準
（平成11年基準）達成率、③一定の新築建築物における次世代省
エネ基準（平成11年基準）達成率)

55　重量車の平均燃費向上率（平成14年度比）

56　陸上電源設備の規格が適用できる船舶の種類の数

57　モーダルシフトに関する指標（①トラックから鉄道コンテナ輸送
にシフトすることで増加する鉄道コンテナ輸送量、②トラックから海
上輸送へシフトすることで増加する海上輸送量（自動車での輸送が
容易な貨物（雑貨）量））

48　都市空間形成河川整備率

49　かわまちづくり整備自治体数

３　地球環境の保全 ９　地球温暖化防止等の環境
の保全を行う

50　特定輸送事業者の省エネ改善率

51　国土交通分野におけるＣＤＭ承認累積件数

42　下水道バイオマスリサイクル率

43　水辺の再生の割合（河川）

44　湿地・干潟の再生の割合（河川）

45　河川・湖沼・閉鎖性海域における汚濁負荷削減率（①河川、②
湖沼、③閉鎖性海域）

46  自然体験活動拠点数

47　地域に開かれたダム、ダム湖活用者数

８　良好な水環境・水辺空間の
形成・水と緑のネットワークの
形成、適正な汚水処理の確
保、下水道資源の循環を推進
する

37　生物多様性の確保に資する良好な樹林地等の自然環境を保
全・創出する公園・緑地

38　汚水処理人口普及率

39　下水道処理人口普及率

40　良好な水環境創出のための高度処理実施率

41　合流式下水道改善率

７　良好で緑豊かな都市空間
の形成、歴史的風土の再生等
を推進する

33　歩いていける身近なみどりのネットワーク率

34　1人当たり都市公園等面積

35　都市域における水と緑の公的空間確保量

36　全国民に対する国営公園の利用者数の割合

６　水資源の確保、水源地域活
性化等を推進する

29　渇水影響度

30　世界的な水資源問題に対応するための国際会議への開催及
び参加件数

31　地下水採取目標量の達成率

32　水源地域整備計画の完了の割合
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90　ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村
の割合（津波・高潮）

91　地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の崩壊による水害が発
生する恐れのある地域の面積（海岸）

92　老朽化対策が実施されている海岸保全施設の割合

93　浸食海岸において、現状の汀線防護が完了していない割合

94　総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが改善された数（海
岸）

84　近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐れ
がある戸数

85  河川管理施設の長寿命化率

86  総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが改善された数（河川）

87　河川の流量不足解消指数

88　建設機械等調達支援ネットワークに登録する民間団体等の数

13　津波・高潮・侵食等による
災害の防止・減災を推進する

89　津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されて
いない地域の面積

78　土砂災害特別警戒区域指定率

79　地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の崩壊による水害が発
生する恐れのある地域の面積（河川）

80　ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村
の割合（洪水）

81　ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村
の割合（土砂）

82　高度な防災情報基盤を整備した水系の割合

83  リアルタイム火山ハザードマップ整備率

73　多数の者が利用する一定の建築物及び住宅の耐震化率（①建
築物、②住宅）

12　水害・土砂災害の防止・減
災を推進する

74　洪水による氾濫から守られる区域の割合

75　中枢・拠点機能を持つ地域で床上浸水の恐れがある戸数

76　土砂災害から保全される人口

77　土砂災害から保全される人命保全上重要な施設数

67　下水道による都市浸水対策達成率（①全体、②重点地区）

68　地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善
すべき密集市街地（約8,000ha）のうち最低限の安全性が確保され
る市街地の割合

69　地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模
盛土造成地が存在する地方公共団体のうち、宅地ハザードマップ
を作成・公表し、住民に対して情報提供を実施した地方公共団体の
割合

70　防災拠点と処理場を結ぶ下水管きょの地震対策実施率

71　ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村
の割合（内水）

72　下水道施設の長寿命化計画策定率

11　住宅・市街地の防災性を
向上する

64　良好な環境を備えた宅地整備率

65　防災性の向上を目的としたまちづくりのための事業が行われた
市街地等の面積

66　一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇所以上
確保された大都市の割合
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130  船舶航行のボトルネック解消率

131  国内海上貨物輸送コスト低減率

132  地方圏と東アジアとの港湾取扱貨物量

124　マラッカ・シンガポール海峡において航路を閉塞する大規模海
難の発生数

125　我が国商船隊における外航日本船舶数

126　内航船舶の平均総トン数

127　スーパー中枢港湾における港湾コスト低減率及びリードタイム
（①港湾コスト低減率、②リードタイム）

128　港湾関連手続のシングルウィンドウ電子化率

129　国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率

119　海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者数

120　ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生数

○　活力

６　国際競争力、観光
交流、広域・地域間連
携等の確保・強化

20　海上物流基盤の強化等総
合的な物流体系整備の推進、
みなとの振興、安定的な国際
海上輸送の確保を推進する

121　内航貨物船共有建造量

122  国際船舶の隻数

123　我が国商船隊の輸送比率

18　自動車の安全性を高める 115　車両対車両衝突事故における死亡事故率（正面衝突）

19　船舶交通の安全と海上の
治安を確保する

116  海難の再発防止へ向けた勧告・提言の件数

117　薬物･銃器密輸事犯の摘発件数

118　海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数

110　あんしん歩行エリア内の歩行者・自転車死傷事故抑止率

111　事故危険箇所の死傷事故抑止率

16　住宅・建築物の安全性の
確保を図る

112　完了検査率

113　特定行政庁・指定確認検査機関における建築主事・確認検査員数

17　自動車事故の被害者の救
済を図る

114　自動車事故による重度後遺障害者に対する介護料支給件数

103　商船の海難船舶隻数

104　船員災害発生率（千人率）

105　小型船舶の安全拠点の数

106　航空機に対するハイジャック・テロの発生件数

107　国内航空における航空事故発生件数

15　道路交通の安全性を確
保・向上する

108　全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率

109　道路交通における死傷事故率

97　地下鉄道の火災対策基準を満たす地下駅の割合

98　主要な鉄道駅で耐震化が未実施である駅数

99　落石・なだれ等による鉄道施設及び住民の生活への被害を軽
減するために行う防災工事の箇所数

100　地方鉄道事業者のうち、「総合安全対策計画」を策定し、計画
的に実行しているものの割合

101　鉄道運転事故による乗客の死亡者数

102　事業用自動車による交通事故死者数

５　安全で安心できる
交通の確保、治安・生
活安全の確保

14　公共交通の安全確保・鉄
道の安全性向上、ハイジャッ
ク・航空機テロ防止を推進する

95　公共交通等の安全に関する調査研究結果を提供するホーム
ページへのアクセス件数

96　遮断機のない踏切道数
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159　都市再生誘発量

160　文化・学術・研究拠点の整備の推進（①筑波研究学園都市に
おける国際会議開催数、②関西文化学術研究都市における立地
施設数、③関西文化学術研究都市における外国人研究者数）

161　大深度地下使用の累計認可件数

155  地震時に緊急物資輸送など防災拠点としての機能を有する空
港から一定範囲に居住する人口の割合

156　管制空港における100万発着回数当たりの航空機の滑走路
誤進入に係る重大インシデント発生件数

７　都市再生・地域再
生等の推進

26　都市再生・地域再生を推
進する

157　地域の発意により地域活性化のために策定された計画の件
数（地域再生計画、都市再生整備計画及び中心市街地活性化基
本計画）

158　全国の地方圏から大都市圏への転出者数に対する大都市圏
から地方圏への転入者数の比率

24　整備新幹線の整備を推進
する

151　５大都市からの鉄道利用所要時間が3時間以内である鉄道路
線延長（新幹線鉄道）

25　航空交通ネットワークを強
化する

152　国内航空ネットワークの強化割合（①大都市圏拠点空港の空
港容量の増加、②国内線の自空港気象（台風除く）による欠航率、
③総主要飛行経路長）

153　国際航空ネットワークの強化割合

154  航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率

22　景観に優れた国土・観光
地づくりを推進する

147　景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木の指定件数

148  景観計画に基づき取組を進める地域の数

149  歴史的風致の維持及び向上に取り組む市区町村の数

23　国際競争力・地域の自立
等を強化する道路ネットワーク
を形成する

150  三大都市圏環状道路整備率

21　観光立国を推進する 142　訪日外国人旅行者数

143　国内観光旅行による国民一人当たり年間宿泊数

144　日本人海外旅行者数

145　国内における観光旅行消費額

146　主要な国際会議の開催件数

136　大規模地震が特に懸念される地域における港湾による緊急
物資供給可能人口

137　各地域における国際物流の効率化に関する指標（①国際物
流のボトルネックを解消するための行動計画数、②国際物流戦略
チームにおいて実施したプロジェクト数）

138　物流の総合化・効率化の促進に関する指標（認定総合効率化
事業の用に供する特定流通業務施設の延床面積）

139　３ＰＬ事業の促進に関する指標（倉庫事業者において総合的
な業務を行っている事業者の割合）

140　国際運送事業者を対象としたＡＥＯ制度（貨物管理に優れた
事業者を関係当局が承認し、税関手続で優遇する制度）における
承認事業者数

141　貨物利用運送の円滑な提供に関する指標（①貨物利用運送
事業者の海外拠点数、②貨物利用運送事業者数）

133  港湾施設の長寿命化計画策定率

134　港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・保管率

135　リサイクルポートにおける企業立地数
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188　国土交通政策の企画立案等に必要な調査検討の報告数及び
研修等の満足度（①調査検討の報告数、②講演等実施後のアン
ケート調査等に基づいた満足度、③研修実施後のアンケート調査
等に基づいた満足度）

189　建設施工企画に関する指標（①ＩＣＴ建設機械等（土工（盛土）
の敷均し、締固め施工）による施工日数及び出来形管理の所要日
数の短縮割合、②建設現場における創意工夫の事例の活用件
数、③安全管理評価手法の試行工事件数）

190　用地取得が困難となっている割合（用地あい路率）

34　不動産市場の整備や適正
な土地利用のための条件整備
を推進する

191　不動産証券化実績総額

192　指定流通機構（レインズ）における売却物件の登録件数

32　道路交通の円滑化を推進
する

184　開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間

185　ＥＴＣ利用率

９　市場環境の整備、
産業の生産性向上、
消費者利益の保護

33　社会資本整備・管理等を
効果的に推進する

186　公共事業の総合コスト改善率

187　事業認定処分の適正な実施（訴訟等により取り消された件数）

179　バスロケーションシステムが導入された系統数

180　地方バス路線の維持率

181　有人離島のうち航路が就航されている離島の割合

182　生活交通手段として航空輸送が必要である離島のうち航空輸
送が維持されている離島の割合

31　都市・地域における総合交
通戦略を推進する

183　まちづくりによる公共交通利用可能性の改善率

174　国際拠点空港と都心部との間の円滑な鉄道アクセスの実現
（都心部との間の鉄道アクセス所要時間が30分台以内である三大
都市圏の国際空港の数）

175　都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長（①東京圏、②大阪
圏、③名古屋圏；カッコ内は複々線化区間延長）

176　都市鉄道（東京圏）の混雑率

177　経営基盤の脆弱な地方鉄道事業者のうち、鉄道の活性化計
画を策定し、実行しているものの割合

30　地域公共交通の維持・活
性化を推進する

178　地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の
策定件数

28　集約型都市構造を実現する 171　主要な拠点地域への都市機能集積率

８　都市・地域交通等
の快適性、利便性の
向上

29　鉄道網を充実・活性化させる 172　トラックから鉄道コンテナに転換することで増加する鉄道コン
テナ輸送トンキロ数

173　５大都市からの鉄道利用所要時間が3時間以内である鉄道路
線延長（在来幹線鉄道の高速化）

165　民間都市開発の誘発係数

166　まちづくりのための都市計画決定件数（市町村）

167　駐車場法に基づく駐車場供用台数

168　都市機能更新率（建築物更新関係）

169　中心市街地人口比率の減少率

27　流通業務立地等の円滑化
を図る

170　物流拠点の整備地区数

162　半島地域の交流人口

163　雪に親しむ交流活動を実施した市町村の割合

164　都市再生整備計画の目標達成率
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42　北海道総合開発を推進する 222　農業基盤整備の事業完了地区における担い手への農地の利
用集積率の増加

223　北海道における水産物取扱量のうち高度な衛生管理対策の
下で出荷される水産物取扱量の割合

217　基盤地図情報の整備率

41　離島等の振興を図る 218　離島地域における交流・定住人口拡大施策の実施数

219　離島地域の総人口

220　奄美群島の総人口

221　小笠原村の総人口

212　国土の利用、整備及び保全に関する国民意識の醸成（国土
計画関係ウェブサイトへのアクセス件数）

213　テレワーク人口比率

214　大都市圏の整備推進に関する指標（①緑被率（首都圏）、②
琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量）、③帰宅要支援者数
（首都圏）、④公共交通利用トリップ数（首都圏））

40　国土の位置・形状を定める
ための調査及び地理空間情報
の整備・活用を推進する

215　電子国土Webシステムを利用する団体の数

216　電子基準点の観測データの欠測率

38　海事産業の市場環境整
備・活性化及び人材の確保等
を図る

209　造船業・舶用工業の生産高（世界シェア）

210　海運業（外航及び内航）における船員採用者数の水準

○　横断的な政策課題

10　国土の総合的な
利用、整備及び保
全、国土に関する情
報の整備

39　総合的な国土形成を推進
する

211　国民への国土に関する情報提供充実度（国土数値情報等の
ダウンロード件数：①国土数値情報ダウンロードサービス、②位置
参照情報ダウンロードサービス、③オルソ化空中写真ダウンロード
システム）

205　海外展開促進のための相手国との建設会議、セミナー、シン
ポジウムの開催件数

36　市場・産業関係の統計調
査の整備・活用を図る

206　統計調査の累積改善件数

207　統計の情報提供量、ホームページへのアクセス件数（①収録
ファイル数、②ＨＰアクセス件数）

37　地籍の整備等の国土調査
を推進する

208　地籍が明確化された土地の面積

199　建設工事に携わる技術者のうち技術検定合格者の比率

200　建設業の活力回復に資するモデル的な取組の創出件数

201　専門工事業者の売上高経常利益率

202　建設資材の需給状況把握システムの導入状況

203　建設技能労働者の過不足状況（①不足率、②技能工のＤ．Ｉ．）

204　建設関連業登録制度に係る申請から登録処理までの所要日
数の低減率

193　宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者数
に対する弁済を受けるための宅地建物取引業保証協会の認証件
数の割合の推移

194　マンション管理組合数に対するマンション管理業に関する紛
争相談件数の割合の推移

195　地価情報を提供するホームページへのアクセス件数

196　取引価格情報を提供するホームページへの①アクセス件数、
②取引価格情報の提供件数

197　低・未利用地の面積

35　建設市場の整備を推進する 198　入契法に基づく施策の実施状況（①入札監視委員会等第三
者機関の設置の状況、②入札時における工事費内訳書の提出状
況）
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（注）　政策ごとの予算との対応については、国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/000033108.pdf）参照

232　公共交通における情報サービスの情報化達成率

12　国際協力、連携
等の推進

45　国際協力、連携等を推進する 233　国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクトの件数

234　建設関係職種における受入研修生数に占める技能実習への
移行申請者数の割合

13　官庁施設の利便
性、安全性等の向上 46　環境等に配慮した便利で

安全な官庁施設の整備・保全
を推進する

235　官庁施設として必要な性能を確保するための対策が講じられ
ている施設の割合（①耐震対策、②バリアフリー化、③環境への配
慮、④総合）

236　保全状態の良好な官庁施設の割合等（①保全状態の良好な
官庁施設の割合、②官庁営繕関係基準類等の策定事項数）

227　育成林であり水土保全林である森林のうち機能が良好に保た
れている森林の割合

228　アイヌの伝統等に関する普及啓発活動（講演会の延べ参加者数）

229　ユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅の整備戸数
が公営住宅管理戸数に占める割合

11　ＩＣＴの利活用及
び技術研究開発の推
進

43　技術研究開発を推進する 230　年度計画通りに進捗した技術研究開発課題の割合

44　情報化を推進する 231　国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすＩＴ障害発生件数

224　道外からの観光入込客数

225　道外からの観光入込客数のうち外国人の数

226　北方領土隣接地域振興指標（一人当たり主要生産額）
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≪環境省≫ 

 

表 17－１ 環境省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

環境省政策評価基本計画 （平成14年４月１日策定）  
平成18年４月１日改正 平成20年４月１日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 18 年４月１日から 23 年３月 31 日までの５年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 法施行令第３条第１項各号に規定する、個々の研究開発、個々
の公共的な建設の事業及び個々の政府開発援助の実施又は補助
を目的とする政策及び規制の新設又は改廃を目的とする政策を
対象。 

③ 事後評価の対
象等 

○ 環境省の政策のすべてを対象。 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 評価結果は、環境省の翌年度重点施策の策定、当該年度の事業
決定、予算・機構定員の要求、法令等による制度の新設・改廃、
各種長期計画の策定といった企画立案作業において、重要な情報
として活用し、反映させる。 

○ 政策評価広報課は、評価結果の翌年度の政策への反映につい
て、必要に応じて関係課室に意見を述べる。 

○ 政策所管部局はその所管する政策に関し、政策評価広報課の示
す意見等を参考にしつつ、政策の見直し、検討を行う。 

○ 会計課、秘書課及び環境経済課等の取りまとめ部局は、予算要
求、機構定員要求、税制改正要望等の審査等において、政策評価
広報課の意見を参考にしつつ、政策評価の結果を的確に活用す
る。 

○ なお、政策評価と予算・決算の連携を強化するため、関連する
閣議決定等の趣旨を踏まえ、必要な取組を推進する。 

⑤ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価結果等に関する外部からの意見・要望等の受け付け窓
口は、環境省大臣官房政策評価広報課とする。 

実施計画の
名称 

平成 21 年度環境省政策評価実施計画 （平成 21 年４月１日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：９施策 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

○ 成果重視事業（モデル事業）
について、事後評価（事業評
価方式）を行う。 
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表 17－２ 環境省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 規制に関する評価

(新設規制)：21件 

〔表 17－３－ア〕 

≪８件≫ 

〔表 17－３－イ〕 

規制の新設は有効 21 評価結果を踏まえ、新規規制
を実施すること等とした 

21 

≪８≫ 

個別公共事業の評

価：１件 

〔表 17－３－ウ〕 

事業の実施は有効 １ 評価結果を踏まえ、評価対象
事業（施策）を実施すること
とした（実施することを予
定） 

１ 

 

事
後
評
価 

実 施 計 画
期 間 内 の
評 価 対 象
政策 
（法第７条第２
項第１号） 

 

実績評価方式：９件 

〔表 17－３－エ〕 

 

取組を引き続き推

進 

０ ① 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進
めた（進める予定） 

【引き続き推進】 

０ 

施策の改善・見直し ９ ② 評価結果を踏まえ、評価
対象政策の改善・見直しを
行った（することとした又
はする予定） 

【改善・見直し】 

９ 

 概算要求に反映 ９ 

機構・定員要求に反映 ８ 

 機構要求に反映 ６ 

定員要求に反映 ７ 

政策の重点化等 ９ 

未着手 

（法第７条第２

項第２号イ） 

該当する政策なし － － － － 

未了 

（法第７条第２

項第２号ロ） 

該当する政策なし － － － － 

その他の 
政策 
（法第７条第２

項第３号） 

事業評価方式：１件 

（成果重視事業） 

〔表 17－３－オ〕 

事業の実施は有効 １ 事業は完了するが、評価結果
を踏まえ、これまでの取組を
引き続き進めた（進める予
定）。 

１ 

(注) ≪ ≫は、平成 20年度に評価結果が公表され、「平成 20年度政策評価等の実施状況及びこれらの
結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として新たに報告
すべきものがあることから掲載したものである。 
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表 17－３ 環境省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）規制の新設又は改廃に係る 21政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 21年８月

31 日、22年２月 25日、３月４日及び３月 12日に「規制に係る事前評価書」として公表。 

 

表 17－３－ア 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 

１ 製造、使用、輸出入を制限する残留性有機汚染物質の指定に関する措置の新設・拡大 

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案 

２ ばい煙量等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設 

３ 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設に係る改善命令等の発動要件の見直し 

４ 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象の追加 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律 

５ 排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の事前届出  

６ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度の強化  

７ 産業廃棄物処理業者等による委託者への通知義務付け  

８ 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開の義務付け  

９ 報告徴収及び立入検査の対象拡充  

10 措置命令の対象拡充 

11 廃棄物処理施設に関する定期検査制の新設  

12 設置許可が取り消された場合等における最終処分場の適正な維持管理を確保するための措置  

13 維持管理積立金の積立義務違反に対する担保措置の強化  

14 廃棄物の再生利用、広域的処理等の特例に係る環境大臣の指導監督の強化  

15 熱回収の機能を有する廃棄物処理施設設置者の認定制度の創設  

16 多量排出事業者の処理計画作成・提出義務に係る担保措置の創設 

環境影響評価法の一部を改正する法律 

17 環境影響評価図書のインターネットによる公表を義務付け 

18 評価書に記載した環境保全措置等について、事業着手後における実施状況の公表等を義務付け 

19 方法書手続の実施前の段階で、環境保全上配慮すべき事項についての検討を行う手続を創設 

20 方法書段階における説明会の義務付け 

21 法的関与要件に交付金事業を追加 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表17－４－①参照。 

 

（２）以下の８政策は、その結果を平成 20年度に事前評価書として公表し、「平成 20年度政策評

価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものである

が、今回、当該評価結果の政策への反映状況として政策に反映したことから、新たに報告す

べきものとして、次のとおり掲載。 

 

表 17－３－イ 規制を対象として平成 20年度に事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 

１ 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）の指定化
学物質の見直し及び対象業種の追加 

特定家庭用機器再商品化法施行令 

２ 対象品目の追加（液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機） 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 
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３ 温室効果ガス算定排出量の報告対象の拡大 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 

４ 
有害化学物質による環境汚染を通じた人や動植物への悪影響を未然に防止するための化学物質
管理の強化に係る政策 

自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律 

５ 海中公園地区の海域公園地区への変更及び海域公園地区内の行為規制の項目の拡充 

６ 海域における利用調整地区制度の創設 

７ 生態系維持回復事業の創設 

土壌汚染対策法の一部を改正する法律 

８ 指定調査機関の指定に関する更新制等の新設 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表17－４－②参照。 

 

（３）事業評価方式を用いて、平成 21年度に新規採択を要求している公共事業１事業を対象とし

て事前評価を実施し、その結果を 21年８月 26日に公表。 

 

表 17－３－ウ 個別公共事業を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 廃棄物処理施設における温暖化対策事業（１事業） 

(注) 評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表17－４－③参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「環境省政策評価基本計画」及び「平成 21 年度環境省政策評価実

施計画」に基づき、平成 20 年度に行った９施策を対象として事後評価を実施し、21 年８月

28 日に「平成 20年度環境省政策評価書（事後評価）」として公表。 

 

表 17－３－エ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 地球温暖化対策の推進 改善・見直し 

２ 地球環境の保全 改善・見直し 

３ 大気・水・土壌環境等の保全 改善・見直し 

４ 廃棄物・リサイクル対策の推進 改善・見直し 

５ 生物多様性の保全と自然との共生の推進 改善・見直し 

６ 化学物質対策の推進 改善・見直し 

７ 環境保健対策の推進 改善・見直し 

８ 環境・経済・社会の統合的向上 改善・見直し 

９ 環境政策の基盤整備 改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表17－４－④参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、「平成 21 年度環境省政策評価実施計画」に基づき、１つの成果重

視事業について事後評価を実施し、その結果を平成 21年８月 28日に「平成 20年度環境省政

策評価書（事後評価）」として公表。 
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表 17－３－オ 事業評価方式により事後評価した政策（成果重視事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

１ 個体識別措置推進事業〔施策５〕 ― 

(注)１ 評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表17－４－⑤参照。 

  ２ 評価対象政策名の右の〔 〕内の番号等は、関連する別表政策体系の番号等を表す。 
  ３ 評価対象政策は、事業完了後の評価を実施したものである。 
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※　この政策体系は、平成２1年度における評価に係るもの

 

（注）　政策ごとの予算との対応については、環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/guide/budget/h22/seisaku-taiou.pdf）参照

４　環境情報の整備と提供・広報の充実

３　環境パートナーシップの形成

４　環境教育・環境学習による環境保全意識の醸成

９　環境政策の基盤整備 1　環境基本計画の効果的実施

２　環境アセスメント制度の適切な運用と改善

３　環境問題に対する調査・研究・技術開発

２　水俣病対策

３　石綿健康被害救済対策

４　環境保健に関する調査研究

８　環境・経済・社会の統合的向上 1　経済のグリーン化の推進

２　環境に配慮した地域づくりの推進

２　環境リスクの管理

３　リスクコミュニケーションの推進

４　国際協調による取組

５　国内における毒ガス弾等対策

７　環境保健対策の推進 1　公害健康被害対策(補償・予防)

２　自然環境の保全・再生

３　野生生物の保護管理

４　動物の愛護及び管理

５　自然とのふれあいの推進

６　化学物質対策の推進 1　環境リスクの評価

３　一般廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等）

４　産業廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等）

５　廃棄物の不法投棄の防止等

６　浄化槽の整備によるし尿及び雑排水の適正な処理

５　生物多様性の保全と自然との共生の推進 1　基盤的施策の実施及び国際的取組

３　水環境の保全

４　土壌環境の保全

５　ダイオキシン類・農薬対策

４　廃棄物・リサイクル対策の推進 1　国内及び国際的な循環型社会の構築

２　循環資源の適正な３Rの推進

３　京都メカニズム活用の推進

環
境
省
の
使
命

２　地球環境の保全 １　オゾン層の保護・回復

２　酸性雨・黄砂対策

３　海洋環境の保全

４　地球環境分野における国際協力・研究調査等

３　大気・水・土壌環境等の保全 1　大気環境の保全

２　大気生活環境の保全

政策体系(環境省)

施策（評価対象単位） 各施策に含まれる目標の名称

１　地球温暖化対策の推進 １　国内における温室効果ガスの排出抑制

２　森林吸収源による温室効果ガス吸収量の確保

別表
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≪防衛省≫ 

 

表 18－１ 防衛省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

防衛省における政策評価に関する基本計画 (平成 18年３月 30日策定） 
平成18年７月24日改正 平成18年12月26日改正 平成19年８月30日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

① 計画期間 ○ 平成 18 年度から 22年度までの５年間 

② 事前評価の対
象等 

○ 事前評価は、事業評価を基本として実施する。 
○ 翌年度から新規に実施しようとする事業について、事業の必

要性、事業の実施により期待される効果等を評価する。 
○ 事前の事業評価については、新規主要装備品等の整備（総事

業費 10億円以上のもの）、新規研究開発（技術開発、重要技術
研究及び総事業費 10億円以上の技術研究）、その他の新規事業
（総事業費 10億円以上のもの）を特段の事情がない限り対象と
する。 

○ 研究開発の事前評価は、国の研究開発に関する大綱的指針及
び防衛省研究開発評価指針を踏まえて行う。 

③ 事後評価の対
象等 

○ 事後評価は、中間段階の事業評価、事後の事業評価、実績評
価及び総合評価として実施する。 

○ 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策は、
次のとおり（平成19年８月30日改正）。 
１ 防衛政策・自衛隊運用についての企画、立案及び実施 
２ 防衛装備品等の整備及び維持 
３ 自衛隊の人的資源の効果的な活用 
４ 防衛装備品の研究・開発の推進 
５ 防衛施設の安定的な運用の確保 
６ 在日米軍の円滑な駐留のための施策の推進 
７ 効果的かつ効率的な防衛省自衛隊の運営の推進 

④ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果は、予算要求（組織及び定員要求を含む。）、
法令等による制度の新設・改廃、各種中長期計画の策定等の企
画立案作業に資するため、大臣官房企画評価課（以下「企画評
価課」という。）から防衛省内部部局の各課に適時に通知する。 

○ 政策所管課は、政策評価の結果を当該政策に反映させるとと
もに、反映状況を適切に把握する観点から、企画評価課に政策
評価の結果を政策へ反映させた都度通知するものとする。その
際、企画評価課は、政策への反映が不十分であると判断した場
合は、適切な反映を図る旨当該政策所管課に通知する。 

⑤ 国民の意見・
要望を受けるた
めの窓口の整備 

○ 企画評価課は、政策評価書及び評価結果の政策への反映状況
等の公表に当たり、国民が容易にその内容を把握できるよう、
防衛省ホームページへの掲載、広報窓口への備え付け等を行う。 

○ 部外からの意見・要望等は、企画評価課又は防衛省ホームペ
ージ上で受け付け、必要な措置を講ずる。 

実施計画の
名称 

平成21年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画（平成21年７月15日策定） 
平成22年３月31日改正 

実施計画の
主な規定内
容 

① 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 事後の事業評価：22項目 

○ 実績評価：２項目 

○ 総合評価：15項目 

② 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に該当するもの） 

該当する政策なし 

③ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 

(注) 「平成 21 年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」では、平成 22 年度以降に実績評
価を予定する１項目（成果重視事業）についても規定。 
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表 18－２ 防衛省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式（新規事
業）：21件 
〈22年度予算概算要求時

（21年８月公表）：11件〉 
 〔表18－３－ア〕 

〈22年度予算概算要求時

（21年11月公表）：10件〉 
 〔表18－３－イ〕 

事業を実施するこ
とが妥当 

21 評価結果を踏まえ、評価対象事
業（施策）を実施することとし
た（実施することを予定） 

10 

 複数の代替案の
中から適切な事
業を選択したも
の 

14 

 概算要求に反映 10 

事業評価方式（新規研究開

発）：28件 

〈22年度予算概算要求時

（21年８月公表）：14件〉 

    〔表18－３－ウ〕 

〈22年度予算概算要求時

（21年11月公表）：14件〉 
     〔表18－３－エ〕 

事業を実施するこ
とが妥当 

28 評価結果を踏まえ、評価対象事
業（施策）を実施することとし
た（実施することを予定） 

14 

 概算要求に反映 14 

機構・定員要求に反映 ６ 

 機構要求に反映 ０ 

定員要求に反映 ６ 
 

事 
後 
評 
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第
２項第１号） 

 

実績評価方式：２件 
〔表18－３－オ〕 

今後も引き続き実
施することが妥当 

２ 
 

評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた（進める
予定） 

【引き続き推進】 

２ 
 

事業評価方式：22件 
〔表18－３－カ〕 

実施した事業は妥
当 

10 評価結果を踏まえ、今後も同種
の施策に反映させるもの 

10 

研究開発課題は達
成された 

12 評価結果を踏まえ、今後の研究
開発又は装備化に反映させる
もの 

12 

総合評価方式：15件 
〔表18－３－キ〕 

今後も引き続き実
施することが妥当 

14 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた 
        【引き続き推進】 

14 

これまでの取組を
一部変更して実施
することが妥当 

１ 評価結果を踏まえ、評価対象政
策の改善・見直しを行った（す
ることとした又はする予定）     

【改善・見直し】 

１ 

未着手 

（法第７条第
２項第２号
イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第
２項第２号
ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 
（法第７条第
２項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

（注） 「事業評価方式（新規事業）：21件」及び「事業評価方式（新規研究開発）：28件」については、そ
れぞれ「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21 年９月 29 日閣議決定）を踏まえ行われた概
算要求に伴う評価の結果（21年 11月公表）のみが政策に反映されている。このため、「評価実施件数」
と「政策評価の結果の政策への反映状況の内訳別件数」は一致しない。 



191 

 

表 18－３ 防衛省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）平成 22 年度予算概算要求に当たり、事業評価方式を用いて、以下の 11の項目を対象とし

て評価を実施し、その結果を 21年８月 31日に「平成 21年度政策評価書（事前の事業評価）」

として公表。 

 

表 18－３－ア 事業評価方式により事前評価した政策〈22年度予算概算要求時（21年８月公表）〉 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔１－２－① 防衛装備品整備〕 

１ 護衛艦（19,500 トン型ＤＤＨ） 

２ 新戦車の取得 

３ ＮＢＣ偵察車の取得 

〔１－２－② 施設整備〕 

４ 勝田学校本部庁舎整備事業 

５ 相馬原司令部庁舎整備事業 

６ 守山倉庫整備事業 

７ 百里航空機燃料貯蔵施設整備事業 

８ 浜松飛行場舗装整備事業 

９ 小松航空機燃料貯蔵施設整備事業 
〔１－２－③ 装備品等維持〕 
10 Ｆ110 エンジンへのＭ－ＤＥＣの導入 
〔５－６－② 在日米軍施設整備等〕 
11 横須賀海軍施設における独身下士官宿舎整備事業 
(注)１ 各評価対象政策の評価の結果については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表18－４－①参照。 
  ２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号等は、関連する別表政策体系の番号等を表す。 

 

また、その後に示された「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣

議決定）に基づく平成 22年度予算概算要求に当たり、事業評価方式を用いて、以下の 10の

項目を対象として評価を実施し、その結果を 21年 11月 10日に「平成 21年度政策評価書（事

前の事業評価）」として公表。 

 

表 18－３－イ 事業評価方式により事前評価した政策〈22 年度予算概算要求時（21 年 11 月公

表）〉 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔１－２－① 防衛装備品整備〕 

１ 護衛艦（19,500 トン型ＤＤＨ） 

２ 新戦車の取得 

３ ＮＢＣ偵察車の取得 

〔１－２－② 施設整備〕 

４ 勝田学校本部庁舎整備事業 

５ 相馬原司令部庁舎整備事業 

６ 守山倉庫整備事業 

７ 百里航空機燃料貯蔵施設整備事業 

８ 浜松飛行場舗装整備事業 

９ 小松航空機燃料貯蔵施設整備事業 
〔５－６－② 在日米軍施設整備等〕 
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10 横須賀海軍施設における独身下士官宿舎整備事業 
(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表18－４－②参照。 
   ２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号等は、関連する別表政策体系の番号等を表す。 

 

（２）平成 22 年度予算概算要求に当たり、事業評価方式を用いて、以下の 14の研究開発項目を

対象として評価を実施し、その結果を 21年８月 31日に「平成 21年度政策評価書（事前の

事業評価）」として公表。 

 

表 18－３－ウ 研究開発を対象として事前評価した政策〈22年度予算概算要求時（21年８月）

公表〉 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔３－４－① 研究・開発〕  

１ 新電子戦システム 

２ 03 式中距離地対空誘導弾（改） 

３ 新空対艦誘導弾（ＸＡＳＭ－３） 

４ イージスＢＭＤ武器システム構成要素 

５ スノーケル発電システム 

６ 次世代潜水艦用ソーナーシステム 

７ 低シグネチャ艦艇技術の研究 

８ アクティブ電波画像誘導方式に関する研究 

９ 先進統合センサ・システムに関する研究 

10 高出力レーザシステム構成要素の研究 

11 電波・光波複合センサシステムの研究 

12 軽量戦闘車両システムの研究 

13 ウェポン内装化空力技術の研究 

14 次世代エンジン主要構成要素の研究 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表18－４－③参照。 

  ２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号等は、関連する別表政策体系の番号等を表す。 

 

また、その後に示された「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年９月 29日閣

議決定）に基づく平成 22年度予算概算要求に当たり、事業評価方式を用いて、以下の 14の

研究開発項目を対象として評価を実施し、その結果を 21年 11月 10日に「平成 21年度政策

評価書（事前の事業評価）」として公表。 

 

表 18－３－エ 研究開発を対象として事前評価した政策〈22 年度予算概算要求時（21 年 11 月

公表）〉 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔３－４－① 研究・開発〕  

１ 新電子戦システム 

２ 03 式中距離地対空誘導弾（改） 

３ 新空対艦誘導弾（ＸＡＳＭ－３） 

４ イージスＢＭＤ武器システム構成要素 

５ スノーケル発電システム 

６ 次世代潜水艦用ソーナーシステム 

７ 低シグネチャ艦艇技術の研究 

８ アクティブ電波画像誘導方式に関する研究 

９ 先進統合センサ・システムに関する研究 

10 高出力レーザシステム構成要素の研究 
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11 電波・光波複合センサシステムの研究 

12 軽量戦闘車両システムの研究 

13 ウェポン内装化空力技術の研究 

14 次世代エンジン主要構成要素の研究 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表18－４－④参照。 

２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号等は、関連する別表政策体系の番号等を表す。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌するすべての政策について別表のとおり体系化した上で、そのうち一部について、特

定年度に評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 21年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の２項目について評価を実施し、その結果を平成 21年８月 31日及び 22年３

月 31 日に「平成 21年度政策評価書（実績評価）」として公表。 

 

表 18－３－オ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

〔１－１－⑦ 調達・補給・管理〕 

１ 施設整備におけるコスト縮減の推進 引き続き推進 

〔５－６－① 在日米軍従業員労務管理〕 

２ 特別調達資金事務処理事業（成果重視事業） 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表18－４－⑤参照。 

  ２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号等は、関連する別表政策体系の番号等を表す。 

 

（２）事業評価方式を用いて、「平成 21年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の 22項目について評価を実施し、その結果を平成 22年３月 31日に「平成 21

年度政策評価書（事後の事業評価）」として公表。 

 

表 18－３－カ 事業評価方式により事後評価した政策（事後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔１－２－① 防衛装備品整備〕 
１ Ｔ－７初等練習機 

〔１－２－② 施設整備〕 

２ 自衛隊中央病院建替整備事業 

３ 富士学校本部庁舎建替整備事業 

４ 沖縄射撃場整備事業 

５ 舞鶴（北吸・大波）桟橋等整備事業 

６ 千歳滑走路舗装整備事業 

７ 入間教育講堂建替整備事業 

８ 下甑島固定式３次元レーダー装置（Ｊ／ＦＰＳ－５）関連施設整備事業 

９ 宮古島地上電波測定装置関連施設整備事業 

〔３－４－① 研究・開発〕  

10 99式空対空誘導弾（改） 

11 対空戦闘指揮統制システム 

12 中距離多目的誘導弾 

13 新戦車 
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14 ＮＢＣ偵察車 

15 高運動飛行制御システムの研究 

16 実証エンジンの研究 

17 海上配備型誘導武器システムの研究 

18 フローノイズシミュレータの研究 

19 滞空型無人機要素技術の研究 

20 超音速空対艦誘導弾用推進装置に関する研究 

21 アクティブ・電波・ホーミング・ミサイル搭載に関する研究 

〔５－６－② 在日米軍施設整備等〕 

22 横須賀海軍施設における教育施設（技術）整備事業 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表18－４－⑥参照。 

２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号等は、関連する別表政策体系の番号等を表す。 

 

（３）総合評価方式を用いて、「平成 21年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の 15項目について評価を実施し、その結果を平成 22年３月 31日に「平成 21

年度政策評価書（総合評価）」として公表。 

 

表 18－３－キ 総合評価方式により事後評価した政策 

 

№ 評 価 対 象 政 策 評価結果の反映状況 

〔１－１－② 安全保障対話・防衛交流〕 

１ 二国間防衛交流 引き続き推進 

〔１－１－⑤ 運用〕 

２ 防衛省・自衛隊による国際連合平和維持活動への参加 引き続き推進 

〔１－１－⑥ 情報通信〕 

３ 情報保証制度 引き続き推進 

〔１－１－⑦ 調達・補給・管理〕 

４ 装備品等の調達における品質管理 引き続き推進 

５ 建設工事等における入札・契約の適正化の推進 引き続き推進 

〔２－３－② 募集・就職援護〕 

６ 就職援護業務の民間委託 引き続き推進 

〔２－３－④ 衛生〕 

７ 防衛医学推進研究 引き続き推進 

〔４－５－① 基地周辺対策〕 

８ 民生安定助成事業（一般助成・防音助成） 引き続き推進 

９ 障害防止事業（共同受信施設） 引き続き推進 

〔６－７－① 事務官等採用〕 

10 防衛省職員採用事務の効率化（電子化導入） 引き続き推進 

〔６－７－④ 組織・定員〕 

11 地方における防衛行政の強化（地方防衛局への組織改編） 引き続き推進 

〔６－７－⑦ 政策評価〕 

12 防衛省における政策評価への取組 改善・見直し 

〔６－７－⑧ 任用〕 

13 子育てと仕事の両立支援施策（休暇制度、人事制度） 引き続き推進 

〔６－７－⑩ 福利厚生〕 

14 子育てと仕事の両立支援施策（庁内託児施設） 引き続き推進 

〔６－７－⑫ 監査・監察〕 

15 防衛監察について 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/28230_2.html)の表18－４－⑦参照。 

   ２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号等は、関連する別表政策体系の番号等を表す。 
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（注）　政策ごとの予算との対応については、防衛省ホームページ（http://www.mod.go.jp/j/yosan/2009/taiou.pdf）参照

⑩　福利厚生

⑪　会計制度

⑫　監査・監察

④　組織・定員

⑤　環境保全

⑥　広報

⑦　政策評価

⑧　任用

⑨　給与制度

５．在日米軍の駐留を円滑かつ効
　果的にするための施策を推進す
　る。

６．在日米軍の円滑な駐留のた
　めの施策の推進

①　在日米軍従業員労務管理

②　在日米軍施設整備等

６．効率的・効果的かつ透明性の
　高い防衛行政を推進するため、
　高度の専門性に裏打ちされた組
　織を維持・整備する。

７．効果的かつ効率的な防衛省
　自衛隊の運営の推進

①　事務官等採用

②　情報公開

③　個人情報保護

③　予備自衛官・即応予備自衛
  官

④　衛生

３．質の高い装備品の研究・開発
　を推進する。

４．防衛装備品の研究・開発の
  推進

①　研究・開発

４．防衛施設と周辺地域との調和
　を図り、防衛施設の安定的な運
　用の確保を図るための施策を推
　進する。

５．防衛施設の安定的な運用の
  確保

①　基地周辺対策

②　補償等

２．防衛装備品等の整備及び維
　持

①　防衛装備品整備

②　施設整備

③　装備品等維持

２．質の高い人材の確保・育成を
　図り、教育訓練を充実する。

３．自衛隊の人的資源の効果的
　な活用

①　教育・訓練

②　募集・就職援護

　
防
衛
省
の
任
務
で
あ
る
「

我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、

国
の
安
全
を
保
つ
こ
と
」

を
実
現
す
る
。

こ
の
た

め
、

①
我
が
国
に
直
接
脅
威
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
し
、

脅
威
が
及
ん
だ
場
合
に
は
こ
れ
を
排
除
ま
た
そ
の
被
害
を

最
小
化
す
る
こ
と
、

②
国
際
的
な
安
全
保
障
環
境
を
改
善
し
、

我
が
国
に
脅
威
が
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を

目
標
に
し
、

効
率
的
な
防
衛
力
整
備
等
の
我
が
国
自
身
の
努
力
と
、

同
盟
国
や
国
際
社
会
と
の
協
力
を
統
合
的
に

組
み
合
わ
せ
、

こ
れ
ら
目
標
の
達
成
を
図
る
。

１．
　①　「平成17年度以降にかかる
　　防衛計画の大綱について（平
　　成16年12月10日安全保障会議
　　決定・閣議決定）で定められ
　　た「防衛力の役割」並びに
　　「防衛力の基本的事項」に基
　　づき、多機能で弾力的な実効
　　性のある防衛力を整備し、運
　　用する。
　②　日米安保体制を基調とする
　　米国との緊密な関係を一層強
　　化するための各種施策を推進
　　する。

１．防衛政策・自衛隊運用につ
　いての企画、立案及び実施

①　防衛政策

②　安全保障対話・防衛交流

③　軍備管理・軍縮・不拡散

④　情報収集・情報保全

⑤　運用

⑥　情報通信

⑦　調達・補給・管理

政策体系(防衛省)

※　この政策体系は、平成21年度における評価に係るもの

政策 政策目標 施策（広義） 施策（狭義）

別表



 




